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議 事 日 程（第１号） 平成２１年６月９日（火） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 

日程第 ５ 議案第３０号 町道の路線認定について 

日程第 ６ 議案第３１号 町道の路線認定について 

日程第 ７ 議案第３２号 字の区域の変更について 

日程第 ８ 議案第３３号 平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）について 

日程第 ９ 議案第３４号 平成２１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第１号）について 

日程第１０ 議案第３５号 平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１１ 議案第３６号 平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）

について 

日程第１２ 議案第３７号 平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）

について 

              一括上程、提案理由の説明 

日程第１３ 議案質疑 

      議案第３０号及び議案第３１号          一括質疑 

      議案第３２号                  質  疑 

      議案第３３号                  質  疑 

      議案第３４号から議案第３７号まで        一括質疑 

日程第１４ 委員会付託 

      議案第３０号から議案第３７号まで 

      陳情第１号 

 

                午前９時５７分 開会 

開議 

○議 長（大田黒英生君） ただいまから、平成２１年第４回大津町議会定例会を開会します。 

 本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 会議録署名議員の指名 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規

則第１２０条の規定によって、新開則明君、月尾純一朗君を指名いたします。 

 

     日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。 

 ただいまから、議会運営委員会における審議の結果と経過とについてご報告いたします。 

 当委員会は６月１日午後１０時より委員会Ａ室において、議会運営委員全員、また大田黒議長に出

席を願い、平成２１年第４回大津町議会定例会についてを審議いたしました。 

 まず、町長提出議案の８件について執行部より大筋の説明があり、その後、請願・陳情の取り扱い

について協議をいたしました。 

 また、議事日程、会期日程、その他議会運営全般についてを協議いたしました。 

 なお、一般質問については９名ですので、一般質問の１日目は通告者の１番から５番まで、２日目

が６番から９番までの順で行うことになりました。 

 次に、会期日程についてを協議し、議席に配付のとおり、本日から１５日までの７日間と決定いた

しました。 

 なお、最終日に契約案件、人事案件が追加提案される予定です。 

 以上、大田黒議長に答申をいたしました。 

 これで、議会運営委員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程（案）のとおり、本日から６月１５日までの７日間にしたいと思います。ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から６月１５日までの７日

間に決定いたしました。 

 

     日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第４ 議会広報編集特別委員会所管事務調査報告について 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第４、議会広報編集特別委員会所管事務調査報告についてを議題とし

ます。 

 議会広報編集特別委員長から所管事務調査の報告の申し出があっておりますので、この際、これを

許します。議会広報編集特別委員長荒木俊彦君。 

○議会広報編集特別委員長（荒木俊彦君） 議会広報編集特別委員会所管事務調査についてご報告を申

し上げます。 

 広報委員会は、５月の２１日・２２日の一泊二日で長崎県の江迎町、佐賀県の嬉野市に自治体にお

いて、広報についての研修を行いました。新しく広報委員がほとんど改選になりまして、なるべく早

く研修したほうがよかろうということで、相手自治体の都合も合わせてこの日程となったところです。 

 参加者は、広報委員５名、議会事務局長、計６名で参加いたしました。最初の長崎県の江迎町は人

口が約６千人弱で、面積が３２平方キロメートルということで大変小さな町であります。 

 対応は、広報委員長はじめ議員３人、事務局長が対応していただきました。 

 平成２０年の６月、佐世保市と隣の鹿町町と１市２町で合併協議会が設立をされ、来年３月には佐

世保市に吸収合併という形で合併が決定がなされたところであります。 

 広報紙の名称は、「えむかえ議会だより」ということで、昨年度の全国町村議会広報コンクールで優

秀賞を受けられております。昭和５７年創刊で、現在１０９号となり、発行部数が約３千部弱という

ことです。なお、１部当たりの広報単価が４５円ということであります。 

 体制は、広報常任委員会が５人の議員です。なお、議会の総定数は９人という大変小さい議会となっ

ております。今年３月、合併協定調印が成立しておりますが、その前にも別の町との合併協議があり

ましたが、それは成立をしなかったと。その後、住民アンケートよって佐世保市との合併希望が８割

を占め、協議が進み、特例法期限内に合併することとなったそうであります。 

 全国コンクールで初入選した優秀賞作品は、合併協議会を大きく取り上げて、主な議案、例えば町

営住宅の家賃の値上げ議案に対して１ページを丸々使い、主な質疑と、それから答弁、賛成・反対の

討論、また賛成・反対の人数までまとめてあり、大変わかりやすいと評価をされているようです。町

民に直接関わる問題を議会が真剣に議論した様子が伝わってくる紙面でありました。 

 また、過去の一般質問の追跡記事「どうなった、あの質問」の評価も、高く評価されております。

それから、表紙の写真が入選の大きな要因となっているようですが、保育園児のいちご狩り、素人が

撮った手ブレ写真だそうでありますが、子どもさんの顔が大きくアップで写されて注目に値するもの

でありました。 

 この広報委員会は、特徴的なのは、年に２回ほど町内の各種団体、例えば農協とか自治会、区長会

とか、各種団体との懇談会を広報委員会と開いている。で、懇談会に参加された方のご意見を写真入

りで掲載がされているということで大変参考になったところです。なお、裏表紙で町内の団体活動が

掲載をされておりますが、広報クリニックによりますと「町の広報紙と大変似通っているので独自の

企画を期待したい」、このように批評がなされております。 
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 人口２５万人の佐世保市と合併をしますと、江迎町からは議員が１人出れるかどうかという大変厳

しい吸収合併を控えておりますが、広報委員は、元気に、また熱心に頑張っていることが非常に関心

をさせられたところであります。 

 次に、佐賀県の嬉野市でありますが、１８年の３月に嬉野町とお隣の塩田町が合併をして、現在、

人口が３万人を切っていると、３万人弱。面積は、大津町より広い１２６平方キロメートルでありま

す。 

 こちらでは、嬉野の市長さんはじめ議長、広報委員の方が対応をしていただきました。広報紙の名

称は「うれしの議会だより」ということで、合併前の嬉野町では何回も全国コンクールで入賞されて

おりまして、その伝統を受け継いで新市になっても発行が続けられ、市になってから現在１３号を数

えております。発行部数は、当町と同じぐらい約１万部で、フルカラー印刷で発行されております。

ページ単価が、なお１円強となっております。 

 体制は、こちらは任意の委員会で費用弁償が出ませんので、広報委員以外の議員が拠出金を出して

費用弁償代わりを出しているという状況です。議会定数が２２名です。３常任委員会から２人ずつ選

任をされて６人体制で、２年任期で行っている。合併前の嬉野町の議会広報の編集作業を受け継いで、

ページ数は毎回２０ページを超えております。しかし、非常に読みやすいと。市段階では、全国コン

クールがないので、そういう表彰の機会がないのが残念であると話されておりました。編集作業、写

真の撮影など、全部、委員会で行っていると。特に、表紙の写真は、子どもたちの動きのある写真が

多く、写真専門の委員さんが２人、その写真撮影に取り組んでおられるそうであります。また、記事

の文章は、今の時代、全部パソコンで入力をして、印刷業者には電子データで渡しているということ

でかなり進んでいる自治体であります。 

 以上、両方自治体とも、広報委員の熱心さには学ばなければならないと思ったところです。さらに、

発行日を早める努力が必要であると痛感させられました。江迎町は、定例会の翌月１５日に発行して

おります。我が町よりも１５日、発行日が早くなっております。全国広報クリニックでも、一刻も早

く、ニュース性もあるので早く発行することが望ましいと言われております。当大津町でも技術力を

アップしながら、発行日を早める努力が求められていると感じたところであります。 

 以上、議会広報編集特別委員会所管事務調査報告とさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） これで、議会広報編集特別委員長報告を終わります。 

 

     日程第５ 議案第３０号から日程第１２ 議案第３７号まで一括上程 

提案理由の説明 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、議案第３０号、町道の路線認定についてから、日程第１２、議

案第３７号、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてまでの８件を一括

して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 
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○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。 

 今回の定例会に提案いたしました案件の提案理由を申し上げます。 

 議案第３０号、町道の路線認定についてでございますが、まちづくり交付金事業に伴う交通基盤整

備の一環として、美咲野後迫線を新たに町道として認定しようとするものです。 

 次に、議案第３１号、町道の路線認定についてでございますが、本田技研熊本製作所入口から国道

３２５号線を結ぶ町道現場水迫線の北側区域について、水路整備とあわせて管理用道路を杉水水迫線

２号線として、新たに認定しようとするものです。 

 議案３０号及び議案第３１号は、町道の認定であり、町道の認定については、道路法第８条第２項

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第３２号、字の区域の変更についてでございますが、大津北部地区２工区県営畑地帯総

合整備事業の完了に伴い、字の区域の変更をするものであり、変更につきましては地方自治法第２６

０条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 次に、議案第３３号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）についてでございますが、

今回の補正は、４月の職員の人事異動に伴い、及び生産総合事務補助金などが主なものでございまし

て、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５千７８８万８千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ１１０億７千５３６万円としたものでございます。 

 議案第３４号、平成２１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第

１号）についてでございますが、除伐を行うための補正でございまして、既定の歳入歳出の予算総額

に歳入歳出それぞれ９９万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２１万３千円

としたものでございます。 

 議案第３５号、平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第１号）についてでございます

が、４月の職員の人事異動に伴う補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞ

れ３４４万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億６千１０万４千円とした

ものでございます。 

 議案第３６号、平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）についてですが、４

月の職員の人事異動に伴う補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５

３万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億６千３８７万３千円としたもので

す。 

 議案第３７号、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてでございます

が、４月の職員の人事異動に伴う補正でございまして、既定の歳入歳出予算の総額を同額とし、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６千２０５万３千円としたものでございます 

 議案第３３号から議案第３７号までの５議案につきましては補正予算でございますので、地方自治

法第２１８条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、ご議決を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、所管部長をして詳細説明をさせますので、よろしくお願いいたします。 
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○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） おはようございます。 

 議案の説明をいたします。議案第３０号、町道の路線認定について説明いたします。議案集の１・

２ページ及び説明資料の１ページをお開きください。この道路につきましては、町道後迫前田線と本

年３月議決いただきました美咲野３号線の間の里道になりますが、美咲野団地内の住宅に隣接して共

同住宅も建設され、交通量が増加しております。団地内の住民の安全性も考慮し、今回町道に認定し、

整備を行おうとするものです。 

 路線番号３３２、路線名が美咲野後迫線になります。起点が大字美咲野１丁目、終点は大字大津字

西畦原になります。延長約１３０メーター、幅員約６メーターで整備しようとするもので、道路法第

８条第２項の規定により議会の議決を求めるものです。 

 続きまして、同じく議案第３１号、町道の路線認定について説明いたします。議案集の３・４ペー

ジ及び説明資料集の２ページをお開きください。本田技研熊本製作所正面の北西側一帯の地域につき

ましては、近年開発が進み、住宅や企業の集積が進んでおります。しかし、その反面水路の整備が進

んでいないため大雨時に水が溢れ、通行に支障を生じる事態も発生し、企業や住民の方から改善の要

望が出されておりますので、今回町道に認定し、整備を行い、あわせて水路を整備しようとするもの

です。 

 路線番号３３３、路線名は杉水水迫２号線になります。起点が大字杉水字中津、終点は大字杉水字

水口になります。延長約３００メーター、幅員５メーターで整備しようとするもので、道路法第８条

第２項の規定により、議会の議決を求めるものです。 

 続きまして、補正予算について説明いたします。議案第３５号、平成２１年度大津町公共下水道特

別会計補正予算（第１号）について説明いたします。別冊の補正予算書をお願いいたします。 

 今回の補正は、職員の人事異動に伴うものです。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、

既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３４４万８千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ記載のとおり１１億６千１０万４千円とするものです。 

 詳細について、補正予算に関する説明書により説明いたします。 

 ７ページをお願いいたします。歳入に関しましては、款４、項１、目１一般会計繰入金は、人件費

に充当している一般会計からの繰入金を職員の人事異動に伴い増額するものです。 

 ８ページをお願いいたします。次に、歳出になります。款１、項１、目１総務管理費は、４月の人

事異動に伴い、給料・職員手当等共済費を増額するものです。 

 続きまして、議案第３６号、平成２１年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）につい

て説明いたします。同じく別冊の補正予算書をお願いいたします。 

 今回の補正は、職員の人事異動に伴うものです。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で、

既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５３万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ記載のとおり６億６千３８７万３千円とするものです。 

 詳細につきまして、補正予算に関する説明書の７ページをお願いいたします。 
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 歳入に関しましては、款４、項１、目１一般会計繰入金は、人件費等に充当している一般会計から

の繰入金を職員の人事異動に伴い減額するものです。 

 ８ページをお願いいたします。次に歳出になります。款１、項１、目１、総務管理費は、人事異動

に伴い、給料・共済費を減額し、職員手当等を増額するものです。 

 続きまして、同じく議案第３７号、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）に

ついて説明いたします。この補正も、今回の人事異動に伴う職員の人件費等になります。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第２条、収益的収入及び支出の予算額で、総額は同額で増

減はありませんが、支出のほうで第１款工業用水道事業費のうち第１項営業費用を４２４万３千円減

額し、第３項予備費で財源調整するものです。 

 予算書の２ページをお願いいたします。第３条、議会の議決を経なければ流用することが出来ない

経費として、職員給与費を４２４万３千円減額するものです。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） おはようございます。 

 議案集の５ページをお願いします。議案第３２号、字の区域の変更についてご説明を申し上げます。 

 本議案につきましては、大津北部地区県営畑地帯総合整備事業による区画整理が完了することに伴

いまして、字の変更をするものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。字区域変更調書のとおり変更しようとするものでございまして、一

番上の変更前の「矢護川字西鶴」２４３４の１の一部、２４３４の２の一部、２４４９の１の一部を

「矢護川字水谷」に変更するものをはじめといたしまして、９ページの一番下でございますが、「矢護

川字中無田」の字を「矢護川字下無田」まで、記載のとおり現在の字から変更するものでございます。 

 説明資料の３ページをお願いします。位置につきましては、丸で囲んでおります大津北部地区県営

畑地帯総合整備事業の２工区でございます。 

 ４ページをお願いいたします。この字につきましては、２工区の従前地で変更する地番を示してお

りますけれども、事業終了後の道路、また水路等の構造物の境界に合わせるために、この字の変更を

するものでございまして、今回、一番左側の字下無田から、以下右側の記載のとおり、今回新しい字

に変更しようとするものでございます。今後、この新しい字・地番で換地処分を行いまして登記を行っ

てまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 次に、議案第３４号です。平成２１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補

正予算第１号についてご説明を申し上げます。 

 今回の補正は、分収造林契約に基づき、旧緑資源機構で現在の独立行政法人です。森林総合研究所

の分収林除伐の実施に伴うものが主なものです。 

 特別会計補正予算書をお願いいたします。議案書は１１ページで、予算の概要は３ページになりま

す。 

 予算書の１ページをお願いします。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９９
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万９千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５２１万３千円とするものでございます。 

 説明書の７ページをお願いいたします。歳入から説明申し上げます。款３、項１、目１の諸収入、

節２の雑入は、旧緑資源機構で現在の独立行政法人森林総合研究所との分収造林契約に基づき、除伐

実施に伴う水源林整備事業での財源としての収入でございます。 

 ８ページをお願いいたします。歳出でございます。款１、項１、目１の一部管理費の節１３の委託

料は森林総合研究所との分収造林契約に基づく阿蘇市的石団地の７.４９ヘクタールの除伐実施に伴う

間伐管理委託でございます。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） おはようございます。 

 議案集は１０ページ、議案第３３号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。別冊、補正予算書の１ページをお開き願いたいと思います。あわせまして、一般

会計・特別会計補正予算繰越の概要も参照願いたいと思います。 

 １ページ。第１条で、既定の歳入歳出予算の総額に５千７８８万８千円を追加し、予算の総額を１

１０億７千５３６万円とするのものでございます。前年同期比３.８％増になっております。 

 第２条で債務負担行為の追加を「第２表 債務負担行為」のとおりとしております。 

 今回の補正の主な内容につきましては、先ほど町長のほうからもありましたようですけども、４月

の職員の人事異動に伴う人件費等の補正及び共済掛け金等の率の改定に伴います共済費の補正になり

ます。また、国の経済対策による強い農業づくり交付金事業、低コスト森林施業促進事業もあわせて

計上させていただいております。 

 なお、別紙補正予算繰越の概要の５ページに、先の３月議会定例会で議決いただきました繰越の概

要について記載いたしております。また、平成２０年度一般会計の繰越明許費繰越計算書及び公共下

水道特別会計継続費の繰越計算書等についても議席に配付させておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 ８ページをお願いいたします。第２表 債務負担行為について。地域医療システム学講座開設負担

金を平成２２年度から平成２５年度まで、総額５３万６千円計上いたしております。事業の内容につ

きましては、後ほど説明させていただきます。 

 歳入から説明させていただきます。 

 １２ページをお願いいたします。款１４、項２、目２民生費国庫補助金の節１児童福祉補助金は、

現在支給中の子育て応援特別手当交付金の対象者の増によるものでございます。目４農林水産業費国

庫補助金、節３林業費補助金の緊急経済対策低コスト森林施業促進事業補助金は、国の二次補正経済

対策の地域活性化生活対策臨時交付金でございます。款１５、項２、目１総務費県補助金は、地方消

費者行政活性化基金を活用したもので、消費生活相談業務に関する交付金でございます。目２民生費

県補助金、節２老人福祉補助金は、平成２３年１０月開催予定の第２４回全国健康福祉まつり熊本大

会、通称「ねんりんピック」と言われますけども、その大会の円滑な運営を図るため、会場市町村が
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行う開催準備事業に対する２分の１の補助金でございます。節６障害者福祉補助金につきましては、

障害者自立支援法等一部を改正する法律の施行に伴いまして、事業者に対する運営の安定化等を図る

措置及び新法への移行等のための緊急的な経過措置に対する障害者自立支援対策臨時特例交付金でご

ざいます。目４農林水産業費県補助金、節２農業振興費補助金５千９５万９千円は、生産総合事業（強

い農業づくり交付金補助金）としまして、共同利用の大規模な甘藷共同低温貯蔵施設を建設するため

の補助金でございます。町の補助金はありません。 

 １３ページをお願いいたします。款２０、項４、目３の雑入につきましては、県道瀬田熊本線道路

改良に伴います外牧水防倉庫の取り壊しの建物補償費でございます。 

 続きまして、歳出について主なものを説明させていただきます。 

 １４ページをお願いいたします。款２総務費、目１一般管理費では、人権推進課から男女共同参画

推進係が移行して、職員数が１名増になっております。目５財産管理費では、一宇保育園建設用地の

町所有地に係ります地籍訂正等費用及びイチョウなどの高木処理委託料でございます。 

 １５ページをお願いいたします。目７電子計算費につきましては、町のホームページが全国コンクー

ル町村の部で入賞しましたので、その授賞式への職員１名の出席旅費でございます。目９防犯対策費

では、消費者行政活性化交付金を活用しまして、住民の消費生活相談業務を実施する関連費用を計上

させていただいております。１５ページの下段のほう、款２、項２、目１税務総務費から飛びまして

１８ページ、款３、項１、目１社会福祉総務費までは、人件費関連の補正になります。 

 １９ページをお願いいたします。目２障害者福祉費、節１３委託料は、法律の一部改正に伴います

障害者自立支援システム改修委託料で１０分の１０の補助になっております。節１９負担金補助及び

交付金は、障害者自立支援法移行に関連する補助金でございます。目４老人福祉費は、ねんりんピッ

ク開催に伴う先催大会視察事業の第２２回札幌大会の視察旅費１名分でございます。大津町では、サッ

カー競技を招致することに予定をしております。 

 ２１ページをお願いいたします。款３、項２、目９子育て応援特別手当費は、追加４６人分で、当

初４８０人で、補正後で５２６人となります。 

 ２２ページをお願いいたします。款４、項１、目１保健衛生総務費、節１３委託料の健康管理シス

テム改修業務委託につきましては、妊婦健康診査の助成回数を５回から１４回へ変更したことに伴う

電算システムの改修費用でございます。節１９負担金補助及び交付金の２、地域医療システム学講座

開設負担金につきましては、先ほど債務負担行為の折にも申し上げましたけども、内容としまして、

地域における医療提供体制の課題及び解決策、地域医療に従事する医師への支援、地域医療を担う医

師の養成・確保に関する研究等を行うため、熊本大学に熊本県各市町村で共同して地域医療に関する

講座を開設するものでございます。このことによりまして地域の医師不足を改善し、地域医療提供体

制を確保するための経費でございます。県２分の１、市町村２分の１で、総額１億５００万円となり

ます。均等割、人口割の負担になっております。また、先ほど言いましたように、２２年度から２５

年度までの事業としております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 ２４ページをお願いいたします。款６、項１、目３農業振興費、節１９負担金補助及び交付金の１
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０、生産総合（強い農業づくり交付金補助金）は、元ＪＡ矢護川支所跡地に貯蔵及び洗浄に係る労働

力の低減を図るとともに、効率かつ効果的な農業生産に資する目的としまして、菊池地域農業協働組

合が事業主体となり、共同利用の大規模な甘藷低温貯蔵施設を建設するものであります。敷地面積約

２千５００平米、建物につきましては鉄骨平屋建て６２５平米、低温貯蔵施設一式、それに洗浄研磨

機４台、フォークリフト２台、事業費は総額１億１９１万８千円になっております。 

 ２５ページをお願いいたします。款６、項２、目２林業振興費、節１９負担金補助及び交付金につ

きましては、瀬田裏の作業道幅員２.５メーター、延長１千メーターを開設するものであります。事業

主体は、菊池森林組合になっております。これは、町の補助金は持ち出しはしておりません。 

 ２９ページをお願いいたします。款９消防費、項１、目３、節１５工事請負費につきましては、外

牧水防倉庫の解体撤去工事費用でございます。約３３平方メートルあります。 

 ３０ページをお願いいたします。款１０、項１、目２、節８報償費の講師謝礼ほかは、在日ブラジ

ル国籍の就学女子児童、小学１年生でございますけども、その関係のポルトガル語通訳及び日本語講

師への謝礼でございます。現在、北小通学をされております。 

 ３２ページをお願いいたします。款１０、項５、目１０、節１３委託料２３０万円の増額は、大津

地区公民館分館建設工事管理業務委託料ですが、委託料算出の経費率等の適用誤りにより増額させて

いただくものでございます。 

 ３３ページ、款１３予備費で財源調整をさせていただきました。なお、人件費関係の補正につきま

しては、給与明細書にてご説明いたします。 

 ３５ページをお願いいたします。２の一般職の部ですけども、４月の人事異動に伴います人件費等

の補正でございます。１の総括表ですが、一般会計対応の職員数は、区分の常勤欄で１９１人となっ

ております。給与費比較では、４１４万２千円の減及び共済費の負担率の改定に伴いまして８９８万

４千円の増とあわせまして、４８４万２千円の全体では増となっております。職員手当等の内訳等に

ついては、下段に記載のとおりなっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 

     日程第１３ 議案質疑 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１３ 議案質疑を行います。 

 まず、議案第３０号及び議案第３１号の２件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 
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 次に、議案第３３号を議題とします。質疑ありませんか。荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 一般会計の説明書１５ページの目９防犯対策費で１３委託料、消費生活相談

委託料が計上されております。これは、県の補助金がついたんですね。この消費生活相談、まず相談

の内容はどういうものを想定がなされているのかが一つ。それから、委託料ですからどちらに委託が

なされるのか、その２点についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 荒木議員の質疑にお答えします。今回、この地方消費税行政活性化基金と

いうのを国のほうで整備をされました。国のほうで総額基金としては１５０億円、これを各県の自治

体のほうに基金として組み込まれまして、熊本県でも基金として取り組むということで、３カ年間、

今後地方消費者行政活性化のために活用するというものです。消費生活相談事業等の複雑化、それか

ら高度化、また消費者行政の一元化などを含めまして、その取り組みを行うためにさまざまな相談業

務に応えるものです。 

 町のほうで消費者相談を受けておりましたが、消費者金融、振り込め詐欺、さまざまなそういう消

費者の方々の、クレジット等もありますが、そういうさまざまな相談等の業務を今回この基金を活用

させていただいて、町のほうの計画により、先ほども予算で説明がありました２３万円の交付金を活

用して取り組むものです。 

 それから、委託先につきましては、相談員さんを町のほうに毎週１回派遣をしていただくというこ

とで、熊本県消費者協会、そちらのほうで専門の方をお招きをして住民の方々の相談を受けていきた

いということです。あと、予算に関しましては、特別旅費と総務課職員等も消費生活相談のレベルアッ

プのために研修等も組んでおります。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 国において消費者庁等も創設をされて、大変大切な仕事だとは思いますが。

例えば、多重債務あるいはサラ金等で今、全国的に過払いですかね、払い過ぎ、返し過ぎ、違法金利

ということで、自治体が手助けをして過払い金を取り返すと。そういう相談に力を入れている自治体

があるわけですけど、この消費生活相談で、そういうものに対応が可能なのかどうかお尋ねをしたい、

それが１点。それから、この消費生活相談は、防犯対策に当てはまるのかなと。どうも、違法があれ

ば犯罪にはなりますけど、一般的には防犯には該当しないのではなかろうかと思いますけど、そこの

考え方をお尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 荒木議員の再質疑にお答えします。２点です。 

 １点目の多重債務等で過払い分を自治体が主体になって解決するというようなことですけども、ま

だ私たちもそこまで力はございませんけども、今度の消費行政相談等に委託します熊本県消費者協会、

また、そちらのほうに専門の方いらっしゃいますので、その解決の方法とか手順とか、そういうもの

については相談をしていけるものと思っております。 
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 それから、防犯対策費に消費者行政ということですけども、総務課のほうで所管をしておるんです

けども、犯罪とか、そういう詐欺に遭われたとか、そういう多重債務とか、そういうのもありますし、

被害を受けられる住民の方がいらっしゃるということで、それを未然に防止したいという意味で防犯

対策費で組んでいるものと思います。 

○議 長（大田黒英生君） ３３号について、ほかに質疑ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第３３号について質疑いたします。説明を受けて、私はよくこの質疑を

しますが、共済費について質疑をします。 

 ３５ページの説明がありました。一般職の給与明細がここに書いてありますが、この中で給与費は

下がっております。しかしながら、共済費は９００万円ほど上がっております。特別会計でもそういっ

た説明があったかなと思います。この９００万円という額を、率の改正があったからといってトンと

一般会計、町民の税金から出すというのは、非常に町民からするならば「そら何かい」というような

ことではないかなと。きちんとした理由はそこにはあるべきだと思いますので、この率の改定が妥当

なものであるという理由をほしいと思いますので、質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 永田議員の質疑にお答えします。今回の人件費につきましては、先ほど人

事異動及び手当と、職員の申請に基づく手当等の変更とお尋ねの共済費の改定になります。共済費に

つきましては、当初予算では前年度の負担率で積算しておりまして、今回の補正後、改定後の確定し

た負担率によって現職員の給料等の額で負担金の精算をしたものです。 

 共済費の負担率につきましては、短期分、長期分、それから介護保険分、それから特定健康診査等

負担金、追加費用等、また１人当たりの事務費等さまざまなものについて、毎年度、前年度を見なが

ら改定をされていくところです。 

 今回、短期、介護保険等全部調整をされておりますが、主なものは追加費用という項目の率の改定

であります。追加費用ということで負担するものですけども、少し昔の話になるんですけども、昭和

３７年の１２月１日に旧恩給組合、これは既に解散してありますけども、恩給組合を組織していた市

町村の職員でそのまま市町村の共済組合の組合員と引き続いて組合員となられた方については、その

年金に充てられる費用を全額負担金で賄うというものであります。いわゆる旧恩給組合の、共済組合

の前身になりますけども恩給組合の分の負担を、これが国と自治体が給付財源を負担するということ

で毎年度、率を改定をさせております。この追加費用率が前年度より増額となったわけですけども、

追加費用の算定においては、前々年度の追加費用発生額と追加費用収入の差額の精算分を見込んで行

いますが、平成２１年度見込みが前々年度差額精算分より多くなったため増額をされたものです。前

年度が１千分の４４.３、今年度におきましては１千分の５５.３ということで改定をされております。 

 理由としましては、先ほど申しました旧恩給組合の分の方の市町村共済組合への移行に伴って、国

と自治体が負担する額が上がったということになります。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 
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○１２番（永田和彦君） 何か、いろいろ説明を受けましたが。恩給組合、国と自治体の負担をすると

いう形で言われましたけれども、国も地方自治体も潰れないというものを前提にして比率を出してき

ていると。本来ならば、今、この日本国の現状を勘案して、そういったものの増減あたりは変えてい

くべきものではないかなと。ただ、単に上がりましたよと。自分たちの比率が維持するために、恩給

を出すために、そういった形ですぐ増減を比率でポンと言ってくるわけですよね。ということは、こ

の共済組合の運用状況というものを我々は知る必要がある。また、知る権利があると思います。こう

いったことがはっきりしないから、公務員は全体の奉仕者でなくて特別な存在になってしまうんです

よ。今、本当に経済状況は悪いんです。このときに、一般財源をポンと出しなさい、はい出しますと

いうような補正予算なんですよね。 

 ですから、この共済組合は、皆さんたちの保障ですよね。あなたたちの保障なんですよ、今から先

の。しかし、保障されない町民の方々というのがいっぱい苦しんでおられる方、もうわかっておられ

ると思いますけれども、非正規雇用が切られたりとか、いろんなことが今、大問題が起こっておりま

すので、ここでポンと上げなさいと、上がりますよというのが、どうも引っかかるんですよ。 

 ですから、きちんとした根拠がほしい。ということは、この共済組合が、民間のいろんなものと比

較して妥当であるというような何か比較なり何なりというもの、それと、その共済組合の運営がどう

いうふうな推移を示しているか。そういったものは町民は知る権利があると思うんですが、そういっ

た比較なり何なり、そういった視点で共済費の妥当性を検討されたことはありますか。質疑いたしま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 永田議員の再質疑にお答えします。今回の追加費用の件で大幅に上がった

ということなんですけども、１つは、国のほうで永田議員もおっしゃいましたけども、年金等につい

て大変な議論があっております。その中で、追加費用分の国庫負担率を今回上げると、いわゆる改定

する法案が議論の中で未成立となっておりました。共済組合さんとしては、国の負担率を上げる法案

が成立するものという見込みで率を設定されたんですけども、それで低く費用設定をされてたんです

けども、国が負担率を上げるということができませんでしたので、その差額精算分が多くなったので、

今年度について率が上がったものです。 

 それから、自治体のほうで詳しく精査しているかということですけども、こういう国の法律等の関

係等もありますので、私たちが直接その資料等でチェック等については、共済組合の説明をお聞きし

てくるということで、法律に従って率の改定をさせていただくということになります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ２点ほど質疑いたします。歳入では１２ページ、歳出は１９ページ、障害者福

祉費の１９負担金補助及び交付金、障害児を育てる地域の支援体制整備事業補助金、どこに補助を出

すのか、事業内容はどんなものか、そういったことをお伺いしたいと思います。 

 ２点目。３０ページ、１０の１の２、８の報償費、ご説明ではブラジルの出身の外国人小学生１年

生のためのポルトガル語の通訳及び日本語講師の謝礼ということで説明ありました。謝礼の単価、計
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算の基礎はどういうようなことなのか。それと、日本語講師については、恐らく語学の講師ですので

定期的に行うという、そんな計画に基づいて補正が組まれていると思います。その辺の中身をお伺い

したい。それから通訳について、これまで私が聞くところによりますと、家庭訪問が２回とか、学年

活動、料理、それから１年生の児童がインフルエンザか何かで病気になったときの国保の手続き、そ

れから病院への同行、それから、学校通信を日本語でできているのをポルトガル語に翻訳して保護者

である両親に配布すると、そういった内容。それから学童保育、一宇保育園で学童保育やってますけ

ど、その手続きあたりでかなり活躍されているというふうに聞いております。それで、この通訳の方

に依頼しているのは行政側でやっているのか、それとも学校側でやっているのか、その辺をお伺いし

たいというふうに思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えいたします。予算書の１９ページ、１９負担金補

助及び交付金の中の４の障害児を育てる地域の支援体制整備補助金の内容についてでございます。 

 今回の補助金につきましては、障害者自立支援対策臨時特例交付金でございます。この交付金の中

身につきましては、大きく２つございます。１つが、事業者に対する運営の安定化等を図る措置でご

ざいます。もう一つが新しい法律、新法への移行等のための円滑な実施を図る措置でございます。 

 その中の一つが、障害児を育てる地域の支援体制整備事業というような中身でございます。この中

身でございますけれども、障害児を育てる保護者は、一般の子育てグループに入ると疎外感などを感

じることから子育てグループの利用を敬遠しているケースがあり、気軽に育児についての不安を打ち

明ける場所がない。そこで、このような親の不安解消のための交流の場を整備し、気軽に利用できる

ような仕組みとすることで、障害児を抱える親の育児不安を軽減を図るものでございます。 

 これにつきましては、実施主体は都道府県でございます。ただし、圏域あたりで、菊池圏域あたり

で話し合いを行って、そういった圏域での実施も可能ということでございます。 

 そういうことで、菊池圏域のほうでも事前に話し合いを行いまして、障害児を育てた子育ての先輩

等との体験交流スペースの整備及び遊具の設置を行いたいということで、限度額がこれ１０分の１０

でございますけれども、圏域当たり１５０万円でございます。それで、２市２町で今回補正をお願い

しておりますけれども、具体的な中身につきましては、まだ何らどういったものをやるのか、どこで

やるのか、どこに委託するのかということにつきましては、まだ何ら話し合いが行われておりません。

この予算を組みまして、早急に予算が通りましてから、圏域で話し合いを行いながら、場所等につい

ても今後の内容についても検討していくこととなっております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長兼ねて子育て支援課長大塚武年君。 

○教育部長兼ねて子育て支援課長（大塚武年君） 金田議員の質疑にお答えをいたします。３０ページ

の教育総務費の報償費で、講師謝礼ほかを今回お願いをいたしておりますけども、まず、この児童に

ついてご説明をしたいと思います。この児童は、ブラジル国籍で現在、北小学校の１年生の女の子で

す。今年の２月の５日に、仕事の関係で両親と一緒に大津町のほうに転入をいたしております。両親

もブラジル国籍ということで、お父さんが日系の三世ということでございます。３月中旬に両親の勤
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め先であります真木のワールドファームという会社の社長さんからご相談がありまして、入学適齢期

であるこの児童の就学について相談したいということでお話がありましたので、文部科学省の通達に

よりまして、４月から北小学校に１年生として現在通学をしております。学校等の打ち合わせの中で、

児童本人も、あるいは両親も日本語が理解できないということで、子ども、児童への日本語の指導、

それから生活指導とか、それから先ほど議員が言われましたように学校と両親との意思疎通のための

指導をしていただくという先生とかポルトガル語の通訳が必要ではないかということで、その指導を

していく方の謝礼を今回お願いしております。 

 謝礼の単価につきましては、現在学習支援とか特別支援の先生方を今学校のほうにお願いしてます

けども、日本語のその先生方の賃金を考慮しまして、日本語の指導の先生につきましては１時間１千

円、１日２時間程度で週２回ほどお願いしたいと考えております。それから、通訳の先生につきまし

ては、同じく１時間１千円で２５回程度お願いしたいということで、このお二人の先生につきまして

は学校のほうで探されまして、今お願いをされております。このお二人の先生につきましては、当初

私たちの話し合いの中でボランティアでいいですよということで今来ていただいておりますけれども、

熊本市で日本語の指導経験がある先生と、それから本田技研でポルトガル語の通訳をされている産山

村の先生が試験的といいますか、ボランティア的に週何回か、あるいは月に何回かで北小のほうにお

見えになっております。お二人の先生方、それから学校との話をする中で、先ほど申しましたように

お二人の先生方、この児童のためにある程度、ボランティア的にお世話したいという意向でしたので、

１時間１千円という単価でお願いしたいということで考えております。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ただいまの北小の問題ですけども、一応、学校のほうでは、日本語の語学で、

私が聞いたところによると、週２回火曜日と木曜１時３０分から３時３０分ということで、確か７月

までという、そういう話を一応学校からは聞いてます。今の説明によると、週２時間ということは１

回という、そういうことかと思いますけども、それでよろしいんですかね。週２時間という、週１回、

２回ですね。はい、わかりました。 

 私、先ほどからボランティアという言葉が出てますけども、学校が頼むときに、かなり、先ほど私

も言いましたように、家庭訪問から学年活動、料理、病気のときの同行、病院や役場の手続き、それ

から学校通知を翻訳する仕事、多岐にわたって活動されています。そういう意味で、学校の先生、依

頼する側も単価安かったら非常に心苦しいと、そんなところもあるんじゃないかって思っています。

妥当な、やっぱり活動に見合うような謝金、そんなことを考えるべきだと。ひいては、子どものため

にそれが一番いいんだという、そんなことに基づいて考える必要があるんじゃないかなと思っており

ます。 

 それからもう一つ、外国人に対する日常生活支援が、うちの大津町の振興計画の基本計画、基本構

想の中でも日常生活支援がうたわれています。先ほど、いい企業に勤められている両親、子どもの入

学についても掛け合ってくれると。それから、この場合、会社にも何かポルトガル語を話せる人もお

られるということで、日常生活については心配せずに暮らしておられるというようなことも聞きます
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けども、ほかに苦労されているとか、そういった部分がありはしないかと思います。その辺はどうで

しょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚武年君。 

○教育部長兼ねて子育て支援課長（大塚武年君） 当初、先ほど申しましたようにボランティアという

形で今来ていただいております。特に、通訳の産山の先生につきましては、本田技研のほうの通訳と

いうことで本田技研に来られて、そのついでということでいいですよということでお話がありました

ので。ただ、無償というわけにいきませんので、先生たちと話して１時間１千円程度ということで今

考えておるところです。 

 それから、ほかの支援関係ですけども、外国人の就学について文部科学省の指導ということですけ

ども、外国人の子どもについては義務教育として教育を受けることではないということですけども、

子どもの教育を受ける機会を得るために、外国人が日本の公立の小・中学校へ就学を願い出た場合に

は、市町村教育員会はその就学を許可すべきであるということで、今、北小学校のほうに通っていた

だいております。ただ、授業料とか教科書の取り扱いとかも通知がありまして、入学を許可された在

日の外国人の子どもの各学校における取り扱いについては、日本人の児童生徒と異ならないと。授業

料は無料で、教科書も無償給付を受けますと。それからまた、就学援助援助等の措置もありますけど

も、それも日本の児童生徒と同様の取り扱いとしなさいと。さらに、教育課程の編成とか実施に当たっ

ては特別の取り扱いをしないこととなりますので、指導要領等についても同様に外国人の子どもをつ

くるということで、何ら外国人の子どもが小学校・中学校に行ったからといって差別的な取り扱いを

受けるものじゃなくて、日本人の子どもと同様の取り扱いをするということで、最初、入学のときに

も物品あるいは制服あたりも確保をしております。それから、ランドセルのあたりについては、何か

会社のほうから工場長さんからあげてもらったということで喜んで今来ているようでございますので、

そういう形で、援助すべき点については今後もしていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑なしと認めます。 

 このまま休憩なしでやっていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 次に、議案第３４号から議案第３７号までの４件を一括して議題とします。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終わります。 

 

     日程第１４ 委員会付託 
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○議 長（大田黒英生君） 日程第１４ 委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定によ

り、議案第３０号から議案第３７号までをお手元に配付しました審議委員会付託表（案）のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託します。また、会議規則第９２条第１項の規定により、陳情第１号、請

願・陳情委員会付託表案のとおり所管の委員会に付託します。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午前１１時１７分 散会 
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一  般  質  問 

 

 

６番 大 塚 龍一郎 君     ｐ 36～ｐ 43 

 

     １．行政運営に関して 

(1)地元出身の国会議員、県会議員が選出されているが町行政に対してどのような影響

がでているか、また、今後どのような連携を図っていかれるか伺う。 

(2)町職員採用人事について 

職員採用の状況、採用基準の観点について、採用選考の結果を議会議員への説明報

告が必要ではないか伺う。 

(3)県職員や県庁ＯＢなど外部からの人材を副町長等の要職に登用する考えはないか伺

う。 

 

     ２．生活環境整備行政について 

(1)生活圏に点在する空き地、空き家に起因する生活環境問題への対策を伺う。周辺住

宅地域の環境に係わる問題で荒れ地、荒れ家などにより発生する、異臭、害虫、火

災などの被害など生活環境に関する相談は年間どの程度、町に寄せられているか伺

う。 

(2)県道瀬田竜田線の陣内交差点から西側方面一帯の整備について伺う。 

 

１２番 永 田 和 彦 君     ｐ 43～ｐ 54 

 

     １．農業と教育そして雇用問題 

(1)圃場整備の問題は、農家の固定資産を縛り付け、高齢化が進む農家に借金を負わせ、

払い終わるのは百歳を超えるというデタラメ性を含むことに有る。 

(2)食育についての問題は、パン主体の栄養コントロールだ。日本のコメ文化に誇りを

持ち、炊き立てご飯を食べさせる自校方式を導入し、町独自の食育を展開する学校

給食へと変えていくべきだ。 

(3)雇用の受け皿として農業が注目されているが成功の鍵は、安定した農産物需要を確

保する事と考える。地産地消を基本としながら、農業と雇用そして食育をも進展さ

せる可能性を秘めた米飯給食に活路が開けるのではないか。 

 

９ 番 坂 本 典 光 君     ｐ 54～ｐ 63 
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     １．まちづくり交付金事業の縮小を求める 

(1)２１年度は税収の落ち込みがひどく、５１億円あった基金から１６億９千万円を取

り崩すことになった。美咲野の学校建設もしなければならない。将来に借金を残す

“まちづくり交付金事業”は生活に密着するもの以外は縮小すべきと考える。 

今後の投資計画、借金状況を基に説明を求める。 

 

     ２．経過の透明性を求める 

(1)町政について、議員と町長は、ともに町民に対して直接に責任を負うものである。

企画、立案、予算の提出権は町長にあるが、企画・立案の段階から説明、相談しな

いと、議員は的確な判断ができない。町長の独断になる。家入町長は、これがなさ

れていない。議会軽視である。強く反省を求める。 

 

１５ 番 荒 木 俊 彦 君     ｐ 64～ｐ 74 

 

     １．町道認定と町道の未登記問題 

(1)未登記の実態と管理・整備責任 

 

     ２．立石団地改修建替予定 

(1)既存住宅の改修は充分説明されているか。充分か。西側空き地の団地建替えは、ど

うするか。 

 

     ３．子育て支援の充実を求める 

(1)保育の定員は足りているか。待機、入所希望はどうか。保育料はまだ高い。特に所

得の少ない世帯の値下げを 

 

８ 番 月 尾 純一朗 君     ｐ 74～ｐ 80 

 

     １．町有林の杉・桧の間伐材を生かせ 

 建築廃材のチップが燃料となり、電力を生み出し、新エネルギーとして注目を集めて

いる。 

 大津町には、町有林に杉・桧の間伐材が多く放棄されている。 

(1)間伐材をチップ化して新エネルギーとする考えはないか。 

(2)その他の有効利用について町の考えを聞く。 

 

     ２．前立腺ガンの取り組みの強化を 
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 中高年男性に急増している「前立腺ガン」。これを早期発見・早期治療するためＰＳ

Ａ検査の導入・普及を強化することが望まれる。 

(1)大津町の取り組みについて聞く 

(2)大津町として、受診を希望する人への全額助成をする考えはないか。 

 

     ３．新設される「子育て支援センター」空き地に芝生広場を 

 校庭や公園の芝生化が全国で広がっている。「子育て支援センター」は子ども達から

高齢者までが、一日中居て遊べる場所でなければならないと思う。素足で遊べる芝生、

日陰を作る樹木、健康増進を図れる健康遊具を設置する考えはあるか。 

 

２ 番 府 内 隆 博 君     ｐ 85～ｐ 90 

 

     １．矢護川地区圃場整備事業について 

(1)圃場整備事業を進めていくうえで受益者の負担軽減するために非農用地の計画は。 

(2)ＪＡが圃場整備内に豆腐工場を建設する計画だが、話し合いは出来ているか。 

(3)各集落の説明会が開催されたと聞いているが、その結果はどうだったのか。 

 

     ２．農業・新規参入希望者に対する対策は 

(1)担い手不足が深刻になっている現在、大津町でも他産業に従事していたＵタ一ン就

農希望者や新規参入希望者等に対して将来の地域農業の担い手となる人材育成・確

保を図っていくために、町として、どのような対策を考えているか。 

(2)新規参入希望者から土地の相談があった場合、指導や対策は。 

 

３ 番 吉 永 弘 則 君     ｐ 91～ｐ 98 

 

     １．農業、商業、中小企業の振興と集落の活性化 

(1)農産物、畜産物については、厳しい現状が長年続いている。県、ＪＡ等と連携して

振興方策を検討してほしい。商業、中小企業においても同様の方策を望む。 

また、高齢者や農家が中心の集落においては、限界集落化に近い状況にある。 

各区長、有識者等と議論、研修し町として取り組み強化を望む。 

 

     ２．観光資源の掘起しとピーアール活動 

(1)大津温泉の近くに岩戸渓谷やレンガ造りの発電所がありながら、町民、県民に広く

知れ渡っていない。観光地として整備し、アピールしてほしい。 
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     ３．高齢者対策として生きがいづくりの提供を 

(1)６５歳以上の元気な高齢者は、年々増加しています。働く事、趣味を持つ事等、色々

な生きがいが人によって違います。元気な高齢者に対する町としての施策、手助け

の充実を望む。 

 

１１ 番 手 嶋 靖  君     ｐ 98～ｐ105 

 

     １．農、商、工連携の促進について 

(1)世界的金融危機の影響で経済低迷のなか、地域経済の活性化を目指すために、地域

内の農業、商業、工業の各産業が連携した新事業創出が求められているなか、地域

全体の所得向上や雇用確保を図り地域産品創出、販売促進が不可欠であることから、

農家と企業が連携することにより付加価値を高める地域振興対策が急務と思われる

が、今後の取り組みについて所見を伺います。 

 

     ２．遊休農地の解消対策と実態を伺う 

(1)近年、農村においては遊休農地、耕作放棄地を見受けられるが、産業廃棄物等の農

地への不法投棄や無断転用による農業生産、経営環境の悪化が懸念される。これ等

を解消、防止するため農業委員会活動強化対策事業が平成１５年度にスタートして

いるので、積極的に広域、連携、協調を図り、遊休地の利用促進が急務と思うが、

その後の取り組みを伺います。 

①遊休農地利用活用の体制は 

②農地パトロール後の遊休農地の実態は 

③遊休農地の有効活用をどのようにされているか 

④遊休農地の解消に補助事業の活用はなされているのか 

⑤今後どのような方策をもって耕作放棄地の解消に取り組まれるのか 

 

     ３．スポーツ総合案内の設置について 

(1)本町においては、生涯学習課並びに体育協会、その他の活動組織はあるが、町民に

対する総合案内の窓口がなくスポーツ取り組みの実態が不透明であると実情を聞く、

今後のスポーツ振興、育成を図る上に迅速に対処出来る統一した窓口を設置して、

行政での指導体制を確立することが肝要と思いますので、所見を伺います。 

 

５ 番 鈴 木 ムツヨ 君     ｐ105～ｐ115 

 

     １．教員免許更新制について 
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(1)現場への周知と該当者の把握は。 

(2)受講者には職務専念義務免が適用されるか。 

 

     ２．住宅用火災警報器の給付について 

(1)国による給付制度は生かされているか 

(2)６５歳以上の低所得者や１人暮らしや寝たきりの高齢者への対応を問う。 

 

     ３．人にやさしい福祉と人権の町として 

(1)すぎなみ園への対策を問う。 
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議 事 日 程（第２号） 平成２１年６月１１日（木） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 ご連絡いたします。松永幸久君より欠席の届があっていますので報告していたします。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおり、今回の一般質問は９名ですので、本日が１番から５番まで、

明日１２日が６番から９番まで行います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ６番議員、大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） おはようございます。政局より経済対策、麻生総理のワンフレーズでありま

す。解散総選挙の時期がいよいよ近づいてまいりました。政局の暑い夏がやってくるわけでございま

す。政府は、大型補正予算を組み込みまして、いよいよ全国の分捕り合戦が始まるわけでございます。

依然として経済不況の長いトンネルをなかなか抜け出せないでおるのが実態でございます。本町でも

税収の大幅な落ち込みが予測されます。町長をはじめ執行部におかれましては、財政運営に大変御苦

労をされると思いますが、町民の皆様の痛みや不安に真っ正面から応える行政運営が行われますこと

を願っております。 

 それでは、通告書のとおり、順次質問を行います。 

 １問目が、行政運営に関してでございます。地元出身の国会議員と県会議員が選出されております。

町行政に対してどのような影響が出ているか、また今後どのような連携を図っていかれるかについて

お伺いいたします。国会議員は、現在総務省で政府高官の一員として、この総務省というのは旧自治

省を含む私たち自治体にとりましては最も身近な行政府でございます。またお二人の県会議員の方は、

この町議会で町政に熱心にご活躍されました有能な人材であったわけでございます。地元に対する思

いは熱いものがあり、今、県政界で大いに活動されているところであります。まさに時は今、本町に

とりましては、国政へのパイプ、県政へのパイプが大動脈となって流れているわけでございます。町

のさらなる躍進へ向けて、その手腕に大いに期待しているところでございます。また、一町民として

も大変頼もしく、誇りに思っているところであります。町長がパーティー等の会場で同国会議員を大

津町の宝であると常々スピーチされているのを耳にすることがあります。これまで町行政運営にあた

りまして、それぞれどのような局面で影響が表れていると感じられておりますでしょうか。また、今

後の町の諸施策を進めるにあたりまして、どのようなことが考えられるのかをお伺いしたいと思いま



 37

す。 

 次に、町職員採用人事についてでございます。職員採用の状況、採用基準の観点について、採用選

考の結果を議会議員にも説明、報告が必要ではないかということをお伺いいたします。現今の経済状

況が先行き不透明であり、雇用情勢の悪化が懸念されているところでございます。民間企業におきま

しては、人員削減やら、新卒学生の採用中止、採用手控え等、いろんなところで社会問題化しており

ます。そうした中、今後ますます公務員への志願者が増加していくものと思われます。町の最近の応

募状況や採用選考時の仕組み、あるいは採用者決定の根拠等について、いろいろとプライバシーの点

で規制される面もあると思いますが、差し支えない範囲で公平性、透明性を保つ上からも議会議員に

対しても情報交換をしていく考えはないかをお伺いいたします。 

 ３番目に、県職員や県庁ＯＢなど、外部からの人材を副町長等の要職に登用する考えはないかをお

伺いするものであります。任命権者の町長の専権事項であることは十分承知しているわけであります。

また、現職であられます個人個人に対する批判や感情でもって、この質問を取り上げたわけでないこ

とをご理解いただきたいと思います。今日までに町三役であります旧助役さん、収入役さん、教育長

の要職が町職員出身の方々で独占されていた時代があったわけでございます。その傾向が今でも少し

は残っているように感じられるわけでございます。現在の大津町は、優良な企業群の立地により、ま

してその経済力、雇用力の面でも県財政へ大きな影響力を持っております。県下に誇るトップクラス

の自治体となっても過言ではありません。熊本都市圏の一角として、副都心的な機能が求められる自

治体として今後とも展開していくものと思われます。県行政との一体感をさらに強める必要性が出て

きているものと思います。副町長等の要職を登用する際は、内部からだけの昇進ではなく、選択肢は

もっと広げる時期になってきているのではないかと考え、お伺いするものであります。 

 １問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 大塚議員の一般質問のうち、（２）の町職員の採用について、まず職員の採

用状況についてご説明を申し上げます。町職員の採用状況につきましては、過去５年間の実績で３７

名の退職者に対して２３名の職員を新規に採用しています。職員採用試験については、財団法人日本

人事試験研究センターの統一試験を利用して、熊本県町村会が行う市町村等職員採用共同試験に参加

して菊池管内の自治体や一部事務組合と合同で１次試験を行っています。この共同試験では、一般事

務職は教養試験と適性試験を、土木などの専門職は教養試験と専門試験を行っています。１次試験で

は、受験者の学力、知力、事務能力を評価し、試験の結果の上位得点者から順に１次試験合格者を決

定しています。昨年度の採用試験においては、一般事務、司書、土木の３職種で計６名の採用予定に

対して、１次試験の合格者を３職種で１２名としました。試験の結果の開示については、１次試験に

不合格となった受験者本人から請求があった場合は、本人の順位及び得点について開示をいたしてお

ります。 

 次に、１次試験合格者を対象に町独自で２次試験を行います。２次試験では、個人面接と集団討論

を行い、作文試験と１次試験の得点結果も含めて選考を行います。２次試験での個人面接と集団討論
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及び作文試験においては、受験者の積極性、協調性、コミュニケーション能力や態度、また大津町の

ことを真剣に考え、大津町で仕事をしたいという意欲なども含め、総合的に人物を評価した上で１次

試験の結果と２次試験の結果を合わせた総得点の上位得点者から順に採用予定者数の受験者を合格者

として決定し、採用をしております。 

 次に、試験の結果についてですけれども、採用試験の結果については、１次試験は合格者へ通知を

し、併せて合格者の受験番号を役場庁舎掲示板に掲示し、さらに町のホームページにも掲載をしてい

ます。また、２次試験結果は、合格者と不合格者へ両方通知をし、１次試験結果と同様に合格者の受

験番号を役場庁舎掲示板に掲示し、町ホームページへも掲載して公開をいたしております。事務的な

点についてご説明を申し上げました。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。大塚議員の一般質問の地元の国会議員、あるいは県会

議員に対してどのような連携を取りながら大津町のために活用しておるかというか、頑張っていただ

いておるかというようなご質問ではなかったかと思いますけれども、坂本衆議院議員につきましては、

これまで大津町には衆議院議員というものが誕生していなかったわけでございますので、本当に大津

町のために働いていただける、そのようなことで大津町の宝物としてしっかりと輝いて、町のために

頑張っていただければなという思いをしております。そういう中で、例えば今回の大津町に対する臨

時交付金関係等については、新聞等でもご覧のようにゼロでありました。しかし、今回の補正予算関

連等につきまして、国の予算に対しまして１億７千万円近くを取っていただく。これにつきましては、

大津町は４年間の不交付団体でありましたので、その計算上、どうしても過去の実績に基づいてどう

しても難しいというような状況の中で、坂本代議士にお願いいたしまして国の方に大きな声を出して

いただきまして、今回、大津町につきましても１億７千万円来るというような予定になっております

ので、４月の１２日の国の予算に基づきまして、今、大津町といたしましてもその予算につきまして

の検討をさせていただいております。例えば、今までの事業計画を今大津町とやっております。その

事業計画の前倒し的なものというようなことで、例えば学校教育におけるパソコンやデジタル、そう

いったものを１億円近くの金を使わせていただければというふうに思っております。この件について

は、今後７月の臨時議会関係等でまた事業の、やる事業についてご説明をさせていただきたいという

ふうに思っております。そのほか、これまでにはやはり国営事業でありますところの５７号線、ある

いは立野ダム、そのようなところに予算関係をしっかりと付けていただいておりますし、２市２町で

やっております消防施設関係等についても補助金関連等について大変とご苦労をおかけしておるとい

うようなことで、いろんな形の中で衆議院議員につきましては大津町のために幅広く活躍をお願いし

ておるところでもあります。また、県会議員につきましては、吉田議員、田代議員、２人の方がお見

えになられております。県におきましても、大津町におけるそれぞれの事業を今やらせております。

北部の畑総事業や、あるいは県道関係が１２路線あります。大変遅れております。赤水線や、それか

ら瀬田竜田線、あるいは熊本瀬田線関連等とともに、多くの１２本の県道の改良は大変遅れておる中

で、議員関係におきましての活躍で瀬田竜田線や赤水線、それぞれの事業の推進をいただいておると
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ころでもあります。いろんな形で大津町の都市計画道路の西鶴中井迫線につきましても、この事業に

ついても推進について県にお願いしながらつくらせていただいております。そういう意味において、

町は１０％の負担で済むというようなことで、近いうちに完了するわけでございますけれども、その

ような事業の推進、そしてまた矢護川関係の補助整備関連の今お願いをしておりますけれども、県の

方の本部についても、農政部長についてもそういうようなお話があっておるおかげで、県の負担２７.

５％でございますけれども、県の厳しい財政事情の中から推進をやっていくというような約束関係も

しておるところでもありますし、そういう意味におきまして、今、事業を推進させていただいており

ます。南の方についても、南部農免道路を初めとする、あるいは迫井手の圃場整備、そしてまた上井

手関係の灌漑排水事業関係についても１期５年で３期、１５年間で３０億円の金を予定しながら事業

を進めさせていただいておりますし、そのような事業とともに、村づくり交付金事業というようなこ

とで１５年度から初めておりますけれども、これについても１３億円近く、県の１５％の補助事業を

いただきながら事業推進を、県関連の事業をしっかりと推進させていただいております。そういうほ

かにもいろいろな計画をまだ町は持っております。東山のため池の事業とか、いろんな形を計画を町

としては防災上の問題もありますのでお願いをしておりますので、これからまだまだ両県議に対して

はお願いをしながら事業の推進をしっかりとやっていきたいというふうに考えております。国会議員

の先生や県会議員の先生には、これからますます大津町のため、いろんな形で頑張っていただきたい

というお願いをしておきたいというふうに連携を十分取りながらやらせていただきたいというふうに

思います。 

 職員採用の件につきましては、今、部長が申しましたように、そのようなやり方というか、採用試

験の募集はホームページや広報等で公開しながらお知らせしております。もちろん町内の優秀な、そ

して意欲のある人の受験を歓迎しておりますが、なかなか難関を突破して採用されることは厳しい状

況でございますけれども、ご期待をしておるところでもあります。議員のご質問の試験結果や選考の

経過などの優先的にお知らせすることはできないかというようなことでございますけれども、何人の

募集や何人募集され何人採用したとか、あるいは職種ごとの何人採用いたしましたということについ

ては、議会に報告できるものと思います。公開掲示、本人開示などで実施していますので、これから

もこのような方向でやっていきたいというふうに考えております。 

 三役人事というような形、ご質問でございますけれども、前、大塚町長のときに助役に西岡前町長

がお見えになられて、本田技研誘致をはじめとする大津町の将来を見据えたところで、本当に県との

パイプを大きく持ちながらやっていただいていることについては、まだまだ町民の皆さんの記憶に新

しいものと思いますけれども、その後、優秀な町職員がおりまして、そのような形で大津町職員の中

から三役関係が出てきておるというふうに理解をしております。私につきましても、今、県の方につ

きましても必要であるものについては都市計画課や教育委員会について、県から派遣をしていただい

ておりますし、また町職員についても県の方へ派遣しながら、それぞれの県とのパイプをしっかり取っ

ていく方向でおります。また、職員においては自主申請の研修というようなことで、その他の職員関

係とも十分連携が取れ、人脈ができ、仕事の推進に役立つような研修関係で頑張っていただいておる
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ような状況でもあります。そういう意味におきまして、議員おっしゃるそのトップ人事でございます

けれども、先ほど申しましたように大津町が必要であるかどうか、あるいは必要とするときがあるの

かというようなことは十分今後検討していかなくてはならないものと思います。近隣町村におきまし

ては、菊池をはじめ合志、菊陽、西原、それぞれ県下においては大変県庁ＯＢとかいろんな現職を採

用させておられるようですけれども、それぞれの県庁職員についても、人それぞれ得意分野があって、

いいか悪いか、そのようなところの評価については各町村の話は聞いておりませんのでわかりません

けれども、我々についてはもちろん仕事は人であり、人と人との輪が大切でありますので、やはりや

る気のある、町のために頑張る、そんな人でないといけないと考えておりますので、優秀な職員であ

れば優秀な職員を採用し、また県庁においてそういう人材がおればそれも検討する必要ではないかと

いうふうに思っておりますけれども、今のところトップ人事のことについては全然考えておりません

でしたけれども、今後について、大津町の将来についてを考える上に、今後考慮をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） 国会議員、県会議員、それと大津町長家入さんが、その４人がタックルを組

んでますます大津町の発展に頑張ってもらいたいと思っております。先ほどお聞きしましたように、

なかなかその内容というのは一々町民の皆さんもなかなかわからないわけでございます。そういうこ

とで、今回取り上げたわけでございます。今後ますます２人の県会議員、国会議員の皆様方が大津町

のためにも一生懸命やってこられますことを期待して、この点は終わりたいと思います。 

 職員採用人事の件につきましてでございますが、部長から種々採用時の事務的な内容は聞きました。

私、この間５月号の大津広報でございましたが、フレッシュな６名の方が載っておりました。この６

名の方を見まして、この中に私は大津出身の方が何人いらっしゃるのかなと思ったわけでございます。

せめて出身地とか、出身校ぐらいはこの大津広報にでも載せてもらって、大津町民の方に知らせても

らいたいと思っているわけでございます。また、なるだけなら大津出身の方が職員になってもらいた

いわけでございますが、いかんせん昔と違いまして非常に採用基準も厳しく、また試験となりますと

成績のいい人ということになりますと、県下から集まってくるわけでございます。まだ町外からの採

用の方に対しても、なるだけなら大津町に住んでもらいまして、大津町で住んで、結婚して、また大

津町のために一生懸命やってもらうようなことを期待しているわけでございます。 

 ３番目の登用する件でございますけれども、実はこの質問にあたりまして、私は伏線がありました。

と言いますのは、３月議会におきまして同僚議員が大津中学校の敷地問題に絡めまして一般質問がご

ざいました。私はそのとき思ったわけでございます。町長さんも職員を長くやられている方でござい

ます。ベテランの方でございます。そうしますと、三役の方、そうした方が町長の補佐役、町長の足

らないところ、町長に強く意見を言う人が必要ではないかと思ったわけでございます。大津職員の皆

様が三役あたりをみんな占めますと、萎縮して、その中で遠慮というものが出てきはしないか。そう

しますと考え方が保守的になるわけでございます。やはりそういう場面になりますと、外部の方が入

られまして遠慮なく町の施政にも言ってくれるんじゃないかという、そういう面もありました。また、



 41

もう１つの下心といたしましては、県の職員と一生懸命に仲良くなり、トップの方に据えていただき

ますと、町のいろんな施設、県有施設でございますが、非常に菊陽町と比べまして大津は少のうござ

います。また運動公園、いい立派な施設ができておりますが、これをサッカーだけに使用するんじゃ

なくて、いろんな行事、県単位の大きな行事を誘致されまして、この大津町が人の集まる場所、人が

語り合える町にやっていただければ、また賑わうかなと思いまして質問したわけでございます。 

 それでは、２問目の質問に入らせていただきます。生活環境整備行政について。 

 １点目は、生活圏に点在する空き地、空き家に起因する生活環境問題への対応をお伺いいたします。

周辺住宅地域の環境に関わる問題で、荒れ地、荒れ家などにより発生する異臭、害虫、火災などの被

害など、生活環境に関わる相談は年間どの程度町に寄せられているのかをお聞きしたいと思います。

また、その対応についてもお伺いいたします。 

 ２点目は、県道瀬田竜田線の陣内交差点西北側地域の整備についてお伺いいたします。町内には横

軸の国道５７号線、縦軸に３２５号線の基幹線道路があり、それに接続する県道、町道が生活道路網

として形成されております。最近、国道の４車線化をはじめ、県道・町道の整備が着々と進み、物流、

生活道路として、その機能は著しく向上しており、経済発展に大きく寄与しております。一方、主要

幹線道路整備の進捗に伴い、副幹線的な県道・町道への車両の流れ込みが増え、通行の形態が著しく

変化してまいっております。通称陣内交差点における交通量も俵山トンネルの開通やら、瀬田バイパ

スの道路整備完了やスポーツの森運動公園の開設等の効果で、近年ますます増加しているのでありま

す。この交差点は見通しが悪く、大型トラック、観光バス等の交通に支障をきたしており、大変危険

でございます。また、歩道もないため、小中学生の登下校や高齢者に不便や不安を感じながらの利用

でございます。地域住民生活者の交通安全確保のため、周辺住居地区の防災面を含めまして、道路拡

幅改良整備が急務と考えられますが、その対策についてお伺いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 大塚議員の生活環境整備行政についてお答えいたしま

す。 

 まず、議員質問の空き地・空き家に関する対応方針につきましては、根拠条例として大津町美しい

まちづくり条例を運用しており、周辺住民等からの連絡・苦情を受け付け、現地確認を実施します。

第１の対応として、物件の所有権者、専用権者、管理者等に電話連絡をします。第２の対応として、

通常空き地・空き家の場合は町内不在中の場合が多いので、環境整備のお願いの文書を発送します。 

 次に、悪質だったり環境衛生上重大な問題がある場合は、撤去勧告、撤去命令などの処理が取れま

すが、今までこれについては実施したことはありません。 

 次に、過去３年間の相談件数につきましては、平成１８年度４件、１９年度９件、平成２０年度が

１０件の相談があっております。相談内容につきましては、空き地の雑草除去等が主なもので、電話

または文書等で対応をお願いしている状況です。 

 続きまして、瀬田竜田線の陣内交差点から西側方面の整備についてお答えいたします。この道路に

つきましては、通常県道関係の整備につきましては、地元の区長さんをはじめ関係者からの要望等が
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あれば現地調査を行い、県への連絡、整備要望等を行っているところです。今回の未整備区間につき

ましては、すでに１５年ほど前の道路改良事業が計画され、そのとき用地交渉が難航し現在に至って

いると聞いております。町もその区画が小中学生などの通学路でもあり、歩道がなく危険なこと、ま

た下町方面から来た自動車、特に大型車との離合もカーブや斜線が狭く、危ない状況であることなど、

この状況については把握しております。このため、先月下旬にはそのようなことも踏まえ、菊池振興

局の土木部と現地調査や協議を行ったところです。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大塚議員の生活環境整備等についてのご質問でございますけれども、今、部

長が申したように、大津町美しいまちづくり条例を運用しながらご指導をしておる状況でございます

けれども、なかなかその指導に基づいて対応が厳しい状況であるのは確かでございます。地域の皆さ

んは、やっぱり空き地、あるいは空き家がありますと、大変火災や災害関連等が御心配をされておら

れるのは確かでございますが、近くに親戚あるいはそういう方々がおられれば、そちらの方からもご

協力をお願いしお話を進めておるような状況でございますけれども、また消防団や区長さん関係と十

分ご相談しながらご協力・ご理解を得るような形を取っていかなくちゃならないと思っております。

もちろん、不在地主というような方々が多いもんですから、一緒に住んでいる時間帯というか、そう

いうものがないもんですから、その辺の痛みがなかなかご理解できないところもあるんじゃないかな

と思います。そのような状況であるものは、やっぱり行政でなく地域の住民の皆さんとともにお願い

をしていかなくちゃならないというふうに思っておりますので、議員おっしゃるところについては、

大変厳しい状況のようでございますけど、再度地元の皆さんとともにご相談しながら、地権者の皆さ

んにご理解が得るように指導をしていきたいというふうに思っております。 

 もう１つは、瀬田竜田線のあの地域については、議員おっしゃるように大変交通量が多くなってき

たのは確かでございまして、部長が申しましたように１５年ぐらい前に県にお願いして道路改良計画

がなされておったわけでございますけれども、そのような状況でございますので、再度ここ何年か大

変量が多くなっておる状況を踏まえながら、県の方にも事情説明は行っておるところでもあります。

そういう中におきまして、今回の事業、景気対策というか、補正で県の方も相当使う金が出てきたん

じゃないかなという思いで、再度強く要望を行っていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） １点目の生活環境問題でございますが、非常に先ほど言われましたように、

高齢者の一人暮らしとか、いろいろ今度は増えていくと思います。非常にこれは火災、また環境に非

常につながるものでございます。これからますます大津町におきましてもこれは増えていくものと思

いますので、その対処をよろしくお願いいたしたいと思います。 

 ２番目の通称陣内交差点の件でございます。１５年前からいろんなもつれがあったというふうに聞

いておりますが、１５年前に比べますと現在の交通量は大変なものでございます。また今、吹田、大

林、瀬田、非常に道がやっと広くなっていっております。そうしますと、ますます車の流れ込みが増

えてくると思います。また、１５年前と比べまして、今、地権者の皆さんは非常に協力的でございま
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す。これは南校区全体の悲願でございます。県議も２人出ておりますので、どうか県とタイアップし

て１日も早い実現をよろしくお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１０時５０分より開会します。 

午前１０時３８分 休憩 

                    △ 

午前１０時４９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き開会いたします。 

 １２番議員、永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 通告書に従いまして一般質問を行います。 

 今回の一般質問は、大見出しで１つ書いておりますが、農業と教育、そして雇用問題と、この関連

していると私は感じて、今回質問するものであります。質問の要旨としましては３点に分けておりま

す。まず、農業の問題としまして、私は農業従事者ではありません。しかしながら、農業に対して、

やはり食の問題、いろんなことを考えますれば無視することはできないし、きちんとした納税を行う

ことによって、それがまた農家の方々に回ったりして、農業に対してある意味では参加していると、

そういうふうに私は考えております。私も議員を今４期目でありますが１２年間やってきた中で、経

済建設委員会あたりに長くおりました。ということで、農業の問題、いろんなものを見てきましたけ

れども、その中でも圃場整備の問題、これには非常に頭を痛めました。本当に農業者にとって有効な

ものなのか、あらゆる関連性が解決できる施策なのかと思いました。そこで、今回の質問の要旨の中

で少々過激ではありますが、圃場整備の問題は農家の固定資産となる財産ですね、これをもう２０年、

２５年と売れないような形にして売ることができない、売買ができないということですね。また、後

継者不足に悩んでおられる農家にとって、借金を負わせるという形で、その借金が払い終わるには１

００歳を超えているというふうな計算が成り立つ方々も中にはおられるのではないかなと思うのであ

ります。最近の新聞の切り抜きでありますが、これは５月２７日の皆様はよく町長もこの「はい、こ

ちら編集局」あたりは目を通されると思いますので、ここの切り抜き記事を紹介したいと思います。

農政にもっと力を入れてくれという見出しでありまして、うまか米をつくっとりますと、いろんな努

力をしてやっておりますが、消費が低迷している中で、やっぱり安ければ買うよと消費者から言われ

るとがくっときますと。担い手不足も深刻ですし、政治家の皆様方にはもっと農政に力を入れてほし

かと思います。大津町農業８０歳ということが書いてありました。８０の方が農業に対して憂いを持っ

ておられる。結局、長年農業に対していろんな施策を行ってきた結果がこれではないかなと私は考え

ました。８０の方が農業がなかなかうまくいかんと言っておられるのであります。私は思います。農

業の方々、非常に８０になっても９０になっても働いておられる方がおられますが、例えば公務員、

町の職員あたりは、６０歳で定年であります。実質の労働は、二十歳で就職したとしましても４０年。

退職金をもらいまして、年金制度も十分充実をしておるところであります。今定例会におきましても、

共済費の率の改定のなどと言いまして、ポンと九百数十万円値上げを共済会が言ってきております。
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この不景気のときに共済会が立っていきよらんと。一般財源から出しなさいという形で共済費の改定

という形で言ってきております。私はそのときに質問に立ちまして、この不景気なときに共済費をポ

ンと九百数十万上げろと。町民の皆様方を見てごらんなさいと、できるかと。これは、すべて町民の

税金であります。上げてくれ、はい、どうぞというわけにはなかなかいかないと私は思うのでありま

すが、この問題は全体の流れの中で発生したものだということですので、今、私が町長に言いたいの

は、公務員と農業従事者の労働時間の差、４０年に対して、例えばこの８０歳の方々が農業に従事し

て何年働いておられるでしょうか。もう既に６０年を超えているかもしれない。この差です。定年が

ない。そして、死ぬまで働き続けるというような現状が今あるのではないか。しかしながら、圃場整

備をやります、効率化を図ります、いろんなことをやったけれども農業の方々は実際こういった声を

聞きますれば、決して裕福にはなっておられない。結果として、担い手、後継者が育たないというの

が現状ではないかと思います。ですから、有効なる施策というものの議論が実際は政治の中でされて

こなかったのではないかなという疑義が私は生まれます。そして、ましてや最近、農繁期を迎えまし

てトラクターの死亡事故が県内で多発しているというニュースもありました。これによりますれば、

その事故の７割以上が６５歳以上の高齢者によるものということであります。どうでしょう。私は、

６５歳になったなら、皆さん定年されて遊んでいる時期になると思います。その方がトラクターを運

転して事故に遭ってけがをされたりとかするんですね。この現状、これも見逃してはいけないと思い

ます。ですから、町長のこの農業に対する姿勢、そういったものをきちんと明確にして、今後の施策

に反映させていかなければならないと思いますので、農業についての所見を伺いたいと思います。 

 そして次に、食について考えますときに、食育、教育の中で十分話し合われて、給食にも反映され

ていると思うのでありますが、私はこの学校給食を今回、文教厚生委員会になりましたので給食セン

ターに視察に行ったときに給食を食べてみました。私ははっきり言っておいしいものではなかったと。

そのとき、たまたまかもしれない。しかし、栄養値というものはきちんとコントロールされていると

いうことでありましたが、私はこの食についてはですね、大問題がこの給食がほとんどがパンを主体

に栄養コントロールしているというところにあると私は思います。そして、またそのカロリー計算の

方法でありますが、これはあくまでもいろんな体格をした人がいるのに、平均値を取ったものである

と私は思うのであります。人それぞれ顔も体も違う。なぜその生徒に合った栄養を算出し、そして調

整できないのか。これも難しい問題かもしれませんが、やはり食育とは、食育基本法などありますが、

そういったものにきちっと対応していかなければ、一元的に学校の生徒たちを平均値を取って、そこ

の栄養価に合わせるとかいうようなこと自体、私はでたらめで乱暴ではないかと思うのであります。

ですから、今、食糧自給率の問題とかもありますけれども、やはり今、取り組むべきものは、この学

校給食にですね、地元の米、これを食べていただく。これは、農産物の消費の確保にもつながります。

そして、最近のこのニュースの中でですね、注目すべき点がありまして、熊本学園大学、ここが今年

の秋に全量をこの大津町や菊陽で取れた米に変えてしまおうと、全量で使いますよという姿勢を打ち

出しております。やはりこれは、地下水の涵養、いろんな意味を持ちましてそういった消費を確保す

ることによって農業を活性化させる。いろんな多面的な農業の持つ役割に寄与するというようなこの
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熊本学園大学の姿勢でありました。これ一本やられたなと私は思いました。いち早くするのは我が地

元、この大津町、菊陽町、そういったところが連携して地元自ら地産地消を推進しながら、そういっ

たものを全体的なものに寄与していく、これが大切ではないかなと私は思っております。ですから、

炊きたてご飯を子どもたちに食べさせてあげたい、これは家庭の責任かもしれません。しかしながら、

学校給食という大きな市場と申しますか、消費する場所において、地元の米を食べさせる、これで子

どもたちにもいろんな意味で食育について、また食糧自給率について、地球環境について、いろんな

ものを理解していただく、これが大切ではないかと思いまして、２番目の質問といたします。 

 そして３番目の質問ですが、この大見出しで言いました農業と教育、そして雇用問題とつながって

おると思いまして、この質問でありますけれども、今、雇用の受け皿として農業が注目されておりま

す。２番目の質問でいいました成功の鍵は安定した農産物需要を確保することではないかと。でない

と、農業に人手は要らないということになってしまいます。雇用の受け皿、これもまた非常に難しい

問題ではありますが、資料集めの中である文献が目に付きましたので、これは東大の教授が書いたレ

ポートであります。農業が雇用の受け皿として注目を浴びているが、その内容とすれば、農業は高齢

化が進んで人手不足だからということらしいと。しかしながら、２００７年の農業の生産額は８兆２

千億円。パナソニックという会社に比べまして、１年間の売り上げ９兆７００億円にも及ばないとい

う比較をしております。そしてまた、このパナソニックの従業員３１万人に対して農業就業人口は２

９９万人おりますと。農業の国内総生産、ＧＤＰでありますが、４兆７千億円を農業就職人口で割れ

ば１人当たりの所得は最大でも年間１５７万円、１カ月では１３万円にしかならないということであ

ります。こう考えますれば、農業は人手不足ではなく過剰就労なのだという数字を、意見を述べられ

ております。過剰にいる農業者が高齢化しているだけであると。収益が低いが農業は後継者もなく、

高齢化してきた。収益を上げなければ、農業での雇用創出は困難である。就農説明会に人が集まった

としても、実際の就農には至らないだろうというレポートが書いてありました。非常に考えさせられ

るレポートでありましたが、これも実際の数字的に見て、この教授が書いたレポートでありますから、

無視できない現実であります。農業を活性化しなければならない。そして、雇用の受け皿としてもなっ

ていただければならない、いろんな問題が農業、教育、就労、雇用問題、つながっております。これ

を私の知恵で解決しようなどと大それたことは考えておりません。ただ一役を担いたい、町長と議論

をして、そしてよりよき方向性を示したい、そういう思いから今回の質問をいたしました。どうか町

長と教育長に対しまして質問でございますが、希望が、光が射すような答弁を望みたいと思います。 

 最初の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 永田議員の圃場整備事業含めたところの農家の方の後継者を含めた話、担

い手不足等の話の質問でございました。 

 まず、圃場整備の内容的なものをちょっと今までの経緯に触れてみたいと思います。まず、圃場整

備の中では、おっしゃったような農家の方の負担が大きいということを一番最初に申されたのではな

いかと思います。ただ圃場整備は大事な事業だということで、今までもさせていただいているところ
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でございます。受益者負担等でございますが、事業が時期により国や県の町負担の事業でいろいろ事

業を補助を受けてさせてもらっていますが、まず大津町では最初に取り組んだ事業といたしまして、

大菊土地改良の県営圃場整備事業が昭和５３年、もう３０年近くになるわけですけども、そのときの

受益者負担金が当時１００％のうち２７.５％が負担でございまして、そのとおり１０アール当たりの

工事費の単価になりますと２８万円ほどになっているところでございます。そのとき、もう３０数年

前が、今は生産者米価が約１万２千円前後、３千円ぐらいでございますが、その当時は６０キロ当た

りが１万８千５００円ぐらいの単価でございまして、当然圃場整備事業あたりはしなければならない

という状況から実施をされていたところでございます。それから、近年では県営の大津北部畑総事業

の負担でございますが、そのときはやっぱり受益者の方が７％になっております。そういうことを考

えたときの軽減の措置ではなかったかと思っております。事業当たりの計算をしますと１０アール当

たり１４万円ということでございます。ただこちらにつきましては、企業等といいますか、方々や畜

産施設の有限会社あたりの土地を購入していただきまして、要は農家の方々の負担率が出すことによっ

て、そうしたことで受益者の軽減をした、工事費の軽減をしたということの経緯がございます。 

 それから、今後のこともそうでございますけれども、どちらにしましても農家の方の、今１００歳

という言葉が出ましたけれども、大津菊陽の場合には当然２５年償還ということでまだ償還をされて

いるところでございますが、金額も長い期間払うということで大変なことではないかというのは十分

承知しておりますが、そのときの町の対応策はどういうことかということで、実際１７地域の集落営

農でございまして、できるだけ高齢者の方々でなくてオペレーターあたりの養成をしたり、あるいは

共同機械を購入することによって個人の方、農家の方が支出をできるだけ少なくするような方向をさ

せてもらっているところでございます。 

 トラクターの事故等の話が、高齢者の方が実際県内で出ているということでございますが、現実に

昨年は矢護川の方が事故に遭われて死亡したということ、農作業の事故があったわけでございますが、

そうした安全策なども十分県を含めたところで農家の方には指導をさせていただいているところでご

ざいますが、十分やっぱり今からもなお、気をつけなければならないのかなと思っております。 

 次に、３番目の雇用促進関係の農家との結びつきということでございますが、東大の方のレポート

文献といいますか、詳しく説明していただいたところでございますが、町の考え方といたしましては、

これは共通の意見でございますけれども、食は命というふうに支える源でございまして、１日たりと

も欠かせない生活の基本部分でございます。近年の食を巡る数多くの問題が発生しておりますけれど

も、国民といいますか、町民の食の安全に対する関心は高まっているところでございます。このよう

な中で、食の安全を考えるときに、生産流通から消費者までのことは重要だと考えております。 

 それから、大津町に白川とか矢護川の恩恵を受けた豊かな水田地帯でもございます。現在、国の米

の政策によって水稲の生産調整を図られているところでございますけれども、町内で、大津町では約

３５０ヘクタールの水田面積で推移しております。この生産調整を達成することも、町では併せて売

れる米づくりを推進しているところです。具体的には、水田農業の担い手として組織された、先ほど

言いましたけれども、集落営農の１７組織そういうところの生産される米を安心で安全な農産物を提
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供するということで、今、８地域で持続性の高い農業生産方式ということで、その構成員で米・麦・

大豆につきましてエコファーマーとしての県からの、これは許認可ということになりますけれども、

取得してから本年は１１０ヘクタールの生産計画をしているところです。この大津の米につきまして

は、町内の学校給食はもちろんでございますけども、エコ米という呼び名で県庁の地下食堂をはじめ

といたしまして、水道局にもわずかながら約５トン近くですけども納入されておりますし、最近では

６日付けの熊日新聞でも掲載されておりましたけれども、学園大学の学生食堂でも年間約１５トンの

米が今年の秋から利用されるというふうに報道していただいているころでございます。今後におきま

しては、そうした点も含めまして、安定供給を図るということを目的に販路拡大に努めなければなら

ないと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 永田議員の通告にあります給食センターから自校方式の

学校給食にして、炊きたてご飯をということについてお答えをいたしたいと思います。 

 これまでの学校給食センターの経緯から申しますと、まず昭和３０年前後から一部の小学校で自校

方式の給食が提供をされておりました。学校給食がなかった小学校もあったようでございます。その

後、昭和３９年に大津町学校給食施設整備計画が策定されまして、昭和４０年に給食センターが竣工

しまして、小学校９校と新たに中学校３校、それから幼稚園３校の４千８００名の児童生徒に学校給

食を提供するようになりました。現在より１千１００食以上多い数でございますので、経済性とか効

率性、それからすべての生徒に学校給食をということでセンター方式に変えられたものというふうに

思われます。それまで、当初はパン食が中心ということで、昭和５１年にですね、月１回の米飯給食

が始まっております。それから、昭和５８年に米の消費拡大ということで、週２回の米飯給食になり

ました。平成２年から現在の給食センターの建設と併せまして、週３回の米飯給食ということになっ

ております。ですから、週５回のうち３回は米飯給食を今提供しているということです。永田議員の

日本の米文化に誇りを持って炊きたてご飯を食べさせるということにつきましては、同意見でござい

ます。ただ、大津町の給食センターを自校方式にするということになりますと、小学校から中学校ま

で１１校に給食室が必要となります。それぞれの学校に機械設備とか、栄養士とか調理師などが必要

になってまいります。大津町の給食センターも２０年が過ぎましたので新たな時代を迎えようとして

いることも事実でございます。今後給食センターのあり方につきましては、様々な方策を想定しなが

ら住民の意見を聞きながら大津町の宝であります子どもたちに安心・安全、またおいしい給食の提供

をですね、目標に今後の振興計画に活かしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） おはようございます。永田議員の質問の（２）と（３）についてお答えいた

します。 

 現在、大津町の給食センターは、先ほどありましたように月・水・木の週３回が米飯、火、金の２

回をパンとしております。文部科学省も米の消費拡大ということを狙いまして、今は週３回程度を米
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飯にということを言っておりますが、これを週４回程度にというような検討をしておりましたが、や

はり米飯ということになりますと、炊飯作業等の負担があるだとか、またはそのそういうところがな

いところは委託しなければならないなど、そういうようなことで有識者会議の中では慎重論が出まし

て、４回程度という指針ではなくて週３回以上というような形で落ち着いているようです。大津町で

は、毎日残滓を計っておりますが、パンのときを５０キロとすると米飯のときは１２０キロと、そう

いう残滓が出ております。そういうことから考えますと、子どもたちはパンの方が食べやすい、パン

の方が好きだというようなことも言えるんではなかろうかと思います。 

 質問の炊きたてご飯を食べさせる自校方式ということについては、大変自校方式ということにも利

点があります。例えば、食材納入量が少ないと。ですから、学校の近隣の田畑で収穫された他品目の

産物を多様な献立で使用することができると。また、緊急な場合に、例えば学校が短縮になったりだ

とか、そういうときに献立の変更が可能である。また、児童生徒が栽培した、例えばトマトなども給

食の中に出せる。また生産者と児童の交流が深めやすい、そのような数多くの利点があると私も考え

ます。しかし、最大のメリットというのは、議員が先ほどご指摘されましたように、炊きたてのほか

ほかのご飯と、それからできたてのおかずを食べられることができるということだろうと思います。

そういう意味では、私も自校方式には大変賛成ですが、今、部長が答弁しましたように、自校方式と

いうには様々な問題点もあって難しい状況にあると言わざるを得ないと思います。大津町で昨年スチー

ムコンベクションという新しい機械を導入し、一度にたくさん調理ができるようになりましたし、二

重食缶等も購入をしております。当面は、できるだけ冷めないように温かさを保った給食を提供する

ということで対応していきたいというふうに考えております。 

 食育につきましては、平成１７年食育基本法が施行されて、これに基づいて基本計画が決定されま

した。子どもたちの健全な食生活の実現と豊かな人間形成を図るために、学校における食育を推進す

ることを重要視してあります。これまでは学校栄養職員が担ってきた学校給食管理業務に加えて、食

に関する指導、それを今度は栄養教諭という制度がありまして、４月に大津町にも１名の栄養教諭が

配置されました。今後はその学校や給食センターにおいて栄養教諭が学級担任や教科担任、養護教諭

等々と協力して、家庭や地域と連携しながら、給食の時間だけではなくて、関係する各教科等の時間

での食に関する指導等も取り組みながら、学校における食育の充実に努めていきたいと思っていると

ころです。 

 それから、３番目の地産地消を基本としながら米飯給食に活力をというようなご質問だったかと思

いますが、その点についてお答えいたしますと、現在、大津町の給食センターで使用しております米、

これ年間に２万９千キログラムですが、これはすべて１００％大津産です。大津産の米を使用してお

ります。また、ご飯に混ぜます麦につきましては、プチ丸という名称の熊本県産の米を使用しており

ます。現在、週３回の米飯給食を実施しておりますが、米の消費拡大等の依頼もありました地産地消

の観点から、ご覧になったと思いますが、昨日熊日新聞で報道されましたように、熊本県の教育長か

ら学校給食における県産米粉パンの導入についてということで依頼がありました。この県産米粉パン

は、従来の基準パン、これは６０グラム１個４０円２８銭ですが、それよりも２５円ほど割高になり
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ますが、県がその分を補助するということが６月の県議会で決定するというようなことを伺っており

ます。従来のパンとほぼ同じ価格で学校には提供をすることができるというふうに伺っております。

そういうことで、これは９月から１２月までということになっておりますが、次回の給食運営委員会

では、そのことも提案していきたいなと思っているところです。 

 パンと比較して食べ残しの多い米飯、これを少しでも無くす検討も必要ですが、それにつきまして

は、毎月学校の給食担当の先生、それから栄養教諭、そしてセンターの調理師で給食委員会を開催し

ておりますので、そこで献立の検討をしております。その中で、まず給食担当の先生方にお願いして

いるのは、一度に全部をこう次分けてしまうのではなくて、先ほど議員もおっしゃいましたように、

体の大きい子、小さい子というような、またそれは言い換えればたくさん食べれる子、少ししか食べ

れない子ということにも言えるかと思います。そういうことから、その子どもに合った形の配膳をし、

食べん子はこう、またおかわりをする、そういうことができるような配膳の仕方をお願いをしており

ますが、残滓としてはなかなか減らないというような状況です。しかしカレーだとか牛丼、そういう

ようなご飯におかずをかけたメニュー、それからチャーハンだとか、ゆかりご飯だとか、味付きのご

飯、これは大好物で食べ残しも少ないようですので、これから先は調理の工夫、献立の工夫等を重ね

ながら、子どもの成長の糧になるように努力していきたいなと思っているところです。 

 なお、地産地消につきましては、ＪＡ大津、とれたて市場と協議して、旬の野菜等は使用するよう

にしております。一度に玉ねぎでも２００キログラム、たくさん使用しますので、なかなか品揃えが

できないという状況もあります。しかし、大津産を使用するときには、大津町の野菜、肉につきまし

ては、必ず献立表に大津町産と表示して、地元の産物を使用していることを知らせ、農業に理解を深

める努力もしているところです。今後も生産者の顔が見える安心・安全な給食の提供を続けていきた

いと考えているところです。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 永田議員の農業と教育というようなことでご質問いただいております。日本

の経済、ご承知のように物づくりは変わってきております。または変わらなくてはならない時代を迎

えております。自動車産業でなく、これからは農業を活かした商品開発、そういう物づくりが今後求

められてくるんじゃないかなと思います。そういう意味におきまして、今後の農業というのは、やは

りその地域、中山間地域とするこの大津の素晴らしい資源の中でどう活かしていくかというのが大切

であるというふうに思っております。もちろん、そのために準備をしていかなくちゃならないものは

たくさんございますけれども、少子高齢化、人口の減少とともに後継者不足というものがうたわれて

おりますけれども、そのように高齢者の皆さん、地元の婦人会の皆さん、そのマンパワーをうまく利

用した商品開発において、売るんでなくして買っていただく、消費者の立場の中で商品開発を進めて

いかなくちゃならない時代に来ておるというふうに思っております。そういう中で、大津町について

は先ほど担当部長が申しましたように、圃場整備が進められてきております。そういう中で、町とし

ても大津工区関係等については、２２年度までで終わると思いますけれども、１千万円近く補助をし
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ております。そしてまた北部畑総、あるいはこれからやる矢護川、あるいは迫井手関連等についても

いろいろな非農用地の負担分についても考えていかなくちゃならない条件が出てきております。もち

ろん錦野関係の圃場整備の負担金につきましては、それぞれの県にお願いし、県道や白川の管理道路、

あるいは大津町の岩戸の里の用地関連等で非農用地の減歩を皆さんの土地によって行ってきておると

ころでもあります。そのような基盤整備は、我々はぜひやっておかなくちゃならない。前のままであ

れば、道路・水路関連の公の財産は町が管理し、そしてまた農地についてはおっしゃるように個人の

土地でありますけれども、この農地についても、やはりその地域の全体の財産と。もちろんそこには

水利権もございますので、そういう意味におきましては地域の財産として、それなりの皆さんとのご

協力、事業を進めていかなくちゃらならない、大きな課題があるというふうに思っております。そう

いう農地の管理関係についてもしっかりとやっておかないと、先ほど部長が申しましたように、農作

業による交通事故、死亡事故等も起きておりますし、また集約することによって、大型機械による農

作業の効率、その後継者のいないときには、今、営農集団関係で法人組織をやろうとことでやってお

りますので、その人たちがもちろんその後継者不足の農地関係を耕作して新たな産業開発に、農産の

開発に努めていくものというふうに考えております。先ほど言いましたように、大津町の緑ネットワー

クの水の恵みの関係については、大津町の大菊土地改良区の方でしっかりと努力しまして、学園大と

も計算いたしまして大体２０円高くなるそうでございますけれども、学園大が１０円と食堂の方で１

０円負担しながら、高くてもそれを食に活かす、学生のためにやっていただこうというような形でや

られておるようでございます。もちろん我々としても田んぼの学校における田植えや稲刈り体験をし

ながら、子どもたちにその教育をしっかりと進めていくことによって、農業に対する今後のご理解が

できるものというふうに思っております。錦野関係についても同じでございますが、もう３年目にな

りますけれども、東海大学と水苔の商品化に向けて今頑張っております。もちろん、大体商品になる

ような方向が見えてきているようでございますので、今後についてもそういうような形の、その地域

における商品開発はそういう形で、我々だけでなく学校とか、そういうところと地元との連携をしっ

かり大事にしながらやっていかなくちゃならないというふうに思っております。いろいろ今後につい

て大変厳しい農業の問題でございますので、十分ご相談しながらやっていきたいというふうに考えて

おります。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 農業につきましては、やはりなかなか芳しい答えは返ってこないというのが

感想であります。例えば、圃場整備のことをるる歴史を追って言われました。最初は２７％ぐらいの

本人が負担があって、北部畑総のときには７％ぐらいにどうにかいろんな換地とか、いろんなことを

やって、工夫をやって、負担を軽減するようなことをやってきたと言われました。しかしながら、私

が言いたいところは、現状なんですよ。現状は今どういった状況に農家の方々が置かれているかとい

うのがその問題なんですね。結果なんですよ、結果を望んでいるんです。例えば、最初に２７％の負

担だったのが７％になりましたよと。だったならば、２７％の残りの７３％は誰が負担したのかとい

うことですよ。多くの税金がつぎ込まれているということです。結局、我々が最初に言いましたよう
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に、納税者として農業に参加しているのに、結果が出ないことに腹立たしく思ったりとかするわけで

す。昔から言われています。１０兆円打ち込んでも５兆円しかその農産物は生まれないって。２０兆

円打ち込んでも１０兆円しか生まれないような農政が問題だよということは、もう前から言われてい

るんですよ。ですから、町長が言われました。そういったすることによって効率化してありますけれ

ども、国のですね、施策に金で左右されるところが確かにあります。しかしながら、本当に農家で所

得を高い結果を出しているところは工夫されて、やはり一部の人なんですね。ですから、例えば就業

時間の問題にしても、何らかの補償なりなんなりというものがうまく構築されて来なかったのが問題

ではないかと思います。例えば雇用の問題にしても、農家に就労した、しかしながら７時までも８時

までも、まだ夕飯も食っとらんで、この終わらん限りは飯は食われんとかいうのが問題でありまして、

やつぱりそこにはきちんとした、システム化した、会社的な、もう６時になったら交代、いや、夜勤

の方は今から出て下さいというような民間的手法を取り入れていかんといかんということですよ。そ

ういったことを町は助けていく、フォローしていく、そういった施策が私は求められていると思いま

す。実際、大規模化していいことばかりではないですね。もちろん、大規模化して大型機械が入るよ

うになるかもしれませんけれども、そこには機械がいるんですよ、いろんな用具が要ります、いろん

な経費は増大するんですね、それに伴って。そういったところも計算しなければならない。ですから、

そういうことを考えますれば、補助金をいただけるならば、絶対的に制約がそこで生まれます。とい

うことは、農業というものはそういったところで縛られてしまうんですね。自由に自己責任を持って

挑戦するのが逆に難しくなってしまう。だから、土地改良の方あたりと話したときにですね、実際、

今のこの圃場整備のこの面積というのは適当な面積なんだろうか。利益が生まれるような圃場整備に

なったんだろうかといったときに、皆さん答えられないのが現状なんです。ということは、利益が出

ることが予測もされないところを税金を使ってやっていることが問題だと私は言っているんです。そ

れでは、跡継ぎは生まれないですよ。こういったところを本当は県会議員から国会議員、先ほど、ど

ういった連携をつないでいるかと言われましたけれども、きちんとしなければならない。しかし、町

とするならば、私は今回質問したように、我々の食を確保して、例えば給食ですね、そういったもの

でやろうじゃないかというというわけです。そして需要を確保しましょうということです。そしてま

た教育長が言われました。残滓が非常にご飯の場合は多いと。だから工夫が必要だと。教育長も思う

んですけれども、冷えたご飯を食べるよりも温かいできたてのご飯を食べたならば、新米だろうが、

古米だろうか、おいしいですよね。例えばキャンプに行って飯ごうでご飯を焚いてですね、少々お焦

げがあるようなご飯を食べたとき、おいしいでしょう。それにはですね、塩しか要らんですよ。そう

いうもんなんです。こういったところが有識者が集まって何を侃々諤々話したかしりませんが、結果

としてと残滓が残るようなことを今まで繰り返してきたんですよ。結局、そういった栄養値とか、平

均値の罠にはまっているんです。栄養士は、料理人じゃないんですね。ですから、私はあまりおいし

くなかったと言ったのは、どろどろのスープが出てきました。気持ち悪かったです、はっきり言って。

見てくれがものすごく悪かった。こらねて、誰が食わなんとという感じだったですね。これが私の給

食を食べたそのときの感想です、はっきり言って。子どもたちにそういったですね、何か給食時間楽
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しいなというようなですね、そういったものを何かあってもいいかなと。僕が小さいときには、余っ

たやつはどんどん食べてましたもんね。そういったことを考えればですね、例えば今車で言うハイブ

リッド方式、米だけは自校で焚いて置かずだけを配ると。米だけは炊きたての大津町のこのおいしい

米をみんな食べてくれと、おかわりも自由だぜ。だから、そういったところで自分の食う量は自分で

言いなさい。私は少量でいいです、小ご飯でいいです、私は中ご飯で、私はどんぶりご飯がほしいと

いうような子どもたちがいてもいいんじゃないかなと思います。そして、例えばここ１年前だったで

すかね、牛乳とかが余って、そういった農家が捨てられていると、牛乳を、ありました。例えばです

ね、部活動とかいう話を私言いましたけれども、昼、給食を食べて、授業が終わって野球なりサッカー

なり、もうするわけですよね。そういったときに、自校方式を取り入れてですよ、そこにはいつでも

新鮮な牛乳が飲めると、今からスポーツするならば、その前に、３０分ぐらい前にちょっと飲んどけ、

牛乳をと。余ったにぎり飯ができるぞと、これ食べとけと、そういったものもあってもいいんじゃな

いかなと。平均値とか、そういったものに振り回されてはいけないということですよ。人間はそんな

に、逆に言うなら雑にはできてないんです。自分で調整する能力があるんですよ。そういったところ

を横並びに一連に考えた結果が、今の残滓が多いとか、そういったものにつながると思います。これ

は、はっきりいって知恵がなさすぎるというところです、私から言うならば。このことについて、再

度質問します。 

 それと、農業についてまた雇用にどうしても結びつけたいと私も思います。最近のですね、テレビ

を見ておりまして、ある農事組合法人の特集がありまして、なんとそこは伊賀の里モクモク手づくり

ファームというんですが、もう本当研修者が絶えない。農業をして、そしてそれを加工して、そして

レストランで売ってという形で、ものすごく利益を上げているというような農業の一連の流れを絵に

描いたような利益の出る農業。ですから、組み合わせているんですね。１次産業、２次産業、３次産

業ということで、自分たちは６次産業と呼んでいると、足して６だよと言っているらしいです。実際、

ここの就業している方々の働き方というのは、まったく会社に就労したのと同じような形です。週４

０時間とか、３５時間とか、そういった形でうまく利益を上げておられる。こういったこともあるん

ですね。ですから、実際、今の農業をきちんと把握して、そして町として施策を上げてほしい。その

中で、おもしろい記事がですね、これは合志ですね、合志市で地域フォーラムがあって、この徳野貞

雄さん、熊本大の文学部の先生でありますが、この方がおもしろいところを言われております。その

フォーラムの中で米とご飯は違うということを皆さんに考えてもらいたいと。農家は米の値段は知っ

ているが、自分が食べているご飯一杯がいくらなのかは知ろうとしない。消費者もまったく知らない。

このことが日本最大の農業問題であると言われております。家庭でのお茶碗一杯の飯は、約２０円で

あります。安すぎて誰も知ろうとしない。しかし、コンビニおにぎりの値段は１０５円である、みん

なが知っている。ライス、すなわちレストランで皿に盛られたライスは２００円にもなると。ただし、

農家に入る収入は、生産者米価で１２円ぐらいであるというふうに言われております。だからこそ、

農業後継者が育たないというふうに非常に問題点をえぐっております。それがこの農事法人の、先ほ

ど申しました伊賀の里モクモク手づくりファームなどは、そこのボトルネックとなっているところを



 53

うまくですね、だったら自分で加工したらどうだと、だったら自分たちでつくって売ったらどうかと

いうふうな形にやっているんですね。そういった機能を本来ならばＪＡとか、そういったところに担っ

てほしいんですが、ＪＡとかがレストランとかしてもなかなかうまくいかない例が今までもいろいろ

ありましたので、そこは私は何とも言えないところでありますが、とりたて新鮮市場あたりは、今活

気を帯びております。それに、また町もですね、そういった利益が出るようなところは何らかの協力

をしていってもいいんじゃないかなと。ですから、結果として農業者の方々の所得を上げることにつ

ながらない税金の使い方は非常に国民全体が迷惑だということを私は言いたい。ですから、ただ単に

圃場整備をしたから農家はよくなるんだよというのは、理由に当たらないと私は思います。ですから、

今後の農業の可能性をきちんと見据えて施策を行い、そこには町民の方々、国民の税金を大切に使っ

ていただき、そして発展につなげていただくというような答えがほしいんですよ。ですから、長年先

ほどの質問の中でありましたが、長年町長も職員として頑張ってこられて、そしてまた今回町長とし

てやられているのでありますから、そういった経験も踏まえて、今、大津町が取り組むべき農業はあ

くまでも圃場整備だよというならば、味気ないばかりか内容が伝わらない。町民の方々も、それでい

いのかいと言われるのではないかということです。ですから、この農業につきましてきちんとクリア

しなければ雇用問題には決してつながらないということであります。そういうことで、教育長と町長

に１分３０秒ずつぐらいの答弁をいただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 端的に、明快なお答えをお願いいたします。教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） 端的に、箇条書きでお答えいたします。 

 残滓が出ないような配膳の仕方、または残滓が出ないような献立の工夫、またその元になる、今、

家庭の親御さん自身が孤食、一人で食べるだとか、そういう楽しい食事を子どもたちに体験させてな

い、そういう家庭の方の指導も大切だと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 農業による雇用というのは大変厳しい。まずは、集落営農とか法人組織、１

７の中で今やっておりますので、その人たちがつくり、販売されるような営農、農業で所得を上げる

ようなことをやっぱりやっていかなくちゃならない。そのためには、やっぱり道路なり、水路なりの

整備はやっぱりピシッとやっておかなくちゃならないんじゃないかなと思います。大変今、大津工区

の方も古くなっておりましてですね、今後、これを切り替えていかなくちゃならないというか、補修

していかなくちゃならない時代にもなってきております。農家の人たちは、その水利代も反当３千円

払にゃいかんというような非常に営農関係について厳しい状況でございますので、個人的に営農を今

後続けて行かれるかというのが非常に国の方もそうだけども、我々も心配しているところでもありま

す。そういう意味におきまして、集団的あるいはそういう会社組織の中でやっていく営農を考えてい

かなくちゃならないということで、今、圃場整備は圃場整備として、その上の営農関係についても、

今、学園大とか、あるいは大津町の企業関係にも食堂に使ってもらうとか、あるいは別な水苔とか、

そういう新たなものの商品開発、そういうものをやっぱり地域、営農だけでなく観光とかいろんな形

を組み合わせたところでものを考えていかなくては、この農業というのは今後生きていかないという
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ふうに思っておりますので、大津町全体でどういうものが必要であるかというようなことをやっぱり

考えていかなくちゃならない。だから、竜門ダムから畑総の方に水をやっておりますけれども、当初

いろいろ問題ありましたけれども、現在においては圃場整備したところでないと借り手がないという

ような状況も聞いておりますので、今後については、営農について、地域の皆さんと、あるいは農協、

土地改良、そういう方々と儲かる農業は何であるかという商品開発を考えていかなくちゃならないと

思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 時代とともに人の価値観やいろんな概念は変わっていきますので、そういっ

たことろを踏まえて、今の時代に合ったものは何なのかというものを念頭において町政にあたってい

ただきたいと思います。 

 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 午後は、１時００分から行います。暫時休憩します。 

午前１１時５０分 休憩 

                    △ 

午後 １時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 ９番議員、坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） こんにちは。坂本典光が一般質問いたします。 

 １番目、まちづくり交付金事業の縮小を求めるということであります。２１年度は税収の落ち込み

がひどく、５１億円あった基金から１６億９千万円を取り崩すことになりました。美咲野の学校建設

もしなければならない、将来に借金を残すまちづくり交付金事業は、生活に密着するもの以外は縮小

すべきものと考えます。今後の投資計画、借金状況をもとに説明を求めるものであります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員のまちづくり交付金事業についての見直しの件についてでございま

すけれども、まちづくり交付金事業につきましては、大津町振興総合計画策定時に各地域を校区別に

周り、事業説明を行い、さらに住民アンケート調査等により住民の意向を聞き、要望の強かったもの

を中心に構築されています。第一に、身近な道路網と南北の道路網の整備、次に大津駅を中心とした

中心市街地の整備及び上井手を含めた景観整備です。また、以前から住民の要望があっても補助事業

がなく、先送りされてきた事業も含めて、総合計画は作成されております。これらを含めて、振興計

画に上げられた事業を実行するためには多くの費用がかかりますので、単独事業で行うならば一般財

源の持ち出しで行わなければなりません。このことを踏まえ、国・県の事業を検討し、有利な事業と

してまちづくり交付金事業を申請し、採択されたものです。その結果、総合計画で計画された多くの

事業は実施できることになり、総額５９億３千万円のうち４割は国庫補助となりました。平成１９年

度より住民の身近な生活道路整備、防災や健康福祉、生涯学習に関連した事業を展開して、平成２０

年度まで２６億３千万円を執行しております。しかしながら、昨年末からの世界同時不況の影響で税
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収も多く減少しておりますので、それらを考慮して本年度は昨年度予算より２億５千万円、昨年度事

業実績からは８億円を減額し１０億１千万円を計上しているところです。平成２２年度、平成２３年

度につきましても継続事業を中心に住民に身近な事業を推進していきたいと考えております。 

 あと、まちづくり交付金事業の財政計画及びまちづくり事業の内容につきまして、担当部長よりご

説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） 坂本議員の一般質問の中で、町の財政状況全般的なことについてお答えを

させていただきたいと思います。 

 町の平成１９年度の町税総額は６２億６千万円で法人町民税が約２６億５千万円でございました。

町税全体で４２％を占めているような状況です。この歳入全体でも法人町民税の占める割合というの

が６.１％から２３.４％と大きくなってまいりました。このように、法人町民税の増加と国の三位一

体の改革によりまして、平成１７年から２０年度まで、ご存じのように不交付団体となったわけでご

ざいます。しかし、先ほども町長の話にありましたように、昨年末の世界経済不況によりまして、町

の今年度の徴税収入は４０億７千万円で、前年から約１９億円の大幅な減額となっております。法人

等からいただきました町民税につきましては、２４億円から２億１千万円と２１億５千万円の大幅な

減額となっております。そこで、今年度の、２１年度当初予算編成におきましては、財政調整基金か

ら１４億３千万円を繰り入れをさせていただきまして予算編成を行ったところでございます。議員ご

存じのように、大津町は企業の業績に大きく左右される財政構造になっております。そのため、常日

ごろ財政調整基金等の積み立てを確実に行ってきたところであります。まちづくり交付金事業につき

ましては、平成１９年度から前期５年間の事業に着手しております。それぞれの事業については、公

共施設整備基金にて一般分の措置を考慮しているところでございます。また、学校建設におきまして

も、学校教育施設整備基金にて対応させていただいております。平成２１年度は、国の地財計画によ

る基準財政収入額見込みによりまして５年ぶりに普通交付税を見込んで８億８千万円と推計したとこ

ろでございます。 

 今後の財政状況でございますけれども、普通交付税が２２年度以降、来年度以降ある程度見込める

ものと予測しているところでございます。平成１０年度末で７億８千万円だった財調の基金残高も平

成１９年度は１９億７千万円となりました。基金総額でも２７億円から５８億８千万円と大きく増額

しておりましたが、先ほど言いました２１年度末の総額は、議員ご存じのとおり約３５億円程度にな

ると予想しております。また町債につきましても、平成２０年度末では１００億円となる程度となる

見込みでございます。また、財政構造の弾力性を示す経常収支比率につきましては７９％、現在熊本

県内で最も低い率となっております。特に１３年度からの交付税の財源不足を補います臨時財政対策

債が発行されることになりまして、現在では町債の残高全体の約３割を占めるまでになっております。

健全財政の指数に大きく影響いたしますので、地方債の発行についても十分注意を払ってきたところ

でありますが、今後も当然そうしなければならないと考えていますし、財政健全化を示す実質公債費

比率などの財政指標に十分注意しながら、健全な財政運営をしていかなければと考えております。 
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 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） まちづくり交付金事業の事業内容について説明いたし

ます。 

 まちづくり交付金事業は、地域の実情を熟知した市町村自らが都市の再生を効果的に推進するため

に必要な各種事業を一体として整備することにより、住民生活の質の向上と地域経済社会を活性化す

ることを目的として創設された事業です。このため、町では大津駅周辺を含む５５０ヘクタールの範

囲を設定し、宿場町大津の雰囲気を活かし、交通機能と生活環境向上による魅力的で快適なまちづく

りを目標として振興総合計画に盛り込まれている各種事業を組み合わせてまちづくり交付金事業を計

画したものです。現在、１９年度から２３年度まで５カ年計画で、先ほど説明があったように５９億

３千万円になっております。 

 各種事業の事業費の内訳を説明いたします。 

 まず、道路事業として、駅前楽善線ほか１６路線を３３億４千９００万円で計画し、平成２０年度

までの実績は８億９千万円となっております。本年度につきましては６億円を計上しております。 

 次に、地域生活基盤整備として、防災無線、雨水対策施設の調整池、それから子育て広場を１２億

５００万円で計画し、平成２０年度までの実績は８億円となっております。本年度につきましては、

７千５００万円計上しております。工事空間形成施設として、道路側溝整備によるバリアフリー化、

照明等を１億１千万円で計画しております。平成２０年度までの実績は７千４００万円で、本年度に

つきましては１千１００万円計上しております。 

 次に、工事都市施設として、地域交流施設、公民館分館なんですけれども、これが２億円で計画し、

平成２０年度までの実績は１千２００万円になっております。本年度１億８千９００万円計上してお

りまして、本年度竣工予定になっております。既存建物活用事業として、子育て世代活動支援センター

を４億６千４００万円で計画しておりまして、平成２０年度までの実績は、アルコール跡地購入で３

億１千万円になっております。本年度は建物改修に１億３千万円を計画しております。地域創造支援

事業としましては、まちづくり交流センター、包括支援センター、生涯学習施設整備、健康増進施設

を５億５千７００万円で計画しております。平成２０年度までの実績は３億８千７００万円で、本年

度は架設のバス停として１２０万円を計画しております。 

 最後に、まちづくり活動推進事業として５千７００万円を計画しておりまして、平成２０年度まで

の実績は２千２００万円、本年度１千１００万円計上しております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） その財政問題なんですけれども、今、財政部長の方から説明ありましたが、今

はそれでもいいでしょう。しかし、次の質問でですね、大津町のこの役場は、耐震構造上問題がある

とされ、大きな地震が来れば倒壊の危険性があります。建て替えの計画はあるのか。 

 それから、曙団地は築３０年経っており、法令上あと１０年以内に大幅改築が必要だと思いますが、
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今は計画はないと思いますが、頭の中には入っておりますか。 

 それから、今、下水道特別会計に一般会計から年間３億７千万円持ち出しております。その後、農

業集落排水事業が進んでおりまして、矢護川は操業中だし、錦野も操業が始まりました。杉水にも建

設中であります。１０年後には農業集落排水事業に一般会計から１億円の持ち出しが必要だそうです

が、これは計算に入っているのでしょうか。 

 それから、先日義務的経費である一般職員の夏の賞与のカットが決議されましたが、投資的経費は

絶対必要というものではありません。それに、今の不況に見合ってカットすべきではありませんか。

質問します。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 財政状況のご心配と今後の町の状況で、ご指摘の役場の建物については、耐

震関係の問題も出ております。政策検討委員会をはじめとする役場、課長会、あるいは庁務会議に基

づきまして役場の検討をして、補強関係というようなことをいろいろ考えましたけれども、補強をや

れば面積的に事務の面積、スペースが狭くなり、あるいは暗くなりとかいろんな形を検討させていた

だいております。そういう中でございますので、これにつきましては今後のまちづくり交付金事業の

終わった段階で検討を再度やり直さなくてはならない問題ではないかというふうに思っております。

この建物も、もう３０年以上経っておりますので、１０年、２０年のうちには建て替えなくてはなら

ないというような状況でございますので、今、言ったようなことで再度検討をしていかなくちゃなら

ないというふうに思っております。 

 曙団地の改修でございますけれども、改修関係で、今、家屋等の改修計画をやらせていただいてお

りますが、一棟一棟の中の人たちをどこかに直してあそこの改修を一棟なり二棟なりを改修していか

なくちゃならない、そういうようなことで雇用促進住宅の替え入れについての検討もさせていただい

ております。そのような形で、今後について、今、ただでいいならもらおうかなとか、いろんな形を

今検討しておりますし、中に入っておられる方々の状況問題もいろいろございますので、今、そうい

う中での検討はさせていただいております。 

 下水道や農業集落関係についても、大津町全体の供用開始がここ１、２年で始まります。ただし、

瀬田地区関連等につきましては、これからの状況でございます。公共下水道につなぐのか、あるいは

集落排水、あるいは合併浄化槽でやるのかというのを再度検討しながら、地域の皆さんの意見をお伺

いしながらやっていかなくちゃならないというふうに思っておりますが、それなりの課題については、

今、ご相談というか、地元にも投げ掛けておりますけれども、いろんな問題もあります。財政的には

そのような形の中で、やはりやっておかなくちゃならないというような状況でございますので、現在

やっておるところが終わり次第、検討を地元と十分しながら進めていきたいというふうに考えており

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） 坂本議員の質問にお答えいたします。 

 今後の投資計画という観点からだろうと思いますけれども、先ほど耐震関係の役場庁舎、曙改築に
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ついては町長の方から答弁があったとおりでございます。それと特別会計、下水道会計、農集関係、

事業を推進してまいっております。住民の生活安定、それに環境づくりという観点から行っているわ

けですけれども、１０年後の見通しという形ですけども、財政課の方の担当としましては、全体的計

画の中で振興総合計画に則りまして一応財政計画を計上させていただいております。将来に向かって

の投資的経費という形で後年度負担も伴いますけれども、今、やるべきことをやって将来に禍根を残

さないような財政計画の下で振興してまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○９番（坂本典光君） だから、１０年後にですね、農業集落排水事業に１億円の持ち出しが必要にな

ることは頭の中に入っていますかというご質問をしたんですが。 

○企画部長（德永保則君） 現在の財政状況の財政計画によりまして、一応全部の公債費関係の比率を

現在的には１２.６という形で見ておりますけれども、平成２８年度についても一応１２.６で推移す

るだろうという形で計画をいたしております。その分も含んで計画しているということでご理解いた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○９番（坂本典光君） 町長、ひとつ抜けておりまして、一般職の職員の夏の賞与のカットを決議され

た義務的経費、これは投資的経費のいわゆる整合性、義務的経費はカットするけど投資的経費はそれ

に見合ってカットしないかというその整合性。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 職員の関連につきましてのカット関係と、投資的経費のカットというような

ことについては別な問題でございまして、職員の関係については、この前もご質疑あっておりました

ように人勧を重んじて今までやってきておりますけれども、その地域地域の問題もございまして、職

員、組合とも十分ご相談しながら職員におけるご理解をお願いし、カットをしておるところでござい

ますし、将来につきましても、将来というか、今年の１２月についても、ここ１、２年大変厳しい状

況になるというようなことであり、人勧についてもまだまだ厳しいカットがなされるんじゃないかな

というような話も聞いておりますので、今回について人勧に準じたところで組合と相談しながらカッ

トをお願いしたところでもあります。 

 投資的経費につきましては、財政的なそういう事情の下に事業を推進しておりますので、まずは住

民の生活、そして福祉、安全のためにカットをできるものではないというふうに考えながら、財政計

画に則って事業を推進しているところでもあります。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 第２次世界大戦でドイツと日本の敗北が見えていた１９４４年７月のブレトン

ウッズ会議で、ＩＭＦと世界銀行の建設による世界決済制度ができあがりました。金１オンス３１.

１０３５グラムは、アメリカドル紙幣の３５ドルに等しいという基準で動く体制が決められたわけで

ございます。少なくとも参加加盟する各国の政府との間において３５ドルのアメリカドル紙幣を持参

すれば、必ず１オンスの純金の固まりと交換してくれるという約束ごととして成立した戦後体制であ
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ります。ところが、今から６５年前に決められたときからアメリカドルのお札の力は、今や３０分の

１になっております。ドルの基軸通貨としての危機が今日の１００年に一度と言われる経済危機であ

ると言われています。このドルの暴落でございます。アメリカの国力低下、ドル暴落を防ぐためにア

メリカは中国に大量の財務省証券を買わせております。ついこの間までアメリカは日本政府に対し、

政府はマーケットに干渉するなと言っていましたが、今やアメリカ政府は破綻したジェネラルモーター

スを一時的であるにせよ国有化してしまいました。本当にドル暴落が現実のものとなれば、現在のド

ル円相場、為替レート、現在、今日が９８円ですが、一気に４０円とか５０円になってしまいます。

トヨタもホンダも日本の輸出企業は成り立ちません。もしこの世界経済危機を乗り越えることができ

たとして、昨日の新聞には、政府は財政再建のためには２０１７年度までに消費税率を１２％程度ま

での段階的な引き上げが避けられないとしています。また、少子高齢化は急速に進んでおります。今

まで先ほど財政部長が説明されましたけど、これは今までのやり方であります。これからは、今まで

のようなやり方では通用しないと、そのようなときに、今までのような借金体制で進んだら大変なこ

とになると思います。借金というのは、これは将来の世代に残す負の遺産であります。将来の人たち

が払わなければなりません。そのようなことも踏まえどうお考えか、さらに質問いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） １９２９年の世界恐慌、そういうような状況が今この世界にやってきておる

と言われております。１９２９年においては、いろんな対策がとられる中で、第２次世界大戦も勃発

し、そしてまたその後、都市の復旧をするというようなことで経済の立て直しが図られてきておった

わけでございます。そういう中に、世界経済の産業革命という車社会の中でどんどんと大きく成長し

てきた今日の経済が、バブルとともに、あるいはアメリカの金融に始まりました株暴落、それに伴い

ましての、例えば車の売れ行き関連についても売れなくなるというか、あるいはサブプライムローン

における借り貸しの問題で日本のように高利を払ってピシッと管理していけるローンを払えないと土

地も家も、あるいは車も取り上げますけれどもローンだけは残るというのが日本経済でございました

けれども、アメリカ経済はローンも全部のうなってしまうというような、そんな金融貸付というよう

な形で、今、世界経済はそれにあおられておるような状況でございます。 

 そういう中で、日本の経済が今まで車をつくり、販売しておった品物については、インドやあるい

は中国、東南アジアをはじめとするブラジル関連等についてのコスト関係については、今後の経済競

争には安く、価値観で売れるものではないというような状況になってきたのは確かでございます。そ

のような経済の中で、今後の日本の状況をどう把握しながら日本経済の変革を求めていくかというの

は大変厳しい状況であるのは確かです。各企業の皆さんも、今、それに向かって一生懸命頑張ってお

られる状況であります。 

 そのような状況の中で、我々ご心配の大津町の財政状況のことになりますけれども、各企業におき

ましていろいろお話しておりますと、大体１、２年は大変な時期になると。ここ１２月、本年度の１

２月ごろが一番厳しい状況になるんじゃないかなと言われております。しかし、若干新たな産業が、

太陽光とか自然エネルギー関連に伴う自動車の開発関係も進んでおりますので、若干は景気の見直し
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も見えてきておるというような話もありますけれども、今までのように戻るのには３年近くかかるん

じゃないかなというようなお話であります。日本の素晴らしい人材の方々によって、新たな経済の引

き起こしがなされるものと期待をし、我々職員についてもそういう意識を持って町の財政運営に努め

ていかなくちゃならないというふうに考えております。そのために、今、やるべきものと今やっとっ

た方が安くつくというようなことと、無駄であるものはこの際しっかりと見直しながら事業を進めて

いくというようなことを、今、職員とともに頑張っておるところであります。そういう意味におきま

して、今後の財政関係については、大津町の企業の皆さんの頑張りにご期待を申しながら、そして我々

としても何らかの支援ができるものであれば、そのようなお手伝いをしていきたいなというふうに考

えております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 少しかみ合いませんが、２問目に入ります。 

 企画立案等の経過の透明性を求めるということであります。「議員必携」には、こう書いてあります。

議会の議員、町長は、住民の直接公選による、いわゆる大統領制を採用して、共に住民に対して直接

に責任を追うものとし、両者の関係は対立の原理を基本にしながら、相互に抑制と均衡によっていず

れかの独断と専行を防止する体制がとられているとの２点であるであるとされております。また、大

津町まちづくり基本条例では、議会は住民の代表として選ばれた議員によって組織された大津町にお

ける最高意思決定機関であることを自覚し、町民の意思が町政に反映されることを念頭において活動

するものとなっております。町政について、企画・立案・予算の提案権は町長にあります。企画・立

案の段階から透明性を持って、常に情報開示、説明、相談をしていかないと、議員は的確な判断はで

きません。現在の家入町長は、これがなされていないと思います。町長の独断になっていると思いま

す。議会軽視であります。これを強く反省を求めるものであります。今、どういうことが立案中であ

るとか、予算の執行状態、執行状況なども定期的に議会に対して報告すべきであると思います。町長

の考えをお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の経過の透明性を求めるものについての行政の運営についてのご質

問でございます。私は、町長就任のときから地域のことはみんなでよく相談し、みんなで目標を決め、

それを達成する手段とみんなで考え、決めたことはみんなで実践することがこれからは必要であると

して、住民自治の実現、民主主義の実践、住民協働、住民が主体のまちづくりという理念の下、平成

１８年度に議会で議決いただきました大津町振興総合計画に基づき事業の推進をさせていただいてお

ります。そしてまた昨年９月には議会のご理解もいただき、町民、議会、役場が総体的に取り組む町

の総合規範としてのまちづくり基本条例の制定いたしました。今後はさらに町政運営、政策について

住民の方をはじめ必要性を十分説明し、納得をいただきながら説明責任を果たし、事業等の推進がで

きるものと考えています。また、本年度も引き続き、今年の町の仕事をはじめ積極的に町の情報を住

民の方に提供するために、地域との連携を図る地区担当職員の配置や地域づくりの支援事業等に取り

組んでいるところでございます。総合計画の基本構想５つの施策の大綱、それに基づく基本計画、そ
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して毎年作成される実施計画では、町の政策会議、課長会議の審議を経て、庁議に図り、事業等の方

向性を決めることになります。これらの案件につきましては、議会に提案する前に可能な限り全員協

議会等で説明をするなどして情報提供してまいりたいと存じますし、各政策の評価につきましては、

振興総合計画等の評価委員会に評価をお願いしておりますが、状況について提供していただきたいと

考えております。 

 今後の財政状況に関しては、ここ１、２年はまだ厳しい経済状況は続くものと考えていますが、普

通交付税が２２年度以降ある程度見込めるものと予測しているところです。また、財政調整基金につ

きましては、２１年度末の残高を維持できるものと考えています。非常に厳しい財政状況の中、まち

づくり交付金事業や圃場整備事業、学校建設などの多くの投資的事業や少子高齢化、地方分権の進展

に伴う行政課題などをはじめ、行政の果たす役割と責任はますます増大しております。今後、歳入の

伸びを期待できない一方、人件費や扶助費、公債費、各特別会計の繰出金などの経常的経費は増加し、

財政が硬直化することとともに必要な町民サービスを将来にわたって提供するためには、より一層の

効率的で健全な行政運営と徹底した行財政のスリム化を進め、見直すべきものは見直し、事業の選別

を行い、優先順位に基づき財源を生み出し、有効に活用しなければならないと考えております。今後

も町長としての責務を重く受け止め、議員各位と連携を図りながら、みんなで創意工夫を出し合い、

町民主体のまちづくりのために邁進していきたいと考えております。今後につきましては、全協等に

基づいて十分な説明責任をやっていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 先だって、中学校北側の民間企業の開発に中学校用地を提供するという問題が

ございましたけれども、この件について、私も含め議員は何も知らず、荒木議員の一般質問で知った

次第でございます。荒木議員は、開発に反対する決議案を出されました。もちろん私は反対する決議

案に賛成したわけですが、後日複数の議員から町長から電話があったと聞きました。どういう内容か

私は知りませんが、町長はこの開発に関与しているのではないかと私は疑問を感じた次第であります。

その後、私たちは町会議員の選挙に突入するわけですが、町民の反応はすごいものがありました。町

長は、業者に便宜を図って中学校用地を提供しようとしていると思っている人が多かったわけです。

３月の議会で金田議員、荒木議員の一般質問で、用地の提供の中止、そして謝罪をされましたが、そ

うしなかったら、町長不信任案が出ていたと私は思います。３分の２で可決するわけですから、成立

はしなかったと思いますが、賛成する者の方が過半数に達していただろうと思っております。これは

ひとえに開発計画の透明性がなかったからであります。もう１つ、透明性のない問題があります。そ

れは、駅前楽善線の問題です。農免道から５７号線のバイパスに通じる南北線の道路をつくろうと計

画したとき、先ほども町長は南北線という言葉を使われました。町の職員の多くは駅前楽善線よりも、

その西側の塔坂からコスモス薬局の横を通って５７号線に通じるルートを進めたそうですが、家入町

長が駅前楽善線を強く主張されたと聞いております。ここに一つの不透明さがあるわけでございます。

どうして２０軒も立ち退きが必要な駅前楽善線のルートを選択されたのか、結局現在のところ、５７

号線、このバイパスにはつながらない、単なる生活道路でございます。先ほど町長は南北線とおっしゃ
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いましたが南北線になっておりません。一つ一つの透明性が確立されないと、町民、議会から不信感

を持たれるわけでございます。どういうふうに町長お考えか、質問したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 中学校の件につきましては、この前の議会から申しておるとおりでございま

して、まちづくり基本条例に基づいたところ、私の方も過去の流れの中で、学校に、授業に差し支え

なければ、安全性が保てれば、あの地域の開発に必要ではないかなというようなことで、学校関係等

にご相談をしたところでありまして、もう少し深く考えて事業推進をやっておかなくてはならなかっ

たというような反省は十分やっております。 

 また、駅前楽善線につきましては、これは私が都市計画課長の折りから、あの駅前楽善線の計画路

線については、あのままでは計画道路構造上難しいというようなことで、２、３年かけて検討をやっ

てきております。そして今回、実施に入るわけでございますけれども、この路線につきましては、十

分なこれまでの検討、３、４年かけて検討をした結果、駅前楽善線という路線ができあがったわけで

ございますけれども、この路線についてもいろいろな案が２、３ありましたけれども、その路線につ

いても担当課を主体として検討をさせていただいております。私の方につきましての塔坂等について

は、当時の私が課長の折り、あれを広めれば学校にかかりますので、小学校にかかるということで、

あの道路については現状の改修関係がいいんじゃないいかなというような思いもありまして、そして

もう一つは公民館を上の方の台地の発展に伴う公の集会、学習センターがないというようなことであ

そこに持っていければなというような形の中での塔坂の路線の計画を検討していただいたところでご

ざいます。そういう中での私の方が直接にここを通せ、ああせいというようなことは一切やっており

ませんし、それぞれの施策の中での検討委員会で十分検討されておるものと思っております。駅前楽

善線については、これはもう３０年以上の前から計画実行がされておる路線でございまして、上から

の路線は計画され、この前までは自由通路というようなことでなされておりましたけれども、駅前関

連については、阿蘇空港、飛行場との関連もでき、いろいろとご相談をする中において、ＪＲの移動

も可能であるというような返事を昨年暮れにいただいておるような状況でございますので、それに基

づいて本年度新たな計画をやっていくということで今回９００万円近くの予算をお願いしているとこ

ろでもあります。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 大津町まちづくり推進協議会というものがあります。これは、条例に基づく協

議会ではないらしく、今年度は７０万円の予算が付いております。この規約を見ますと、目的は大津

町の豊かな自然に加えて宿場町として発展してきた歴史的経緯を受け継ぎ、大くの文化財や伝統芸能

を守り、今に伝えてきた。協議会はそれらの資源を活かし、自らが考え行動することにより、人が主

役のまちづくりを実践し、住民はもとより観光客、来町者にとっても魅力的で賑わいのある町を実感

できる町の顔づくり、中心市街地を行い、住み良いまちづくりを推進することを目的とすると。事業

の内容としまして、協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。まちづくり計画策定に向け

ての協議、町へのまちづくり等に関する政策提言、まちづくりの講演会などを通じてリーダーシップ
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の育成等、ずっと書いてあります。そこで、私はこの辺についてよく知らなかったんですが、この協

議会のメンバーが、今、四十数名だそうです。そして、理事の方が２１名ですかね、なられておりま

すけれども、私は名前誰とは言いませんけども、この中の方がまちづくり交付金事業に５９億円です

か、これは自分たちに任されているからというふうな発言をされておりました。だから私は全然その

そこに知らなかったもんですから驚いて、その方が誤解されているのかもしれませんけれども、とに

かくこの辺が透明性がないからこういう問題が起こるわけであります。それで、この協議会の活動は、

その議会から見れば不透明な部分であります。先ほど大津中学校の北側の開発が私たちは知らなかっ

たと言ったように、ここでですね、今何が行われているのか、そしてまたどういう提言がされようと

しているのか、いつ会議があったのか、どういう実際は具体的に活動をされていたのか、よくわから

ないわけであります。そこで、議会に対して活動状況を開示し、透明性を確保すべきではないか。議

会は、この辺について知っておかなければ、将来において的確な判断はできないと思いますが、町長、

どう思われますか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） まちづくり協議会をお願いしましたのは、大津町のまちづくり交付金事業の

中で駅を中心都市、あるいは市街地を中心とする、そして上井手を中心とするところの一体とした開

発を地域住民の意見をしっかり取り入れたまちづくりの素案をつくっていただきたいというようなこ

とでお願いをしたところであります。役場の方で案を出すんじゃなくて、そこにおられる方、あるい

はそういうまちづくりについての住民の意見を吸い上げたいというようなことでお願いをしておりま

すので、これがそのまままちづくりの基本というようなことではございませんので、たたき台として

上がってきたものを大津町の今後の政策会議をはじめとするものをしっかりと検討しながら、新たな

提案ができれば議会や住民の皆さんにそれを情報を流しながら、本当の意味のまちづくりをつくって

いく計画をすすめていかなくちゃならないというふうに昨年度からその事業の推進をお願いしており

ます。そういう意味において、まちづくり協議会の方々については、独自でこの協議会をつくりなが

ら、独自で研修や意見交換をなされておられるようでございます。 

○９番（坂本典光君） 議会に対する透明性ということは、議会に対する透明性、説明、情報開示。 

○町 長（家入 勲君） まちづくり協議会については、独自でやられる意見でございますし、もしそ

ういうことであれば、担当委員会の方で担当部長なり課長にご相談していただければ、ご報告がある

ものと思います。 

○９番（坂本典光君） 補助金７０万円出していますから。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は２時から開会いたします。 

午後１時４７分 休憩 

                    △ 

午後２時００分 再開 
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○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 １５番議員、荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は、大津町民の皆さん、並びに日本共産党を代表しまして一般質問を行い

ます。 

 質問通告の第１番目は、大津町の道路行政全般でありますが、とりわけ町道について、また町道の

認定、未登記問題、これに関連して質問を行うところです。いわゆる道路は、今回の議会にも町道認

定の議案が出されておりますが、道路法第８条によって町長が路線を認定し、議会の議決を経なけれ

ばならないと規定がなされております。町内の道路には、国道・県道は別として、町道認定されたも

の、それから里道ですね、それから農道、それから公衆用道路、それに該当しない道路といろいろあ

ります。しかし、同じ町内に住んでいる町民にとって、町道に認定されるということは、それなりの

恩恵を受けることになるわけであります。公平にですね、町道の認定というものはなされなければな

らないと思います。また、町道に認定をされますと、道路法の１６条で市町村道の管理は市町村の責

任が発生を、法的に発生する。また、道路の維持または修繕、こちらも道路法で規定がはっきりして

いるわけです。そこで私は身近な実例を挙げまして、この町道問題についてお尋ねをするわけですが、

第一は既に町道認定をされていながら、その維持補修、修繕が事実上なされていないということで、

路線名が多々良高尾野線、これが多分大津町が合併をした当時からずっとそのままの状態ではなかろ

うかと思いますが、長い間未整備になっております。聞くところによると、道路用地が個人の所有名

義のまま、いわゆる未登記になっているわけです。そこで、町道認定されていながら、なぜこういう

状態になったのかということで、最初にその経過等がわかればお答え願いたいと思います。併せて、

なぜ町道認定をしておきながら、未だかつて砂利道と。これから梅雨に入れば車がはまったらもう上

がれなくなってしまうというような状況でありますので、町道整備の努力をなぜしないのかという点

についてお尋ねをいたします。 

 それから、第２番目に大津町には町道認定の決まりがございません。インターネット等で調べます

と、ほとんどの自治体、とりわけ市段階では要綱・規則が定められているようであります。これまた

私の家の前の道でありますが、私が家を建てるときに、多分里道だろうと思っていたら里道ではない

と、町道でもない、じゃ何だということで、結局開拓時代の開拓農家の寄附による町有地になってい

ると。ですから、通称開拓道路というわけですけど、私はそこで２歳からずっとおりましたから、も

う何十年もですね、町有地のまま未だに町道が認定をされておりません。以前議会でも取り上げたこ

とがありますが、両側の地主が全部寄附の同意しなければ町道認定をしないことになっている。ああ、

そんなものかと思いましたが、実は大津町にそういう、こういう場合は町道に認定する、こういう場

合はだめと、そういうですね、決まりがないということが一番の問題ではないか。とりわけ先ほどま

ちづくり基本条例が制定をされて、町長がそれについて認識不足だったと答えられておりますが、町

民公平なルールがですね、決まっていないというのは、町長のさじ加減で荒木は気に入らんからあそ

こは町道認定してやらんということにもなりかねないわけです。私が気に入らんのは別に構いません

が、町民に対するいわばこれは差別であります。そういう意味もありますが、いずれにせよルールを
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はっきりさせると、これが全町民に公平な行政のあり方として必要ではなかろうかと思うわけです。 

 それから、３番目に町道認定されておきながら、４メーターに満たない狭い道路がまだたくさんあ

るかと思います。この狭い道路を最低でも４メーターに拡幅をするのに、これまたルールが一貫性が

ない。町が全部買収をして改良してくれれば、そういう約束していただければそれでも結構でありま

すが、これまた財政的な問題がございます。金がないからいつまで経っても声がかからないという地

域もあるわけです。あるいは、カーブのところの隅切りですね、拡幅、隅切り、早くやってほしいけ

ど寄附、ただで差し出せばやってやってもいいよというのが、多分、今の現状ではなかろうかと思っ

ております。これまた全国の例を調べましたが、各地域でですね、こういう狭隘道路の拡幅整備事業、

補助事業が各地でやられております。市段階が多いようでありますが、例えば芦屋市とか、市原市と

か。芦屋市の例でいきますと、中心から２メーター以内に、例えばフェンス等があった場合、それを

壊すのにもお金がかかります。登記等は当然自治体がやりますが、そのフェンスやあるいはブロック

塀を壊すのにもお金がかかるということで、こういうところでは、例えば芦屋市では最高限度額が５

０万円、いわゆる奨励金ということで買収ではないんですね、町に寄附をしていただく。それから、

寄附をできない場合もあるんです。例えば私の家の前の道路ですね、私は議員をやっておりますから、

町に私の敷地を寄附するわけにはまいらないわけです。法で引っかかるわけですね。そういう場合は、

使用承諾ということで、いわゆる道路用地の使用貸借を結んで自治体が拡幅整備をすると。事実上寄

附と一緒なんですけど、ただでよこせということであれば誰しも躊躇するかと思いますけれども、こ

ういう制度があればですね、早くやってもらいたい方は寄附をして、なおかつ奨励金をいただくと。

こういう制度を我が町でも取り組むべきではなかろうかと。 

 以上、この３点についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の一般質問の町道関係についてのご質問でございますけれども、議

員おっしゃるように町道認定の要綱規則については、今のところつくっておりませんので、議員おっ

しゃるように十分近隣の町村の要綱を合わせながら、法に従いながらしっかりとつくらせていただき

たいと思います。おっしゃるように多々良高尾野線関係についても、昭和３０年代に作業道というか、

みんなでつくられた道路がそのまま町道認定をされて、舗装を一部したいというようなこともあった

かと思いますけれども、使われる中におきまして、それがそのまま放っておくというようなことになっ

ておるんじゃないかなと思います。もちろん、そういう中において、相続の問題とかいろんな問題も

出てきておるかと思いますけれども、時間が経っておりますので、再度そういうところについての交

渉というか、無くすような方向でいきたいというふうに思っております。いろんな形で、議員おっしゃ

るように議員のところのあの道路についても開拓道路というような形で、前の方、北側に桜山新小屋

線とか、そういうものができておる関係で、皆さんの中で余り車が通るとどうかなというような気持

ちもあるかもしれないし、しかし今となっては大変不便なところもあるかもしれませんので、おっしゃ

るように隅切り、あるいは離合場所関連等について、やっぱり道路の安全上、交通安全上にもそのよ

うな道路形態をぴしっとつくっていかなくちゃならないと思いますので、そういうところについては、
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やっぱり町の方で対応を進めるように検討していきたいと思います。ちょっと広めるだけで農地であ

れば宅地の、家の建ってないところであれば、そうした金額は余り要らないだろうと思いますので、

たまたま家が建ったりいろいろしておると立ち退き料とかいろんな形で費用がかさんでまいりますけ

れども、どうしてもつかわなくちゃならない、そういう交差点等に家があったりいろいろする場合は、

やっぱりこれは交通安全上やらなくちゃならないというよう形になるかと思いますけれども、その小

さな道路管理上の問題、穴ぼこだけでなく、そういう関係の課題のところの問題点についても、要綱

の中にうたい込むような形の中で町道整備を今後やっていかなくちゃならないというふうに考えてお

りますので、これについても担当課と、あるいは政策関係の中で十分検討しながら、逐次やっていく

ような方向で検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 そういう意味におきまして、いろいろおっしゃっておった奨励金の問題とかいろいろございますけ

れども、町道については町が責任を持ってやっていかなくちゃならないだろうというふうに考えてお

ります。おっしゃるように里道、農道関連等については、やはり農道の舗装関連でも３割負担とかい

ろんな形で今はやらせていただいておりますが、どうしてもその辺のご理解を得るためには、何らか

な形をしなくちゃならないというような状況であれば、議員おっしゃるような奨励制度というか、そ

ういう形で地元で、役場でなく地元でその道路を使う方々で昔のような作業を自分たちでつくってい

くというような気持ち、そんな気持ちの中でやっていった方が事業の推進というか、うまくいくんじゃ

ないかなと。役場よりも地元というような方向で推進していければなと思いますので、そういういろ

んな形について担当課の方に十分たたき台をつくりながら、今後について路線も相当ありますし、町

道だけではなく、農道、里道関連等について十分検討をしていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

 多々良高尾野線の経緯なんですが、その当時の状況をわかる人間があまりいなくて、ちょっと聞い

た状況によりますとですね、あんまり詳しくはなかったんですが、多分道路自体は以前から形態とし

てはあったけれども、国土調査等とですね、その関係で国土調査と、あと不動産登記法の改正等によっ

て個人名義になっているというような状況があるようです。あと、整備ができてないということにつ

いては、所有権といいますかね、そういうのの申し出等があってなかなか手が付けられない、そうい

うことがあって、ほかにも道路の形態あっても個人の道路関係で訴訟もあっている、余所ではありま

すので、そういう形でちょっと整備ができないというような状況になっているんじゃないかなという

ことで思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 最初のこの道路の町道の未登記問題で、経過等、やらなくてはならないとい

う町長の答弁もいただきましたので、一つはご承知ですが、道路法によって実際使われている道路が、

そこが例え個人の名義であろうとも私の権利を主張することはできないと。つまり道路として引き続

き使うことができると、道路法で規定をされているわけであります。少なくともですね、例えば今は

砂利道だから、その地権者に対して舗装をなんとかしたいから、登記ができなければ同意書なりを取っ
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て、取れば裁判で負けるようなことはないと思われます。ですから、そういう努力、町道ですからやっ

ぱり役場がそういうイニシアティブを取らんと地権者の方にはなかなか同意してくれない、渋る人も

おられるかと思いますけど、例えば舗装すればその方も助かるわけですから、そういう条件等も示し

ながら承諾を取る、そういう努力が必要かと思います。そういう努力をですね、今後ちょっと私も経

過を見ながら見守っていきたいと思います。 

 それから、町道の認定については、要綱をこれから検討するということですので、何ですかね、寄

附あるいは買収、それができない場合は先ほど言った使用承諾貸借書ですかね、そういう方法もある

ということで、先ほど私の家の前の道路も確かにそうです、６メーターの立派な道路とか、確かにか

えってそういう道路ができたら危なくなるわけですよね。ところどころ離合ができて、雨水がきちん

と排水できればそれが一番だと思うわけです。そういうところが多分ほかにもあると思うんですね。

ですから、一つの方法だけ、例えば買収しかない、あるいは寄附しかないということじゃなくて、やっ

ぱりいろいろ方法を検討して、何ですかね、行政がこうやってやったら、いつも言いますけど幸せの

押しつけは本人にとって決して幸せとは限らないということでありますので、いろいろパターンを考

えて方法を考えていただきたいと思います。この件については、また経過を見ながら私も研究をして

まいりたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。立石団地の改修問題であります。それから、建て替え予定ですね。

立石団地は、もう西側半分が既に取り壊されて、入居された方は新しい上鶴住宅に移転が済んで、現

在空き地になっております。これも先ほど坂本議員の質問ではありませんが、我々、少なくとも私は

あそこに取り壊して移転をした後に３階建て、あるいは５階建ての新しい町営住宅が建つんだと、も

う１年か２年したら、今年しないから、じゃ来年だろうということで思っていたんです。実際、図面

も見せられ、鳥瞰図までつくって、こういうイメージになるのかと思っていたんですね。ところがい

つまで立っても着工にならん。したらいつの間にか杭を打って、ロープを張って中に入るなという状

況になっとるわけですね。一つがこう、少なくとも、少なくともじゃないですけどね、何か実際は先

送りになって、建て替えはもう今の段階では白紙だということですよ。そういう説明を私は受けた覚

えはないわけです。この建て替え計画をじゃ、そういう情報をまずきちんと変わったなら変わったと、

変わるつもりだというやっぱり議会に対しても情報、コミュニケーションが必要かと思います。それ

で、その上ですね、じゃあの空き地を一体どうするつもりなのかと、何年までとか、そういうことに

ついてまずお聞きをすると。 

 それから、現在の残りの団地の住宅を今年度予算で改修計画がなされております。私はこれには大

いに賛成でありますが、さらに小さい図面で詳しいところまではわかりませんが、ちょっと気に掛か

るのはですね、例えば風呂場をリニューアルすると。浴室の床がこう、今はこう４、５０センチぐら

い下がっているんですかね、それを上げると。できればバリアフリーみたいな形に段差が少なくなる

ということでいいことなんですが、ところがこういう団地は各入居者が浴そうを持ち込み、風呂釜持

ち込みですね、高さが変わるとまた厄介な問題になるんですね。浴槽に穴が開いてて、風呂釜も高さ

を調整せにゃいかん。あるいは、現在風呂釜の周りに、余り高いもんですから、浴槽が、すのこを高
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くして入りやすいようにいろいろ工夫されて、私も手伝ったことがありますけど、もうこの際ですね、

浴室を改装するのであれば、浴槽、それから風呂釜、あるいは給湯設備、これも併せてリニューアル

をするべきではないかと思うわけです。その点について、以上の２点についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 立石団地の関係についてご説明申し上げます。 

 まず、団地の計画については、改修については、改修というか、団地の全体計画、建て替え計画に

ついては、建て替え計画を先送りして改修に変更したということについては、私の方は議会等で説明

したものと思っておりました。それについて、説明がなかったということであれば、お詫び申し上げ

たいと思います。これにつきましては、一応上鶴団地を建設しておりますので、その移られた後につ

いてはですね、取り壊しを行っております。西側の方が空いているところです。その移転交渉の中で

ですね、非常に入居者として将来に不安があるという形で新しい団地に移られなくて以前のままの空

いているところにですね、移られた方が数件あったと記憶しております。そういう関係もあってです

ね、新築がいいのか、改修がいいのかといろいろ考えながら検討を進めてきたわけですが、高齢者が

非常に多いということで、家賃が急激に上がるよりも改修で行けるもんならいきたいと。当然、当初

団地計画つくったときは、平屋の建物については補助事業じゃなかったもんですから、単独費で全面

改修はなかなか厳しいものがあるということで建て替えを計画しとったところなんですが、今、国の

方の補助制度が大分拡充されてきておりまして、平屋の建物の改修についても補助金がつくようになっ

たということで、約４割程度の補助金がつくもんですから、それであれば高齢者は今まで住んでおら

れたところを改修してあげればですね、喜ばれるし、家賃の上昇も大分緩和されるということで、改

修の方に変更したというところでございます。先ほど質問がありました浴槽については、当然、今回

の改修自体が下水道を整備して下水道につなぎたいということで、台所と浴室とトイレの改修、それ

から併せて屋根・外壁を改修したいということで、今までやってきている西嶽、それから北出口です

ね、そのあたりの改修に合わせたところで計画しておりますので、そのときも浴槽等についてはです

ね、そのまま個人の持ち込みされたものをそのまましておりますので、なるべく風呂の改修を合わせ

たところで段差を生じさせないようにしたいと思いますけれども、浴槽を新たにするということにな

りますと、今までの既存の住宅関係等もちょっと影響が出てきますので、それについては今後検討さ

せていただきたいと思います。 

 空き地につきましては、一応あと立石の今の既存の改修が３年程度かかると思いますが、その後、

実は曙団地の方がですね、１５棟ありますけれども、もう建設してから一番古いのが３０年、新しい

方で２０数年という形で、非常にもう外壁も汚れてきておりますし、内部についても大分痛みが出て

きておりまして、改修費用も大分嵩んできておりますので、そちらを優先的に先にやりたいというこ

とで、できれば建設についてはその後考えていきたいということで、全然今までつくっている立石団

地の計画のですね、全体計画をまったく白紙に戻してやるということではなくて、立石団地をまた建

設するときにはですね、せっかくつくっている計画でありますので、それをなるだけ準用しながら計

画を進めていきたいということで考えております。 
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○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 立石団地のその改修問題ですけど、先ほど高齢化、おっしゃるとおりであり

ます。お風呂での高齢者の事故、特に浴室ですね、転倒、介護担当なんかの人たちはすぐピンとくる

かと思いますけれども、非常に危険性が高い。私も他の自治体、熊本市の市営住宅なんかもちょっと

調べましたが、ほとんど今は浴槽、その給湯設備も備え付けですね、持ち込みというのは、もう本当

に今は時代に合わないというか、とりわけ高齢化が進んでいるところですから、ちょっと本当に使い

やすいようにお風呂場も改修をするべきだろうと思います。多分、入居者の方は今はピンと来てない

と思うんです。いざ、もし、ああきれいになってよかったね、ところが風呂がこんなに高くて跨ぎき

らんという自体が発生することはほぼ目に見えていると思いますので、大した金ではないと思うので、

ぜひ高齢者対策のためにも検討をお願いしたい。 

 それから、その西側の空き地ですね、今の答弁では先送り、大幅な先送りですね、白紙ではないと。

しかし、あのままロープを張って囲っとくつもりなのかと。私だったら、ブルドーザーで押しならし

て当面はグラウンドゴルフでもできるように、それが何というかな、役所の仕事じゃなくて地元の人

たちも喜ばれると。そういうちょっと配慮があって、粋な計らいというのはまったく考えていないん

ですかね。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 立石住宅は、先ほど部長が言いましたようにいろいろと検討してきておりま

すし、計画変更もいろいろと変化というか、変わってきているようでございます。この前、下水道関

係ができてないので、まず下水道をやれというような月尾議員からのご質問があっておりましたので、

あそこに住んでおられる方については、まずそちらの方の整備をやろうというようなことで、これは

たまたま補助金が出るというような形になりました関係と、これまでいろいろと説明会をずっとやっ

てきておる中でどうするかというような形でやってきた中で、やっぱりあそこに住んでおきたい、住

みたいという、直りたくないという人も半分近くおられたということで、そういう形でやらせていた

だいておるわけでございますけれども、計画的には前の計画を活かしながら今後計画をどうするかと

いうふうな形ですけれども、今、担当が言いましたように、曙団地の１棟１棟の改築の関係もござい

ますので、先ほど言ったような問題もあります。しかし、我々としては、例えば保育園とか、そうい

う形の中でですね、活用できないかなというようなこともある法人の方にご相談をしたり、あるいは

また大津町の老人ホーム関係の移転関連の問題も今課題として出てきておりますので、そういう場合

に、あの大型団地の中に福祉施設をつくらなくちゃならない、つくったがいいというような国の指示

もあっておりますので、あのいろんな形のものを考えながら、跡地については検討しておるところで

ございます。しかし、今おっしゃったように差しあたってグラウンドゴルフなり何なりをされるよう

な場所にするとか、夏祭りの場所にやっていくとか、そういうことをですね、やっぱり地域の住民の

皆さんと十分コミュニケーションを取りながら、何がいいかというのをやっぱり検討していかなくちゃ

ならないんじゃないかなと思っております。その辺については、再度反省しながら、やっぱり入って

おる人がもう大分高齢で、長年、今後移動されるというのは非常に厳しい状況の方が多いもんですか
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ら、議員の言われたような風呂の改修とか、あるいはその地域の環境の整備についても入居者の皆さ

んと十分ご相談を今後しながら、何が必要であるかというような形で予算の許す範囲内で検討をさせ

ていただきたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 一刻も早く地元の人たちの意向に沿って有効に活用していただきたいと思い

ます。 

 ３問目に移ります。３問目は、子育て支援充実を求めるということで、まだ大津町は子育て支援日

本一の看板は確かまだ下ろしちゃおらんですよね。最近、子育て支援日本一はえらいあっちこっちで、

そのうち世界一にせんと間に合わんということですけど、そういう中でですね、私は保育園問題を今

日取り上げましたが、一つはこの経済不況の中で共働き世帯が増えていると。それから、働かないと

やっていけないという中で、働く夫婦にとって、親にとって、保育園というのは本当に頼みのつなで

あるわけです。私も３人子育てをしましたが、長男、最初生まれたときからずっと託児所、保育所、

３人とも仕事を続けながら育ててまいりました。希望した保育園に最初入れるだろうかというのが一

番の悩みだったですね。とんでもないところに行けと言われたら一体どうしようかということで、幸

いにしてその希望した保育所に入れたから、本当にそのときはほっとしたということを今、思い出し

ているところであります。そこで、大津町はこの間、私、その保育所の新設も含めて定員が大分増え

てまいりまして、これは本当に喜ばしいことだと思いますが、１つはその定員は本当に足りているの

かどうか。その場所を選ばなければ足りておりますという、多分そういう話もあると思いますが、今

のこの日本の世知辛い職場で、どこでも子どもを預けられるという状況では、そういう職場の環境と

いうのは民間ではほとんどないんですよね。そういう意味でですね、この定員問題はその希望する保

育所、とりわけ地の利ですね、どこどこが感情的に好きだとか、好かんとかいうことはしょうがない

としても、場所的、働く場所によって、地の利でそこの保育園でないと困るというような、そういう

何ですかね、条件を付けて本当に定員は足りているのかどうかということをお聞きをしたいと思いま

す。 

 それから保育料の問題ですが、以前にも質問をいたしました。改めて調べました。とりわけですね、

熊本市、それから阿蘇市の保育料、以前から多分大津より安いと言ってきましたが、改めて調べて本

当にちょっと愕然とする思いでありますが、３歳未満の保育料で私は調べてみましたが、町民税の非

課税世帯で均等割、所得割がかからないですね、町民税が最低限かかるという所帯ですね、大津町が

３歳未満児で１万４千円でありますが、熊本市は１万１千５００円です。阿蘇市はさらに安くて７千

８００円です。７千８００円、要するに倍、約倍ですよ、阿蘇が７千８００円で大津が１万４千円で

すら。なぜこんなに差があるんだと。失礼ですけど、阿蘇市は決して裕福な市ではないと思うんです

よ。阿蘇市でできて、なぜ大津でできないのか。１カ月７千円近く違いますから、年間にすると８万

円ぐらい差がつくわけです。今、国が選挙前に、児童、子どもさんに限られた人たちに３万６千円寄

附をするというと、そんなものは一遍にすっとんでしまう。ですから、保育料は、私は阿蘇市に近づ

けて大幅に引き下げるべきであると、引き下げる力は大津町には十分にあると思うわけです。 
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 それから、前回、１９年度から菊陽町並に保育料が下げられました。今言ったのは、菊陽町並に値

下げをして、その値下げした保育料と現在の熊本市、阿蘇市の比較であります。ちなみに、所得税が

７千円未満ですから、やっと所得税がかかるという世帯ですね、大津町が保育料が２万１千円、阿蘇

市が１万４千円です。１ヵ月７千円やっぱり違います。年間で８万４千円も大津町が高いということ

です。そこで、前回、菊陽町並に値下げをしたことによって町の財源の影響額もついでにお尋ねをし

たいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長兼ねて子育て支援課長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 荒木議員の保育園の待機状況、それから保育料について

のお尋ねですが、まず保育所の定員と待機状況、それから入居状況についてですが、現在、市立保育

園と公立保育園合わせまして定員は６３０名なんですが、６月現在で２５％上澄みの入所が可能です

ので、合わせまして今７８７名の入所が可能でございます。実際の入所者数は７３０名ですので、現

在の空き状況といいますか、入所可能人数は４９名、６月１日現在でございます。待機状況ですが、

就労をされて待たれている方が７名いらっしゃいます。なぜ７名待たれているかと申しますと、いず

れも特定の保育園を希望されております。第１希望といいますか、第２希望、第３希望はなくて１つ

の園だけを希望されているという方でございます。今６園保育園ございますけれども、２園は定員いっ

ぱい、定数いっぱいの入所状況ですので、現在、この２園については入所できないというふうな状況

です。 

 それから、あと申し込みの中で未就労の申し込み希望もいらっしゃいますけれども、就労されたり、

あるいは内定などがされればですね、これは入所が可能だと思います。しかし先ほど申しましたよう

に、定員いっぱいの園だけの入所を希望されますとですね、すぐ入所は厳しいということになります。

このような状況ですので、就労されて、保育にかける状況で、なおかつ受入可能な保育園を希望され

ればですね、待機することなく入園ができるというふうに思っております。先ほど言いましたように

６園のうち２園ですのであと４園はですね、入所できますので、そちらの第２希望なり第３希望でほ

かの４園でもいいということであればですね、入所できるというふうに思います。 

 それから、保育料についてでございますが、まず４月現在の入居状況の中で、荒木議員がおっしゃ

います低所得者世帯の７階層までのかたが１８８名です。これは２６.５％の割合です。それから５階

層以上の方、これは所得税のかかる方ですが、５２２名で７３.７というパーセントでございます。そ

れから、現在大津町に就学前の児童が何名いるかと申しますと、大体１９１２名の就学前の子どもた

ちがおります。そのうち保育所に入所している児童が、先ほど言いました７３８名、それから公立・

私立と合わせた幼稚園の入所が６７１名ですので、いずれかの保育園、幼稚園に入所されている方が

７３.７％という割合ですので、残りの５０３名の方、２６.３％の子どもたちは家庭での保育という

ことで、お母さんなりが保育をされているという状況です。保育料につきましては、今、荒木議員が

おっしゃいましたように、平成１９年度に値下げをいたしております。これは菊陽町と同程度という

ことで、２階層だけ大津町が千円安くなっておりますけれども、あとは大体同じということで値下げ

をいたしております。 
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 それから、合志、菊池市と比較しますと５階層以上の所得については、大津町の方が千円から５千

円安くなっておりますけれども、４階層までの所得税額だけの世帯以下については、逆に千円から２

千円大津町が高いという状況、これはもう荒木議員調べられておると思いますけど。熊本市も先ほど

荒木議員がおっしゃいましたように４階層で大体５千５００円ぐらいの差でございます。高い、所得

が高い層につきましてはですね、一番高い１０階層になると１万３千円ぐらい大津町の方が安いとい

うふうな状況でございます。阿蘇市と、それから南阿蘇についてもですね、大体同様の数字、今、荒

木議員がおっしゃったような料金設定でございます。保育料につきましては、それぞれ市町村が地域

の状況とか、あるいはその他の子育て事業を考慮されてですね、各階層の金額を設定されております

ので、階層ごとの負担をどう考えるかという点においては、保育料すべての階層を近隣市町村の最低

水準に設定するといいますかですね、それは非常に厳しいのかなという状況はございます。 

 それから、１９年度に値下げをしまして菊陽町と同じにしましたけれども、そのときの町負担額の

増額の金額ということですけども、当然保護者の負担額が減りますので、町負担が増えると、という

ことになりまして、その町負担額の増額については、約１千２５０万円ほど１８年度よりも町の一般

財源の負担が増えているという状況でございます。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 子育て支援の日本一の大津町づくりということで、看板はまだ掲げて頑張っ

ております。今、保育園関係につきましては、担当部長が言ったような状況でございます。しかし我々

としては、保育園だけが子育て日本一というわけにはいかないと。おっしゃるように共稼ぎの方々、

あるいは働いておられる方に対しての支援はどうであるかというようなことで、例えば保育園関係に

つきましても延長保育、あるいは一時保育、あるいは障害児保育、そして大津町の公立の保育園では

休日保育などを支援しております。もちろん、延長保育ついて大津町は夜の８時まで見ようというこ

とで本年度から頑張っておるところでもあります。また、その他地域におきましても町内３カ所で子

育て支援事業ということで、病後児保育や子育てサポート事業など、それぞれの事業を行わせていた

だいております。そしてまた今回、子育て支援センターというものをしっかりと充実するために、老

人福祉センターで行っておりましたけれども、その辺の改修ができれば、向こうの方にしっかりとし

て子育てに力を入れていきたいというふうに思っております。いろいろな子育てについては課題事項

いっぱいありますけれども、その保護者のニーズに合わせる、そういうものをしっかりと聞きながら

やらせていただきたいというふうに思っております。今ひとついろいろ問題になっておりますのは、

病後の保育はやりますけれども、病児関係の児童の保育関連等について、医師会とか、そういうとこ

ろとご相談をしておりますけれども、なかなかその辺の医師の対応なり、いろんな形の対応をやるこ

とについて、町独自でやれば医者、あるいは看護婦関連等の充実を図っていかなくては無理というよ

うなことでございますけれども、もう１、２年前から話を進めておりますけれども、医師会としても

なかなか厳しいようでございますし、また医師会に入っていないところについても、病院についても

ご相談を申し上げておりますけれども、担当に行ってこいというけれども、窓口で追い払われるとい
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うようなことで、なかなか厳しい状況になっております。いろんな形で子どもたちの健全で、そして

また親たちが安心して生活できるような、働きできるようなためにも、保育園関係もしっかりと、幼

稚園関係もやっていかなくちゃならないんじゃないかなと思います。幼稚園関係も、私立幼稚園につ

いてもしっかりとやっていただいておりますので、私立保育園の入園料の補助も公立並み、同じよう

な形で補助をやらせていただいております。そういう問題とともに、やはり子どもだけの日本一じゃ

なくて、介護関係でもいろいろと働いておる方が親の介護、あるいは夫婦の介護というような大きな

課題を抱えておりますので、大津町についてはそれぞれの方、そして特に若い人たちが大津町に来れ

ば子育てについて非常に進んでおるというような口コミの中で、多くの方々が今大津町に家を建てた

りいろんな形でお住みになられておるということで、大変うれしいことでありますけども、一方では

それなりの対応をしっかりやっていかなくちゃならないというふうに思っておりますので、その辺を

ご理解いただきまして、日本一についてのご支援もまたよろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） いつもその保育園だけが子育てではないというふうに、確かにそれはそうで

す。しかし、保育所というのは児童福祉法で規定して、地方自治体が必ず措置をしなければならない

という、義務づけられた、それほど大切な子育て支援であります。また、とりわけ女性がですね、社

会進出、大津町でも男女共同参画社会ということで、女性の社会進出を大切にするというか、親の社

会的進出。それから、そういう働く親の子どもたちが健全に健康に楽しく育っていくという上では、

もう絶対欠かせない、そういう施設であるし、またこれからそうやって働く女性が、とりわけ女性で

すね、増えれば増えるほど保育所のニーズは高まってくると私は思います。それでですね、子育て支

援日本一、看板は下ろさなくてあった方が都合がいいといえば都合がいいですね。しかし、せめて菊

池郡市ぐらいですね、大津が一番安いんだよというぐらい、それぐらいだったらどうでしょうかね。

一つはですね、ちょっと担当部長に聞きますけど、阿蘇市は何でこんなに安いかて、何か分析したこ

とはありませんか。あるいは、熊本市ですよ、これだけ安くすると相当熊本市は持ち出しが、人数が

多いですからね、相当財政持ち出しがあるはずですよ。担当部長に聞いても急だから、町長に併せて

聞きますけど、あまりにも差があるじゃないですか。１カ月５千円とか７千円ですよ。それも所得の

低い人たちですよ。少なくても菊池市、合志市あたりよりも優れているぐらいの努力が私は求められ

ると思いますけど、どうでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 保育園関係の料金でございますけれども、おっしゃるように安いに越したこ

とはありませんけど、しかし中の内容のサービスはしっかりとしたものにやっていかなくちゃならん。

そのためには、職員のやはり働きがいのあるような給料体制もしっかり取っていただけるんじゃない

かなというふうに思っておりますし、町といたしましてもおっしゃるように、就学前の子どもたちも

多く今なってきております。そういう意味におきまして、今回は一字保育園も新たに建て直されるし、

あるいは杉水保育園の方も東の方に運動場改良しながら何かをやりたいという話がもう出てきており

ます。そういうような形の中で、我々としては、まずは場所、受ける場所なり関係をやっぱりしっか
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り待機児童を無くすというようなことを第一目標にして今やらせていただいておりますので、若干こ

れは落ち着いてというか、将来について十分検討をしていくような方向で考えていきたいというふう

に思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長兼ねて子育て支援課長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 阿蘇市と南阿蘇の保育料についてはですね、担当にお聞

きしましたら、合併をされたときに安い市町村に合わせられているということはお聞きしております。

将来的には、逆に増額をしなくちゃいけないのかなというお話は担当の方からは聞いております。熊

本市の場合はちょっと調べておりませんのでわかりませんけれども、ただ私どもの階層別の中で、例

えば多子世帯の３人目以降は無料であるとか、それから母子世帯とか父子世帯、それから障害者のい

る世帯は無料にするとかですね、それから２人同時入所の場合は下の子どもさんは半額であるとか、

そういうことで調べてみますと、大体４階層までのうち１８８名と先ほど申しましたけれども、９０

名の方、約５割近くの方がこの半額なり無料なり、あるいは２千円引きなりの恩恵を受けられている

ということだけは調べております。 

 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） これで終わります。２人目の半額とかは、多分どこも一緒だと思いますので、

また研究して頑張りたいと思います。終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。３時１０分より開会いたします。 

午後２時５９分 休憩 

                    △ 

午後３時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ８番議員、月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） こんにちは。公明党の月尾純一朗が一般質問をさせていただきます。 

 大津町の上井手に多くのホタルが帰ってきました。夜の９時ごろになると、大松山の下から立石橋

まで無数のホタルが乱舞する姿が見られます。私も犬の散歩をかねて帰ってきたホタルたちに会いに

行きます。子ども連れでホタル見物に来ている数組の家族を見ることもあります。上井手がホタルが

すめるようなきれいな川になった証拠だと、立石団地の下水道工事を含めて町の環境行政に拍手を送

りたいと思います。しかし、まだまだ改善すべき箇所は多々あり、さらなる努力、取り組みをお願い

しておきたいと思います。本日は、 

１、町有林のスギ・ヒノキの間伐材を生かせ 

２、前立腺がんの取り組みの強化を 

３、新設される子育て支援センター空き地に芝生広場を 

の３件についてお尋ねいたします。 

 第１問目、町有林のスギ・ヒノキの間伐材を生かせについてお尋ねいたします。大津町には、スギ・
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ヒノキをはじめ大変広い面積で町有林があります。熊本１００万都市ゾーンの中にあって、この広大

な森林は、砂漠のオアシスであります。大津町が胸を張って他市町にアピールできる宝であります。

このスギ・ヒノキを守り育てていくために、間伐が繰り返し行われます。その間伐されたスギ・ヒノ

キは、搬出されることなく、そのまま山に放置されています。小さい枝葉はすぐに腐ってなくなりま

す。しかし、ある程度大きくなった幹などは、６、７年から１０年ぐらいかけないとなくなりません。

切り倒されたまま放置された姿は、余りにも無惨であり、山を愛する、山に感謝するという姿勢から

はかけ離れたものと言わざるをえません。そして何よりももったいないという思いが生ずるのは、決

して私一人ではないと思います。放置される理由は、はっきりしています。搬出にお金がかかるから

です。それはわかります。では、黙ってそれを見ていていいのか、私はノーだと思っています。大津

町としてこれまでこの利活用について検討されたことがあるか、現在研究・検討されているかお尋ね

いたします。 

 次に、いわゆる化石燃料の限界を迎え、新エネルギーと呼ばれるものが注目を集めています。とい

うより、既にエネルギーの主力となっています。その中で、建築廃材や解体建築物のチップが燃料と

なり、電力を生み出しているという報道が先日のテレビであっていました。大津町には建築廃材はと

もかく、大量の間伐材があります。これらを有効利用して新エネルギーとする考えはないか、お尋ね

いたします。 

 １問目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の町有林の間伐関連等の利用についてでございます。議員おっしゃ

るように大変木材関係も昨年よりも半額というような形で、１立米８千円近くになっておるようでご

ざいます。もちろん、大津町としては銘木というような形で今育成を図っておりますけれども、お話

によると４０年生の木材を貼り合わせて使った方が強度は強いとか、いろいろな形で、そちらの方が

金になりゃしないかなという話も聞いておりますけれども、それはともかくとして、我々も町有林の

間伐関係の残り材料というか、有効利用というものについてはどう考えておるかというようなことで

ございますけど、もちろん議員おっしゃるように、製紙用のパルプや燃料用チップ関連等に活用すれ

ばいいわけでございますけれども、その辺のコストの問題もございます。もちろん、県の林野庁につ

いてもそのような補助事業もいろいろとやられているようでございます。そういう補助事業に則って

やれるかどうかというのがなかなか取り組みにくいところでございますけれども、大津町として今、

森林組合をはじめとするところによって、各種イベントの折りの子どもたちに木工教室を開きながら

イスや、あるいは机、あるいは本立て、いろんな形で子どもたちに自然の親しみ、そしてまた大工道

具の使い方というような教育の面からも指導していただいております。しかし、わずかな材料でござ

いますので、それに対応するのはなかなか厳しいようでございます。今後についてもいろいろと各エ

タノール関係の研究も今日の新聞にも載っておりましたように、２００円かかるとか、いろんな形で

のコストの面が一番問題になっております。あるいは、杉の葉での考慮というような形もされておる

ようでございます。それぞれ今、研究なりやられているけども、これが商品化になるのにはまだちょっ
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と時間がかかるようなお話でございます。そういう意味におきまして、今後の開発につきましても、

十分その町有林の間伐とか、下刈りした後の木についてはどのような形で進めたがいいかというのは、

今のところ検討が我々としてもついてないというような状況でございますので、この辺につきまして

も森林組合をはじめとする皆さんで活用できるような形をお願いできればなというふうに思っており

ます。例えば、今、役場の下の方に間伐を利用いたしまして緊急対策関係の宣伝の看板をつくってお

りますけれども、こういうものをうまく地蔵まつりとか、いろんな形で提灯をつくりながら祭りのイ

ベントにうまく活用できないかなというような検討もさせていただいておりますので、何らかの活用

方法を見つけ出して大津町からこの発信ができるようなものができればなというようなことで、今、

そういう模索をさせていただいておるところでもあります。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 月尾議員のチップ関係の、燃料関係の利用でございますけれども、まず大

津町の現状を申し上げますと、町有林の切り捨て間伐でございますが、一般的に植栽を３５年未満と、

胸高の直径が１４センチ以下の木でございます。間伐を山林に放置しております。これは、今おっしゃっ

たように搬出しても通常の土場的な防護策、杭ですね、それから垂木等にしか需要がないということ

でございます。３００円程度にしか取り引きがされませんので、町長が申しました搬出費用等で赤字

が出るという経済的理由もございます。また、森林関係も含めたところ、あるいは県あたりの指導で

ございますけれども、パルプの燃料用といいますか、ペレット等の利用が進められているのも現状で

ございますけれども、それにおけるところも費用面からいっての研究所等で、これは山口県だったと

思いますが、そういうところでは一応試験的にされているところでございます。私が昨年ですか、石

川県の方に勉強させてもらったときには、大々的に大きな２０億円といいますか、そうした事業でか

なりの取り組みをされている、民間で取り組みをされておりましたけれども、なかなか現実的には採

算性が今では検討中ということの事例は聞いているところでございます。 

 それから、町有林の今出ましたスギの木の植林でございますが、今は植林の状態はしておりません

けれども、先ほどおっしゃっています切り捨ての間伐ですね、年々減少しております。この数年間は

瀬田裏の植林からの１５年程度の山林を毎年２ヘクタールほど間伐する部分がございますが、搬出、

間伐等の育ちの悪い木と切り捨ての間伐の対象にはなるのかなと思うところでございます。現実は、

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 日本には、世界に誇るべき省エネ、それから環境技術があります。また、物

や資源を大切にするもったいないという考え方や豊かな自然と共生する文化を育んできた歴史もあり

ます。こうした強みは、先人達の努力や毎日の生活の積み重ねによって得られたものであると思いま

す。新エネルギーをはじめとする環境問題は、緊急の対応を求められていますが、同時に長期的な課

題も含んでいます。大津町の中で広い面積を占める森林は、二酸化炭素の吸収源、環境負荷の少ない

木材の供給源であり、地球温暖化防止に貢献する重要な緑の社会資源であると思います。そういう意

味で、積極的な整備活用が重要であると思っております。そのために、林内路網の整備とか、後世の
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林業機械の導入促進等のよる低コスト化を図ることも必要ではないでしょうか。森林資源を核として

地域産業を再生、創出し、山村地域を中心に雇用を創出することが今望まれております。環境保全、

水資源涵養という立場で大津町が果たすべき役割を考えたときに、あるいは雇用対策という観点から、

あるいは新エネルギー創出という観点からしっかりと今後も検討を重ねていっていただきたいと思い

ます。 

 第２問目に移ります。前立腺がんの取り組みの強化についてお尋ねいたします。前立腺がん、５０

歳以上の男性の大半がかかるとされ、男性のがんによる死亡の中で現在第６位です。これが近い将来

第２位に浮上すると言われております。この前立腺がんも早期発見、早期治療することで死に至らず

に済みます。早期発見するためには、ＰＳＡ検査をすればよいわけですが、ＰＳＡ検査は現在大津町

ではふるさと総合検診ではオプションとなっております。この受診率がどうなっているか。大津町で

は受診率を上げるためにどういう対策を取っているか。受診を希望する人に全額助成する考えはない

か、お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 前立腺がんの取り組みの強化のご質問でございますが、大津町の受診を希望

するすべての人に全額を補助するようなことも考えていただくというようなことについてご答弁を申

し上げます。前立腺がんは、前立腺肥大症と同様６０歳以上に多く、その発症の平均年齢は７０歳と

なっておると聞いております。また、これに関する人口は高齢化や食生活の欧米化に伴い年々増加傾

向にあり、死亡者も増えてきています。約９千人と言われておりますが、前立腺がんは早期発見でき

れば治癒率が高いとされ、定期的な検診が有効です。大津町におきましては、早期発見により適切な

治療へつながるために、平成１７年度から４０歳以上の男性を対象に検診の公費助成をさせていただ

いておりますが、検診の方法としては、血液検査による前立腺腫瘍マーカーＰＳＡの診断を行ってお

ります。自己負担は７４歳までが５００円、７５歳以上が２００円、それぞれ３割負担で検診できる

ようにしております。近隣市町村を見ますと助成がないところが合志、菊池市は助成がなし、また助

成率が低いところで菊陽町は年齢に関係なく自己負担は５００円があり、近隣町村と比べまして推進

しているのではないかと思っておりますが、受診実績は平成１８年度は１６４人、平成１９年度は１

８４人、平成２０年度は２２２人と増加傾向にあります。平成２０年度の実績を詳しく分析しますと、

２２２人の受診者のうち２０人は精密検査が必要とされ、その中で２人ががんの疑い、４人が前立腺

肥大でしたという結果が出ております。米国では、１９８０年代後半からＰＳＡの検診が導入され、

前立腺がんの死亡率が３１％減少したという実例があります。食生活が欧米化した現在、前立腺がん

の上昇が十分予想されますので、当町としても近隣市町村の状況を把握しながら、今後さらに検診を

啓発、推進していかねばならないというふうに思っております。議員おっしゃるように、テレビ等で

も前立腺がんについての増加傾向とその対策について十分今後検討をしていかなくちゃならないとい

うふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 月尾議員の一般質問にお答えいたします。 



 78

 市町村が行うがん検診経費は、平成１０年度に一般財源化され、平成２０年度からは健康増進法に

基づき市町村の努力義務に位置づけられております。しかし、今般の経済危機対策の中で、女性特有

のがん検診推進事業が予定されております。議員さんもご承知だと思いますけれども、県の情報によ

りますと、この国の補助事業は平成２１年度限りの措置として位置づけられており、平成２２年度以

降の事業の実施については、本事業の成果を検証の上、検討していくとの見解でございます。一方、

男性特有のがんとして前立腺がんについてですが、先ほどから町長の方も答弁しておりますように、

全国のがん罹患数において第４位となっているようでございます。近い将来胃がんや結腸がんを追い

抜き、肺がんに継いで第２位の罹患数となると予想されております。前立腺は年を取るに従い、その

機能が衰えてきます。前立腺がんは、前立腺肥大症と同様６０歳以上に多く、その発症の平均年齢は

７０歳となっております。また、罹患する人口は高齢化、先ほどあっておりますように、食生活に非

常に関係しているということで、年々増加傾向にあるようです。 

 以上のことから、前立腺がんにつきましては、健康増進法の中には入っておりませんけれども、２

位となっておりますけれども、今回の国の経済危機対策の一つとして実施される女性特有のがん、乳

がんとか子宮がんでございますけれども、そういったがん検診対象年齢など検診内容がまだ不明な点

がございます。そういうものがですね、明らかになって、今後市町村のがん検診事業の全体の見直し

をしなければいけない時期が来ると思いますので、そのときまた併せて検討したいというふうに考え

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 今、お話がありましたように、このほど国の政策として女性の乳がん、子宮

頸がんの受診について、全国どこで受けても無料というクーポン券を発行することになりました。私

たちは、今年の４月にがんの受診率を高めよう、取り組みを強化せよと国への要望として署名活動を

しました。その一人として、今回の早い対応について大きな喜びを感じるものであり、ご協力をいた

だいた皆さんに心から感謝を申し上げたいと思います。今回の一般質問は、その結果を受けて行って

いるわけですが、女性の乳がん、子宮頸がんと同じく前立腺がんは、我々男性にとって極めて重大な

問題であると思っております。５０代、６０代が多く発生し、しかも死に至る順位も高くなってきて

いるという事実を決して見過ごしてはならないと思っております。社会や家庭で中核として一番力を

発揮しなければならないときにがんを発病し、苦しまなければならない、あるいは亡くなってしまう、

こんな悲しいことはありません。いずれ国としても手を打ってくるとは思いますが、事が事だけに全

国に先駆けて大津町が何らかの取り組みを進めるべきではないかと、先ほどの町長のあれでは近隣市

町村よりも進んでいるとお話ございましたけれども、ＰＳＡ検査で早期発見し早期治療をすれば命が

助かるわけです。これについて、全額補助を大津町でしていただきたいというふうに思っております。

もう一度その辺ができないか、お尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 部長が言いましたように、今後のことについては十分全体的に検討をさせて

いただきたいと思います。 
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○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） ３問目に移ります。新設される子育て支援センター空き地に芝生広場をにつ

いてお尋ねいたします。今、アルコール工場跡地に子育て支援センターの新設が進められています。

この建物の東側の広大な敷地に芝生広場をつくり、子どもたちに提供する考えはないか。校庭や公園

の芝生化が全国で広がっています。校庭の芝生化については、私は過去の議会において質問をし、提

案をさせていただいております。私は、子育て支援センターは子どもたちが１日中いて遊べる場所で

なければならないと思っています。子どもたちが裸足で遊べる芝生、日陰をつくる樹木、子どもたち

や一緒に来た親、あるいは祖父母たちが健康増進を図れる健康遊具を設置する考えはないか、お尋ね

いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 子育て支援センターの東の部分についての活用でございますけれども、この

前は高齢者用の健康関係の広場にどうかというような提案もあっておりますし、今回は子ども育てに

ついての子どもたちが楽しめるような公園をというようなことでございますけれども、子育て支援セ

ンターについては、本年度で事業開始をやりますけれども、今後についてはこれから検討をさせてい

ただくために、今、担当の方で説明なり、アンケート調査を取りながらやっておりますので、担当部

長の方からその辺の状況についてご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 月尾議員の子育て支援センターの芝広場についてのご質

問にお答えしたいと思います。今、町長が申しましたように、事務所等については、現在改修を行っ

ております。議員お尋ねの東側の広場改修についてでございますが、来年度で事業に取り組もうとい

う予定でございますので、今、そのアンケートなり取っております。議員が言われますように、中心

部にある広大で貴重な土地でありまして、空間であるということは、もう誰もが認めるところであり

ますし、私たちもそういうふうに考えております。特に東側の緑地は、今芝生が広がっておりますし、

樹木もたくさんございます。その景観を活かしながら子育て広場、あるいはセントラルパークという

位置づけでですね、子どもたちはもちろん高齢者まですべての皆さんが気軽に、自由に集えるような

広場にしたいということで考えております。今年の１月に小学生以下の保護者２千人の方にアンケー

トを採っておりますけれども、その中で公園等に関しての内容を見てみますと、子ども連れで出掛け

やすく、楽しめる場所を増やしてほしいと。それからの児童公園を増やしてほしいというような、ど

ちらも４７％ございました。それから、このアンケートの中で自由記述ということで、それぞれのお

母さん方やお父さん方にご意見を求めたところ、例えば１日子どもと過ごせる場所がないとか、ある

いはお金のかからない環境をつくってほしいとか、安全な場所に遊具があって、豊富な広い公園をつ

くってほしいとか、それから遊具の充実した公園がほしい、あるいは子ども同士で集まって思い切っ

て遊べる場所をつくってほしいとか、中にはアルコール工場跡地のですね、充実した施設ができるよ

うに期待していますというふうなご意見もいただいております。来年度にこの公園をどういうふうに

するかということで、現在、近隣住民の方、中学通り、それから鍛冶の上あたりの皆さん方に２回ほ
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ど集まっていただいております。説明会をしまして、それぞれのご意見をいただいております。例え

ば、目的広場にしないでほしい、というのが、広場を何かの目的だけに使うような広場にしないでほ

しいとか、あるいは外灯とか常夜灯を設置ほしい、あるいは一人で遊べる、安心して遊べる公園にし

てほしいとかですね、出ております。それから、現在、次世代育成の行動計画を作成しておりますけ

れども、その委員さんが１５名ほどいらっしゃいまして、その意見の中で、今２回ほど会議をやって

おりますけれども、自然で草スキーとか農園とか砂場とか、裸足で遊べる芝生広場にしたらどうかと

か、森林浴のできるような樹木ももっと増やしたらどうかというふうな意見も出ております。それか

ら、ワークショップ班の方にも１回現地を見ていただいて、ご意見をいただいておりますけれども、

プレパークとか、多くの人が集える公園にしてほしいとかいう意見でございました。大半の皆様が今

の環境をですね、活かした広場、特に芝生広場は非常に貴重な芝生広場ですので、それはやっぱりぜ

ひ私たちも活かしていきたいなというふうに今思っております。そういうことで、これからまだまだ

ほかのご意見なり、アンケートは採りましたので、各方面からご意見をいただきながらですね、より

よい公園につくっていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 今、全国的に校庭でありますとか、公園についての芝生化というのは進めら

れております。文科省の方がその効果について書いている資料がありますので、それを読ませていた

だいて終わりにしたいと思います。教育上の効果として、芝生の弾力性がスポーツ活動に安全性と多

様性をもたらす。環境教育の生きた教材として活用できる。それから、環境保全上の効果としては、

強風時における砂塵の飛散防止、工事における土砂の流出防止、夏季における照り返しや気温上昇の

抑制、地域のスポーツ活動の活性化としては、幼児から高齢者までの様々なスポーツを安全かつ快適

に実施できるというふうにうたっております。積極的な取り組みについて期待をして、終わりたいと

想います。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後３時３７分 散会 
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議 事 日 程（第３号） 平成２１年６月１２日（金） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、議席に配付のとおりでございます。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 ２番議員、府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） おはようございます。通告順に一般質問をさせていただきます。 

 最初に、矢護川地区圃場整備事業についてでございます。矢護川の水の源流は、鞍岳山その南東に

矢護山、その山々に降った雨水が伏流水となり矢護川に流れ、真木、矢護川地区や菊池市の一部の水

田を潤しています。ほかにも熊本の名水として有名な諏訪水源があり、簡易水道として利用され、余っ

た水が矢護川へ流れ込んでいます。この素晴らしい水環境と土の恵みの中でおいしい米が収穫されて

いるのです。その米を矢護川地域の収穫祭で機械メーカーが食味検定をしたところ、総合評価で７９

から８０点の高い評価が出たと聞いております。これは、新潟のこしひかりの検定評価８２点とあま

り変わりない結果だったということでした。この結果を見てもおわかりと思いますが、「矢護川の米」

としてブランド化しても十分市場魅力のある売れる生産物ではないでしょうか。しかしながら、こん

な素晴らしい環境の中でも農業従事者の高齢化と担い手の減少と減反政策で休耕田が多く見受けられ

るのは寂しい限りです。今、地域の高齢者の方々が困っておられることは、一部の水路の整備ができ

てないためで、水路に溜まった泥の排除作業に一番苦労されており、それと水路の漏水による下流ま

で水が流れないときも多々あるそうです。狭い面積で大型機械での作業もできない、排水施設や農道

の整備もできてないし、意欲ある農家が規模拡大してもできないのが現状です。町長も施政方針で農

業を取り巻く状況は非常に厳しい現状ですが、まず農業の担い手を育て、農業所得の向上を図ること

が大切であると考えています。そのためには、農業経営の基盤の整備や環境整備が必要であり、それ

が経営効果を高めることにつながると考えていると述べられていますが、私も同感であります。現在、

大津町の水田総面積約８２３ヘクタール、圃場整備ができている面積が約６９３ヘクタールで、８４％

の水田が整備されています。その中で、迫井手地区圃場整備事業が工事着手予定となっております。

北部矢護川地区から真木地区においても、農業生産基盤の整備充実が重要であると思われます。圃場

整備を行い、集落営農を立ち上げ、大型機械の共同利用により高齢者の作業委託も可能になり、作業

効率化も図られると思います。矢護川地域は畜産農家も多く、そこでできた堆肥を水田に戻す循環型
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農業を目指し、化学肥料に頼らない農業を確立するよう努力すれば、もっとおいしい安全・安心な米

ができると思われます。幸いにして矢護川地域には畜産や野菜、樹芸などの後継者も２０名ほどおら

れます。それと、国の政策に沿って営農組織を整備し、大豆の団地化などに取り組めば、今より農家

の収入にプラスになると思います。今後、受益者の方々と十分話し合いを重ねていただき、その話し

合いの中で一番大切なことが受益者の負担の問題だろうと思われます。そこで、圃場整備事業計画を

進めていく上で受益者の負担を軽減するために非農用地の計画はどのように考えておられるのか。ま

た、ＪＡが圃場整備計画内に豆腐工場を建設する計画だが、ＪＡとの話し合いはできているのか。そ

れと、各集落で説明会が開催されたと聞いていますが、今後区長や区の推進委員の方々とどのように

話を進めていかれるのか、お尋ねします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） おはようございます。府内議員の質問にお答えします。 

 まず、最初は圃場整備事業を進めていく上で受益者の負担軽減するために非農用地の計画というこ

とでございました。まず、現状を申し上げます。水田圃場は、矢護川地域は１０アールに満たない変

形的な区画が多数あり、農作業に支障をきたしているのが実情でございます。このようなことから、

農作業での危険性や効率的な営農の妨げとなり、地元からも水路の改修などの要望が出ているところ

でございます。農業従事者の減少の進む中、これまでの農業生産や農地の保全を維持・増加するには、

集落営農組織や担い手の農家の育成、また農地の利用集積を進め、優良農地の確保、遊休農地の解消

が課題であります。そこでこれらの状況を踏まえ、現在、圃場整備事業の採択に向けて地元での説明

会を、第１回目を行わせていただいたところです。区画整理をはじめ道路や用排水路などの農業用施

設を総合的に整備することにより、効率のよい営農ができ、本町の主作目の１つである米について、

売れる米の産地づくり、競争力のある力強い農業、環境と調和した保全型農業の推進を図っていきた

いと思っているところでございます。また、その中におきまして圃場整備事業などの土地改良事業を

行うには多額の費用がかかり、その一部に受益者負担が伴います。この受益者負担は、現在の厳しい

農業情勢の中で大きな負担になると予想されます。 

 それから、２番目の圃場整備内に豆腐工場を建設する計画だが、話し合いはできているのかという

ことでございますが、できております。大津町の転作作物である大豆を利用することでしたので、期

待を寄せているところです。また、水のきれいな矢護川地域を検討されているということでしたので、

圃場整備事業に合わせて実施をお願いしたい旨を伝えております。現在、今言いました圃場整備の中

で歩調を合わせて進めたいと思っております。 

 それから、各集落の説明会が開催されたと聞いているが、その結果はどうなかったかということも

含めての質問でございますが、各集落での説明会では本事業の受益地、真木地区も含めてでございま

す、矢護川、それから片川瀬の合計合わせて約８０ヘクタールを想定しており、既に４月から説明会

を、第１回目をさっき言いましたように終わっているところでございます。４月１５日が上中・御願

所・護東ごと、４月２１日が役員会を開いて、それから４月２３日が真木、４月２７日が下中、４月

３０日が片俣、それから片川瀬、旭志、菊池市の方ですが、それは６月１日に実際全部地域は説明は
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終わっておるところでございます。その反響でございますけれども、出席者は上中４２名、それから

下中２４名、真木２５名、片川瀬１２名、片俣２４名、反応的には、何しろ圃場整備を進めなければ

ならないという積極的な意見をいただいているところでございます。ただ将来的なことを考えたとき

に、いろいろ事業推進は賛成をするということでございますが、まだまだいろんな意見が出てくるか

と思いますので、受益者負担金等を心配される向きもの１つでございました。 

 現状は以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。府内議員の矢護川地区の圃場整備事業等についてのご

質問でございますけれども、状況については、今、部長が申したような状況になっております。もち

ろん我々は矢護川地区におきましては、その前に今、北部畑総第１、第２というようなことで事業を

進めさせていただいて、第２も今年には終わるというような話を聞いております。そういう中で、やっ

ぱり状況はもう皆さんご承知のとおり、やはりどうやっていかなくちゃならないかというのは、もち

ろんおわかりというふうに思っております。北部畑総のときにも、いろいろゴルフ場の農薬の問題も

いろいろございましたので、それはわかっておるというような話だったんですけれども、大変町とし

ても大変苦労した経緯もございますけれども、今、やってみて現況を見られて本当によかったなと。

今、圃場整備していないところについての借り貸しも非常に厳しくて、やってあるところについては

手を挙げて来られるというような状況と聞いております。農地についてのやはり思いというのは、農

家の人は非常に先祖からの大事な土地ということで、農地の管理についても昔は個人で一生懸命やら

れ、特に豪雨のとき土砂崩れとか、土手崩れとか、自分たちで杭を打って竹籠、竹を編んで泥を入れ

るとか、そういう苦労をされておったようでございます。そういう苦労の中で、農業の方も馬車とい

う時代になったときに、その辺の道路の幅の問題とかいろんな問題で、皆さん、地域で一緒になって

道路をつくってこられた歴史がございますけれども、今はもうそのようなときでなく、地域から次は

町に管理をしなさいというか、そういうお手伝いをしていくような時代の流れになってきております。

しかし、少子高齢化というような時代において、これが大変厳しい時代でございますので、その辺の

農地や農道、水路の管理については、個人的、区でもなかなかできないような状況でございますので、

圃場整備とか、そういう畑総というような事業をやらせていただいております。国が５０％、県が２

７.５％、そして町が１３％、そして受益者負担が９.３％というような割合で仕事をさせていただい

ております。そういう中におきまして、まだまだ今おっしゃるように、個人、受益者負担というのが

大変９.３％でも厳しいといような状況でございますので、大津町のこれまでの圃場整備等については、

県道用地やあるいは公共用地、あるいは工業用地というようなことを考えながら受益者負担の軽減を

図ってきたわけでございます。ご質問のとおり、おっしゃるとおりあそこにどうするかというような

軽減負担問題については今後の課題でございますけれども、今、推進委員を決まっておるようでござ

いますし、これから推進していく中、そしてまたその事業計画等についても十分な思いを込めてやら

れると思いますけれども、その辺の受益者負担関係が出てまいりますので、それをどうするかという

形になって、町は１３％負担をやりますけれども、そのほかにやっぱり矢護川の県道赤水線から御願
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所の直線道路を今、大変車が混雑しておりますので、前々から地元の議員さんからもいろいろとお話

を聞いておりまして、広めなくちゃいけないんじゃないかなというような形でありますので、そうい

う町道を一部入れるというような事業を兼ねたところでの減歩による負担軽減も図っていかなくちゃ

ならないんじゃないかなと。もちろんおっしゃるようにＪＡの豆腐工場でございますけれども、前の

上村組合長のときからもう２年近くなりますけれども、ご相談をしながら竜門の方につくりたいとい

うような話もあっとったし、あるいはレストラン関係を飛行場の周辺につくってやりたいという、あ

の韓国からの観光客と、そういう話の計画がなされておりましたので、いろいろ町も相談しながら農

協と圃場整備の関係の負担軽減につながるということで、ぜひ矢護川の方にお願いできないかという

ような相談は進めてまいっております。ＪＡさんも、もうすぐにつくりたいというようなお話でござ

いますけれども、うちの方の圃場整備が若干遅れておりますので、その辺を考慮していただきまして、

農協とも十分相談しながら我々の圃場整備の中の１つの支援としてお願いできればなという思いをし

ております。もちろんあそこに豆腐工場ができて、全部そこで経営が成り立つかというのは大変厳し

い状況というふうに農協の方も思っておられると思いますが、我々としてはあの地域が今ホタルとか、

ある景観をどう活かすかと。そのためには矢護川公園もできておりますけれども、あの公園も活用し

ながら、あるいはコミュニティセンターもできております。そういう全体的なものを考える中で、圃

場の面をどのような形でつくったがいいかというような、あの地域全体を観光というか、景観にお客

が来ていただくというような形でやってもらえればなという思いをしております。そういう意味にお

きまして、部長が言いましたように地産地消のものをあそこでどう販売しながら広めていくかという

一つの出発点というか、起点になるんじゃないかと思います。矢護川の米は、議員おっしゃるように

昔からおいしい米というようなことで、我々もどうにかならないかなというような思いをしておりま

したので、やはりこういうときこそ地域の皆さんと一緒になって新たな地産地消の出発点につながっ

ていければなという思いをしております。そういう意味におきまして、ぜひ矢護川地区の圃場整備に

ついても、議員の皆さんをはじめ地域の皆さんとともに推進ができるよう今後とも町としても圃場整

備面工事だけでなく全体的な観光面を兼ねたところの商業の活性にもつながっていけるんじゃないか

なという思いで取り組ませていただければなという思いをしております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） 今、町長の方から前進的な返答をいただきまして、希望が持てる圃場事業にな

ると思います。米の価格下落と生産費の高騰や農家の高齢化など、厳しい現状がありますけれども、

圃場事業に対する期待も大きいようでございます。さらなる事業計画をお願いしたいと思います。 

 それと、ＪＡが圃場整備事業予定地に豆腐工場を建設計画をするというならば、矢護川公園と一体

化し、自然などを活用し、癒しと体験学習施設や試食コーナー等の体感できるツーリズム観光を取り

入れた施設などを計画し、地元で取れたおいしい米と大津産大豆でつくった豆腐に平川地域で採れた

甘藷や野菜等、付加価値を付けて一緒に提供すれば、生産・加工・販売ができ、北部地域の活性化、

また地産地消にもつながると思います。今後、行政とＪＡが一体となって創意工夫しながら事業計画

を進めていただきたいと思います。 
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 次の質問に移らせていただきます。 

 ２番、農業新規参入希望者に対する対策は。担い手不足が深刻になっている現在、大津町でも他の

産業に従事していたＵターン就農希望者や新規参入希望者等に対して将来の地域農業の担い手となる

人材育成確保を図っていくために、町としてどのような対策を考えているのか。新規参入希望者から

土地の相談があった場合、指導等の対策にどのようになされるのか、お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず、状況を申し上げます。大津町における新規農業希望者に対する支援

といたしましては、農業委員会による農地の斡旋及びスーパーＬ資金等の近代化資金などの制度資金

を利用する利子補給の助成、それから後継者対策としまして大津町農業後継者対策協議会という組織

がありますが、そこに補助金を交付して活動を支援させてもらっているところでございます。また、

新規就農者への相談業務等を行っている熊本県の後継者育成基金の事業を紹介するなど、関係機関と

の連携、協力する中で就農支援を推進してきているところでございます。 

 それから、農地の相談があった場合の対策について申し上げます。近年、農業者の高齢化や都市部

への労働力の流出等を背景に農業の担い手が不足して、また耕作放棄地が増加しております。担い手

不足を解消するといいますか、それから耕作放棄地の増加をくい止めにはどうするかということでご

ざいますが、これも併せて新規就農を確保することは重要だと考えているところでございます。これ

は、全国的に農業への新規参入が増加傾向にあると言われているところでございます。それから、農

業を行う場合には農地法第３条の許可の基準の１つに下限面積が設定されております。農地の権利取

得後の経営面積は原則として大津町は５０アールが必要となります。新規就農については、下限面積

の確保が最初の難関といいますか、そのことも想定されているところでございます。農地の農業機械

などの就農にあたっては確保することが一番になりますが、その農業を始めようとする方々にとって

直面する大きな課題の１つではないかなと思っております。ちなみに、具体的な新規就農になった場

合の支援体制等がございますが、ちょっと若干紹介させていただきたいと思います。まず、新規就農

は農業後継者の方とは違いまして、新たに始めるということでございまして、大津町におきましては

２１年は正式にはまだ出てきていないところでございます。１８年から１９年にかけて下町の方が新

たに新規就農をされておるわけですが、この相談におけるところに県も進めております補助対象とい

うのがございます。この補助対象の条件といいますか、できるだけ意欲的な方々の意を察して採択要

件も柔らかくなっているところでございます。まず、その柔らかな部分というのが、年齢的には企業

等が関連がおっしゃったＵターン部分のこともありますけれども、３９歳以下とあることで、まず設

定を県は要件を決めているところでございます。それと遡りまして、この新規就農される方の機械施

設の導入等を含めまして最大４００万円等の補助金等が助成をされます。このことは、平成１９年度

以前にされた方も対象となるということでございます。もう１つは、当然農地を使う場合にトラクター

防除機等の施設でございますが、通常の近代化資金の利子関係が無利子ですね、の補助関係等も緩和

されておりまして、意欲的な方は、これが私たちは一番の支援の方策の中で説明をさせてもらってい

るところです。これが現状でございます。 
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 以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新規就農者についての状況と支援については、今、部長が申し上げましたと

おりでございますけれども、おっしゃるようになかなか新規就農というのは厳しい状況にあると思い

ます。今、下町の方は今、部長言われましたように大分大きい、もともと大きくやっておられた方で、

それぞれの人たちの土地をお借りしながらやっておられたという話ですけども、ほかに１、２、私も

知っておる方がおりますけれども、矢護川の方で米をつくろうというような形でやられておりました

けれども、途中でやめられたり、あるいは今、代わりに息子がやっとったけれども、やはりこの就農

については所得も上がらない、きつい、時間は１日中やらにゃいかんということで逃げ出す人もおる

ようでございますけれども、お借りした土地を耕作する中で、そういう小さな就農について５反以上

の、農地法の３条にありますけれども、それを買い求めて継続的に、将来的にやろうとする人はなか

なか厳しいんじゃないかなと思いますし、また農家の人も昔からのその農地に対する思いがあります

ので、すぐその安く売ろうというようなことについてはなかなか踏み込めないので貸してつくってい

ただくというような方向に今あるんじゃないかなと思いますので、しかしおっしゃるように今後の耕

作遊休地をどう活かすかということになると、やっぱり都会の人たちがやっぱり農業を楽しむ人、あ

るいはそういう勤めた後の方というのがやっぱり１０年間ぐらいはできるというような思いがあるん

じゃないかなと思いますので、そういう人をうまく我々としては募集というか、お願いしながら遊休

農地の耕作していただいて、そしてお友達においしい米なり、大津の特産についてＰＲしていただけ

れば地産地消の一環となってつながっていくんじゃないかなと。そういう思いの施策というか、そう

いうのを今後やっていかなくては厳しい状況になるんじゃないかなと思います。そういう意味におき

まして、そういう人であれば、今おっしゃるように、小さな、圃場整備しなくても２、３反のあの小

さな土地でもいいんじゃないかなと思いますけれども、やっぱり昔のようなその手仕事では能率が上

がらないというか、そういう形の状況でございますので、やっぱり面工事をしながら、そして農作業

の上がる形のものをやっぱり地域の皆さんと一緒になって応援を、地域も応援してやるというような

気持ちをですね、共同作業的な精神を持って就農者の支援をやっていくというようなことが大切じゃ

ないかなと思いますので、これにつきましてはやはり農協や行政はもちろんですけれども、地域の皆

さんの力が就農する人たちに対して思いをしっかり支援するのが一番大切じゃないかなという思いを

しておりますので、今後について地域の皆さんとともに新しい就農者というか、農業を楽しむ人をど

う支援していくかというのを今後検討していかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内隆博君。 

○２番（府内隆博君） 本当にやる気のある若い新規参入者や就農希望者が１人でも多く担い手に育つ

よう手助けをお願いいたします。 

 これで、私の質問は終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 続けて行います。 

 ３番議員、吉永弘則君。 
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○３番（吉永弘則君） それでは、３番議員吉永が通告に従いまして一般質問を行わせていただきます。 

 昨年後半からのアメリカのサブプライムローンに端を発して世界的に金融経済の悪化を招いている

ことには、マスコミ報道等を通じて皆さんご承知のことと思っております。１００年に一度と言われ

る恐慌に、現在我々は直面しているのです。我々は今こそ、全員一丸となって知恵と工夫を出し合っ

てこの難局を乗り越えなければならないと思っております。 

 そこで、１つ目の質問でございます。まず、農業・商業・中小企業の振興と集落の活性化方策です。

全国的に地方の農村、商店街の疲弊は目に余るものがあります。当大津町は振興総合計画を平成１８

年に制定され、農・工商・併進のまちづくりとして大きな５つの振興方策を上げられております。基

本構想は１０年間ですが、基本計画達成は平成２３年の３月が目標とされています。これまでは警告

に沿った形づくりはできているようですが、これからが問題です。机上の計画だけでは、その実践目

標に近づくことは非常に難題かと思われます。何よりも、その施策に携わる人材が重要かと思われま

す。それぞれの施策に適する人材、これは何も役場の職員だけとは限りません。県、ＪＡ、商工会、

企業、この策定委員会等を巻き込み、研究議論し、目標達成に向けて早急な対応を望みたいと思いま

す。また、振興計画の策定委員会での進捗状況等の説明会等は行われておるのか、お尋ねしたいと思

います。 

 次に、集落の活性化策です。高齢者や農家が主体の集落においては、将来限界集落化に近い状況に

なりつつあるように思われます。現に私の集落においても６０歳以上は全体の４５％弱であり、小学

生児童はいません。魅力がないから後継者が去っていくといった傾向に歯止めをかけなければならな

いと思っております。昨日、同僚議員からも農業問題について質されたとおりでございます。ただ、

幸い当町にはですね、各集落、各地区に対して担当職員を配置されています。先日の熊日報道にも掲

載されていました。町民にとっては大変心強いことだと思っております。その配置担当職員が中心と

なって、区長、区の役員、それと区の消防団等々と議論を重ね、集落の未来、将来、５年先、１０年

先を描かなければならないかと思います。集落があるからこそ農村の美しい景観が保たれるのです。

集落が消えれば、そこに雑草、雑木が生い立ち、環境面の悪化にもつながります。集落の育成、存続

への取り組み強化をお願いしたいと思っております。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 吉永議員の農業・商業・中小企業の振興と集落の活性化についてのご質問で

ございますけれども、おっしゃるように大変厳しいときを迎える中でどのような農業経営をはじめと

する中小企業の皆さんの振興を図っていくかという、大変厳しい状況はもう自覚しております。そう

いうような中で、国の方もそれなりの政策を打ち出しながら今進めてきております。そういう意味に

おきまして、集落関係の高齢化に伴いまして、やっぱり後継者の問題もございますけれども、先ほど

から申しておりますように、個人での農地や、あるいは農村周辺の管理運営というのはなかなか厳し

い状況でございますので、国は農地・水・環境保全事業というようなもので各地域におきましての農

家でなく、一般の皆さんとともに保全をしていこうというような事業を推進しておるということでご

ざいまして、大津町についてもそれぞれの地域において頑張っておられる状況にありますし、ただこ
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れが昔で言う区役というか、そういう形で進められておりまして、それも苦になるような方もおられ

るような話でございますので、やはりその辺の教育というか、体験とか、そういうものをやっぱりしっ

かりやっていかなくちゃならないというふうに思っております。そういう意味におきまして、大津町

におきましては、各種イベント関連等についてもそれぞれその楽しさを経験してもらうというか、お

もしろさを覚えていただくような人材育成というか、子どもたちにそのような教室なり、いろんなこ

とをやらせていただいております。今日の新聞にもある南の地区の人が南小の子どもたちや幼稚園の

子どもたちを「どろんこ学校」というか、そういうものをやっておられますけれども、農地・水関係

についてもしっかりと田植えの学校や稲刈り体験というような形をしながら、熊本市の子どもたち、

あるいは地元の子どもたちと一緒になってそういう体験コーナーをつくったり、あるいは山では大工

関係の物づくりの学校を開いて、いろんな形で子どもたちに体験し、そしてそれについてくる保護者

の皆さんにわかっていただいて、農業の厳しい中での楽しさやあるいは林業関係の厳しさも知ってい

ただくためには、全体的にご協力をしていただくというか、全体でやっぱりやらにゃいかんと。これ

は、その地域地域だけではなく、全体がやらにゃいかんなというようなことでございます。議員の地

元にも岩戸の里のグラウンドゴルフのところに迫を、錦野井手の組合長さんをはじめとする皆さんが

足湯をつくられたと聞いております。その足湯についても、やはり行政でなく地元の人がそういう形

で立ち上がりつくられたというようなことに対しては、私たちは非常に模範となる一つの事業ではな

いかなというふうに思っております。そういうふうにして地元が立ち上げ、そこにお客が寄ってくる

ことによって農業が強くなれば、なってこそ商業の発展にもつながってくるんじゃないかなと。これ

は農業だけで考える問題ではなく、農業も商業もそれぞれ、工業も一体となって頑張っていただくと

いうことが一番大切じゃないかなというふうに思っております。そういう意味におきまして、いろん

な形で農地・水の関係の、先ほど緑ネット関係の事業、そしてまた迫井手関係の事業におきまして、

水苔の関係の東海大学の先生たちと一緒になって商品化にこぎ着けようという、大体見通しが付いた

という話も聞いております。そういうような商品化になれば、農業から商業というような形につながっ

ていく。そして、儲かる農業ができれば、その金が町に回ってくるんじゃないかなという思いをして

おりますので、やはり経済というのは金が回らないと仕方ないわけでございますので、その金の回る

ような対策を我々としてはやっていかなくちゃならないというふうに思っております。今の内容の状

況の詳しいことについては、担当部長の方から説明があるかと思いますけれども、私としてはそのよ

うなやり方でしっかりと農業・商業の推進を、振興を図っていかなくちゃならないというふうに思っ

ておりますので、一体となったところでいろんな形でご相談をしていくというのは、農協だけでなく、

商工会を通したところで一緒になってやっていくのが地域の活性につながってくるものというふうに

思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） はじめに、町の振興計画の中でその状況報告等行われているのかというこ

とだったと思いますが、実施しております。まず、その実施の中で、それぞれ担当課部内で十分打ち

合わせたところで政策会議等をさせてもらっております。それから、その中身につきまして、課長会
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議等、それから本当に実施するのかという庁議等を含めたところで実施の方向に進んでいるところで

ございます。 

 それから、吉永議員のおっしゃる中で、今言いました振興計画の５つの施策の柱を掲げているとい

うことでございますが、そうした各種事業を展開しているところで進んでおります。現状を申し上げ

ますと、まず厳しい状況を克服するためにも、事業計画の具現化、具体化するということが一番大事

でございます。この計画におきましては、中小企業の方の振興についても、同様に施策の基本方針、

見解方針を示しながら、事業計画を計画しているところでございます。 

 まず、急いで実施すべき事業、それからゆっくりでもいいということではございませんが、持続す

ることが大事な事業、場合によっては他の方法により切り替えた方法が効果があるといったものなど

に誠意検討しながら事業を進めるべきではないかと考えているところでございます。２１年度に集落

営農組織が行う農業機械導入に係る助成、あるいは二重の事業体の制度資金の利用に伴う利子補給な

どの助成、飼料・燃料価格高騰緊急対策資金等に伴う助成など、農家負担の軽減に対する予算づけを

行っているところでもあります。 

 それから、高齢化や後継者不足に伴う農地・地域の保全にもおぼつかない状況に対して取り組みの

強化との意見でございますけれども、これも大きな課題の１つと認識しているところでございます。 

 それから、平成１９年度から始まった、これは先ほど町長の答弁の中にもありましたように、農地・

水・環境保全対策事業などもこれからのこれらの問題の対策として位置づけできるものと思っており

ます。農家中心だった農村景観保全を地域全体や複数の地域で実施するものでもございます。これに

ついては、引き続き実施していく必要があると思われるところでございます。 

 ちなみに、集落営農関係におきましては、圃場整備が１７集落、これは何度も出てきますけれども、

さらに強化する部分ではないかなと思っているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） 今、答弁がありましたようにですね、ぜひ農・工・商併進のまちづくりに向け

た振興策、これを早急な取り組みをお願いしたいと思っております。 

 それから、集落の活性化でございますけれども、何しろ集落の活性化はやはりですね、町に頼るだ

けではなく、やはり集落が一丸となって、集落の中でやはり集落の活性化を図るのが一番かと思いま

す。ただですね、これ先般の、先月ですかね、先月の１０日前後の農業新聞でございます。集落元気

にということでですね、見出しで支援活動が始動という記事が出ておりましたので、ちょっと参考に

ですね、これを読ませていただきます。集落などの住民に地域活性化策を予言する総務省の集落支援

員の活動が本格化してきたと。専任・兼任合わせて約２千２００人が全国で活動。住民と行政への橋

渡しや地域興しの計画づくりなどにも協力し、成果も出ている。一方、支援員と地域の関係機関、支

援員間の連携など、今後の課題も明らかになってきたということで、支援員制度というのが国の方に

あるということがここに出ております。これで見てみますとですね、総務省によると２００８年度末

で千人の集落支援員は１９９人、自治会長などとの兼任は２千人、１１府県６６市町村が配置すると



 94

いうことでございます。支援員の経費は、この総務省が特別交付税で自治体を支援すると。昨年度は

千人、１人当たり最大２２０万円、兼任は最大４０万円を自治体に配分したと。総務省は、今後支援

員の増加とともに、各地の支援員の連携を強化する考えであるという、こういった記事が載っており

ましたので、当町としてですね、まずは我々としては地元でこういった集落の活性化を図るのが一番

と思いますけれども、こういったやつを今後活用する考えがあるかどうかのご質問をしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長德永保則君。 

○企画部長（德永保則君） 吉永議員の質問の中で、一応限界集落という形での過疎集落に対する地域

振興の施策という形で答弁させていただきたいと思います。町の振興総合計画で、一応まちづくり戦

略の重点施策としまして地域づくりを掲げさせていただいております。そのため、ご存じのとおり地

域住民が主体となった地域づくりという形で地区担当職員制度を設け、区長さんと連携しながら地区

活動を支援させていただいているような現状でございます。 

 それから、地域活動支援事業という形で３万円以上２０万円の補助という形で、地域住民が自ら考

え、自ら実践する地域づくり活動に対して経費の一部を助成いたしております。平成２０年度におき

ましては４００万円の補助金を支出しているような状況でございます。さらに、元気づくり大津活動

といたしまして、地域社会に貢献する目的を持った活動に対しまして、地域通貨みずみずの発行する

施策等を展開しているような状況でございます。議員が言われました総務省の特別交付税対象となり

ます地域活性化集落支援員という制度につきましては、人口流出や高齢化などにより衰退が懸念され

ております小規模集落を維持活性化するための方策でございまして、地域づくりの有効な施策と考え

ております。現在、要領、制度内容等の精査を行い、補助金の活用ができないか等を検討させていた

だいておりますので、今現在やっております制度が今年度一応終了予定という形できておりますので、

何らかの方策を検討させなければいけないと思っておりますので、その際に十分精査して検討してい

きたいと思っています。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） いずれにしましてもですね、集落の、地方の集落ですね、田舎の集落は衰退し

ておりますので、何らかの形で町としての力添えをお願いしたいと思っております。 

 それでは、２番目に移りたいと思います。観光資源の掘り起こしとＰＲ活動についてということで

ご質問をいたします。また、これまた町の振興総合計画では、北向山原生林、岩戸渓谷など、恵まれ

た自然はあるが、観光ルートとしては、また未だに未整備と言われております。ぜひこのルートの開

発、整備をお願いいたしたいと思います。このルートには、大正初期に建設された煉瓦造りの白川発

電所もあり、現在も操業している貴重な発電所です。まだまだ町民・県民にも広く知れわたっていま

せんが、このルートが整備されれば、かなりの観光客が見込まれるのではないかと思われます。これ

により、また大津温泉の入浴客も大幅に増加が期待されるのではないかと思います。先ほど町長の方

からも言われましたようにですね、また熊日新聞でも報道がありましたように、温泉の広場、南側に

錦野土地改良区理事長が今余った源泉を川に流しております。それをですね、足湯あたりに使われな
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いかということで、足湯どころを建設されました。今、グラウンドゴルフあたりに来られておる高齢

者の皆さん方あたり大変喜ばれております。このようにですね、話題性を発揮すれば温泉運営も黒字

化に進むことになるかと思います。中期計画、３年から５年ぐらいで結構ですので、このルートの整

備をお願いし、またアピールしていただいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 南部地区の観光ルートでございますけれども、いろいろと我々としても検討

をさせていただいております。国の重要文化財江藤屋敷をはじめとして、南の方の岩坂の関係の駅舎

土地、あるいは岩戸の温泉と今おっしゃった白川発電所等がいろいろとつなぎ合わせて、最終的に岩

戸の温泉で遊んで帰られるようなルートが一番大切じゃないかなと思います。我々としては、今まで

岩戸の温泉だけを主体にやってきております。そして、岩戸神社の登山口、登る道関連についても、

あれを中心にどうするかというような形でしっかりと検討をしております。あの岩戸渓谷の水をどう

通すかということで、上の方には、もう植林も大分植え尽くしておりますし、新たなところも計画を

しながらやっております。しかし、今のところ、あまり水も我々が期待するほど出ていない、落ちて

いないというような状況でございますけれども、それよりもあの神社仏閣と言われるあの神社の、も

う大分古くなってきておりますので、あの辺はやっぱりしっかりと整備しないと、あの地域の散策道

路の目玉にはならないんじゃないかなという思いもしております。そのような思いがありますけれど

も、一つ一つその肝心なところを今進めさせていただいておりますので、そういう意味におきまして、

議員おっしゃるように、やはりこれから人を呼ぶ、人が来ていただく、そしてその中で地産地消とい

うか、大津の特産を広めていく口コミというか、そういうものが一番大切であるというふうに思って

おります。議員が先ほど言われましたように、やっぱりそれには地域の皆さんの知恵、そして皆さん

の頑張り、こういうご協力とご理解があってこそ、新たな地域興しにつながってくる人の力というか、

人の思いというか、そういうものがぜひ必要であるというふうなことを感じております。そういう意

味におきまして、その地域の、南の地域の皆さん方についてはやってやろうという気持ちがひしひし

と伝わってきておりますので、そのお手伝いは今言ったような形でやっていかなくちゃならない。し

かし、その地域づくりのために、今、ミニ特区事業が始まりまして、その後地域支援事業も行わせて

いただいておりますけれども、その辺の事業関係については、若干個人負担というか、地域負担もご

ざいますけれども、今年で終わるというような状況になっておりますので、新たな事業をどうやって

いくかと、あるいはどういう支援をやっていくかというようなことを今検討をしておりますので、地

域担当職員も配置しておりますので、区長さんをはじめ地域の人材の方々とご相談しながら、今後何

か必要であるかというようなことをやっぱり十分検討していかなくちゃならないというふうに思って

おります。そういう事業は、ミニ特区事業から始まりましたこの事業というのは、やっぱり地域興し

に一番必要じゃないかなという思いをしておりますので、今後についても十分な検討をしながら事業

の予算、あるいは事業、どういう事業をやるかというようなことを今後考えていかなくちゃならない

問題だと思っておりますので、この辺につきましては、また地域の皆さんの知恵をお借りしながら事

業の推進を考えていきたいというふうに思っております。 
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○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 岩戸周辺を中心とした周辺の散策コースでございますが、そこら辺の実情

といいますか、いろいろ施設等もございますので、状況も含めたところで説明いたします。 

 まず、一番雄大なのは、自然の美しさでございます。その周辺を散策した場合におけるところは、

まずどこにもない雄大な阿蘇の豊肥線を走る九州横断特急などが眺められることは、これはすごいこ

とではないかなと思っているところでございます。それから、明神池、これは内牧地域の貴重な水源

ではないかなと思っております。高遊原台地の伏流と、それからそれぞれの岩戸の里というように石

の脇から沸き出してきます太古からの人々の生活がその糧となって、地域の守護神である阿蘇大明神

を水の守りに明神さんの池ということで親しまれておるところでございます。それから、畑井手取水

口でございますが、江戸初期に白川南岸の外牧錦野源流に上流である畑からの井手を開削して、新田

を開さつするという目的で作られた取水口でございます。下流では、錦野井手として合流し、今日も

豊かな水を蓄えて緩やかな錦野岩坂地域の水田の約１４０ヘクタールを潤しているところでございま

す。この歴史的にも大変重要な大津町の始まりとも言える史跡など、多く残っている地域でございま

す。今後、多く広く広報などを行いながら、町内はもとより県内からの観光客を誘致するための魅力

あるイベント、幼児から高齢者の方々まで気軽に安全に散策できるコース設置等を住民の、それぞれ

先ほど吉永議員おっしゃっています地域の方々の協力ということを念頭に、頭に置きながら、自然環

境を守っていくことが大事ではないかなと。そのことが相違工夫を凝らしていくんではないかなと思っ

ております。今まで１６年度から電源開発関係等の事業におきまして、いろいろ事業を行ってきてい

るところでございます。駐車場の整備を含めたところ、それから遊歩道、それから散水、遊歩道のサ

インとか、ベンチとか、あるいは案内板等でございます。今後はトイレ等の設置等も考える部分では

ないいかなと思っているところでございます。 

 それから、道路整備の部分でございますが、これにつきましても内牧から畑あたりの改良工事等も

進んでおりますし、散策コースにつきましても、時間的にはかかるかもしれませんが、計画的に事業

が進んでいる現状でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） 岩戸渓谷への観光周遊コースを考えられとるというようなことでございますの

で、ぜひお願いしたいと思いますが、併せてですね、北向山原生林への散策道等もですね、ぜひお願

いするならと考えております。 

 最後になりますけれども、高齢者対策としての生きがいづくりの提案をお願いしたいと思います。

少子高齢化社会の中で、当町管内で６５歳以上の高齢者は約１９％、６千名弱になります。その中で、

多くの方は元気な高齢者として、まだまだ働きたい、働くことが生きがいだという人が数多くおられ

ます。現在、大津町シルバー人材センターには２５０名弱が登録され、６０％強の方々が何らかの形

で就業されています。町関連の施設には１割程度従業されていますが、昨年からの不況により企業か

らの就業以来が激減しております。そのため、待機会員が数多くおられます。また、大津町シルバー

人材センターは、高齢者生きがいセンターの指定管理を受けております。生きがいづくりとして、高
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齢者であります男性の料理教室とか、習字教室、盆栽教室、手芸教室など、毎月１回のペースで何ら

かの形で生きがいづくりの活動をやっております。元気な高齢者が多いということは、医療費や介護

費、いろんな面において町の財政にとっても大きなメリットがあります。このように、元気な高齢者

に対しての生きがいづくりに行政として積極的な支援、手助けをお願いするものであります。お願い

します。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 高齢者に対しての生きがいづくりということで、一番大事というか、主体的

に仕事をやっていただいておるのはシルバー人材センターでもあります。シルバー人材センターにお

きましては、もう吉永議員が一番詳しくおわかりだろうと思いますけれども、町といたしましてもい

ろんな形でシルバー人材の皆さんの仕事、そしてまちづくりの一環としてやっていただけるその町の

予算の以外の関係で仕事をさせていただいておりますので、大変町も助かっておるというような状況

でございます。運動公園をはじめとする町の事業、そして例えば菊陽にあります大菊の深迫ダムのこ

ばらいとか、そういうようなことについても議員心配されておる企業の仕事の関係でほかに迷惑をか

けないような形の中で仕事をしっかりとしていただいております。シルバーセンターの皆さんだけで

は、そのような仕事の探しというか、お願いというのはなかなかできてきませんので、我々職員、そ

して関係の皆さんがご理解を持ってやっていかなくちゃならないというふうに思っております。しか

し、議員おっしゃるように大変不景気な時代を迎えて、企業も大変な時代を迎えております。だから

今までシルバー人材に単純的な雇用関係を各企業もお願いされておったようでございます。もう収入

としては一番高い金額を上げておられるようでございました。しかし、今となっては、その企業も仕

事のお断りというか、そういうものが出てきておると聞いております。そういう状況の中で、どこま

でお手伝いができるかというようなことでございますし、またある企業は新たにお願いできないかな

というようなところも出ております。シルバー人材というような形の事業関係は、所得はあまり負わ

ないというか、そういうようなセンターでございますので、企業としても助かっておるというような

話を聞いております。そういう意味におきまして、我々としても町内のそれぞれの中小企業の皆さん

ともご理解をいただきながら、これならばシルバー人材でできるというか、やっていただいてもいい

んじゃないかなというようなことで進めていかなくちゃならないんじゃないかなと思います。もちろ

ん町でも、町の仕事でできるものがあればシルバーさんにお願いしていきたいというふうに思ってお

ります。後期高齢、そしてこれからの高齢者の皆さんが、やはりただ仕事をするというか、大体働い

ておられる方の半分近くは、やはり生活を主にするというような方々がおられるようでございますの

で、そういう意味におきまして、元気で働く、そして大津町のためになっておるというような思いが

あれば、ますます元気で仕事に励んでいただける、そういうことになると、やっぱり議員おっしゃる

ように病気はしちゃおれんばいというような形になりますので、そういう意味におきましては高齢者

の皆さんのできるだけ働ける、続けられる、そういう仕事も探していかなくちゃならないというふう

に思っております。大変シルバーの皆さんには御世話になっておりますけれども、今後ともますます

そのような仕事を関係のみんなで探しながら頑張っていただけるよう努力をしていきたいというふう
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に思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 吉永議員の一般質問に答えしたいと思います。 

 先ほど町長の方からもありましたように、今、非常に企業関係、厳しい状況でございます。１９年

度から２０年度に比較いたしまして企業等からの仕事の受注が減少している状況ということで、ただ

会員あたりにつきましては現在２３７名、男性が１６６人、女性が７１人ということで、若干であり

ますけれども増加傾向にございます。ただ、やっぱり女性の会員が少ないのかなということで、その

辺の問題もですね、今後の課題ではないかというふうに感じているところでございます。今後もしば

らくは企業等からの仕事の受注件数の増加が見込めない状況でありますので、町といたしましても民

間企業の経営を圧迫するわけにはいきませんが、高齢者の生きがいづくりの対策といたしまして、福

祉や環境等新たな視点でできる限りの就業の場の提供を考えていきたいというふうに考えております。 

 また、高齢会員も増えてきておりますので、就業以外の社会参加活動として生活環境改善活動や健

康、それからスポーツ系のサークル活動及び趣味の活動等の活動支援についても関係課と連携を取り

ながら、機関と連携を取りながら検討していきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 吉永弘則君。 

○３番（吉永弘則君） ありがとうございました。いずれにしましてもですね、元気な高齢者に対する

支援施策、そういったやつの強化をですね、ぜひお願いしたいと思っております。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時２５分から開会いたします。 

午前１１時１２分 休憩 

                    △ 

午前１１時２３分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き開会いたします。 

 １１番議員、手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） １１番議員の手嶋靖が通告に従いまして３項目について一般質問を行いま

す。 

 まず、農・商・工連携促進について、それから遊休農地の解消対策実態を問う、３番目にスポーツ

総合案内の設置についてを行いたいと思います。 

 まず、農・商・工連携促進についてですけれども、これは吉永議員も出しておられたように関連事

項でございますけれども、関連として出していきたいと思います。世界的な金融危機の影響で経済低

迷の続く中、昨年の７月に農・商・工連携促進法が施行されます。地域経済の活性化を目指して各地

で事業認定が行われ、具体的な促進を図るため、地域内の農業、商業、工業の各産業が連携した新事

業創出が求められています。よって、地域の全体の所得向上や雇用促進を図り、産品創出、販売促進

が不可欠であるということから、農業と企業が連携することにより地域の支援が活用され、雇用創出

が生み出され、農産物の新たなる用途販路の拡大や技術革新、農業生産の向上など、相乗効果が期待
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されている。現状を含めまして地域の商業、中小企業連携することにより農産物の付加価値を高める、

地域振興対策が急務と思われます。今後、その取り組みについて町長の所見を伺いたいと思います。 

 第１回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 手嶋議員の質問にお答えします。 

 まず、大津町の現状でございますが、近隣の市町村のことをその前に述べさせていただきます。事

例の中で合志市の事例でございます。地元農産物などを利用した商品開発等を行い、地域の魅力づく

りを進めるということでございまして、その特産品、特性を活かした特産品を開発してブランドを確

立し、市のＰＲと農家所得の向上、あるいは地域経済の活性化に根ざしたものということで、そのブ

ランド推進協議会が設立されているところでございます。議員の指摘のとおりでございますが、大津

町では唐芋を活かしたお菓子、それから焼酎や伝統的な銅銭等をはじめ農産物、食品など、地域産品

の活用が行われてきております。今後、さらに大津町として地域の魅力向上を図る上で豊富な農産物

や地域資源を活かし、新たな特産品づくりなどを行い、町内外から誘客の増加を視野に入れた農・商・

工連携組織の体制整備を進め、地域経済の活性化、雇用促進につながる取り組みの検討が必要である

というふうに考えております。その中におきまして、今、景気の落ち込みに伴うところの会社存続と

ていう言葉は表現があれですけれども、従業員の方々の出勤制限等により経費削減せざるを得ない企

業が増えてきております。必然的に自由の利く時間も増え、その過ごし方もいろいろあるかと思いま

す。町である企業に農業体験に関するアンケート調査を実施させていただきましたが、野菜等を栽培

することで家庭のメリットはあるのかとか、そうした中におきまして８２名中５２名の方があると答

えておられます。その理由に、食べ物の大切さがわかる、あるいは収穫の喜びを知ることができるな

ど掲げられており、土や水に触れ、農業体験でございますが、農に触れる農家の方との交流機会があ

れば参加したいと思われる方が多いことが伺えました。このような農業体験により、食物の大切さ、

安全・安心な作物栽培などを学ぶことで、偏食をしない、食べ残しをしないなどの食生活の基本を実

践できる子どもたち、若い保護者の方も含めてでございますが、農業に対する理解を深めることがで

きると思われます。現在、県の補助事業の中におきまして３０万円程度の補助金を受けられる制度を

利用し、農家協力の下、農業体験を通した食育の場を企業の従業員の皆様に提供できるよう計画をし

ているところでございます。これからの活動によりまして相互理解が深められ、農家と企業が連携し

新しい事業展開に結びつけばいいきっかけになるのではないかなと考えているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の農・商・工連携の促進についての、先ほど担当部長の方からお話

がありましたように、大津町としてもこの景気不況の中でどうするかというようなこと、先ほど言わ

れたように大変週３日とか週４日とか、いろんな企業の体力の衰えを感じる中において、家庭内のい

ろんな課題も出てくる中で、農業体験、農業、自家野菜蔬園をつくることによって、家族がうまくい

くんじゃないかなという思いもありまして、各企業、ホンダさんをはじめ富士精工、そしてアンケー



 100

ト調査をお願いしたところのサンユウ工業さんにお願いし、その結果を今、サンユウ工業の結果を部

長が言いましたように、あれば付けるということで、農業サイドで補助金は何かないかということで

お願いしたんですけれども、先ほど言われたように県の補助事業というような形の中で１事業３０万

円の食育関係の補助事業があるということで、それで検討をしていただければということで遊休農地

を利用しながら企業に貸してそこでやっていただけるというようなことができないかなというような、

今、検討をしながら、その方向で今進めさせていただいております。しかし、２００８年度から農林

漁業と商業と工業等の産業間の壁を超えた連携による地域経済活性化の実現を目的として、農・商・

工等の連携促進法というのが施行されております。地域経済の担い手である中小企業者と農林業者の

活性化を図る上で、産業に携わる関係者は従来の技術やノウハウ、安全、商品質など、農林水産物の

算出など、独自の強みをお持ちでありますので、その強みを持って創意工夫を活かし、新たな農産物

などの商品開発や販売流通を行うための事業展開を引き出すことで、事業者の経営改善や就農機会の

創出など、地域経済の活性が期待されております。そのような制度を活かすために、国の認定基準と

して有機的連携や経営支援、新商品、新サービス開発と経営改善などの基準を満たし、事業の認定を

受ければ、農産物等の商品開発段階における試作品開発や市場調査に関する費用の補助金や融資制度、

設備投資、減税制度の措置をはじめ事業計画や販路開拓等の支援があります。３月末現在でこの制度

の認定を受けた事業所が全国で１８９件あり、県内においても御船、熊本市、水俣、松橋というよう

な企業やＪＡ、地元農産物を活用した地産地消の取り組みがなされておる中で、４件の認定が行われ

ておるということでございます。先ほど部長が申しました合志市もその１つとして行っておりますの

で、大津町についても今後十分検討しながら、この補助制度に乗れればというふうに思っておるとこ

ろでもあります。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 再質問をいたしたいと思いますが、昨年から施行されております農・商・工

連携促進法ですけれども、これも双方の活力を取り戻すということで地域の活性化を促進するという

ことで、農水省と経済産業省の両者が共同で支援するためのそれぞれの１００億円ですかね、合わせ

て２００億円以上の予算措置がなされているということでございます。これをどういうふうに活用し

ていくかということですけれども、やはり未利用地域資源を地元企業が商品会をはじめ、農・商・工

連携の足場として農業側から商品化のアイデアを積極的に展開するとともに、また農から求められた

ものでなく商工からも提案協調がですね、不可欠ではなかろうかなということでございます。農・商・

工連携の事業の計画、または資源事業計画策定にあたり、本町の連絡協議会はどのような連帯協調を

図られるのか、今後どういうようなその連絡協議会を立ち上げてですね、このことに取り組まれる考

えがあるのか、そのところを再度確認したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 議員おっしゃるように、連携でございますけれども、その連携の下で開発、

商品をつくらなくちゃなりませんけれども、今言ったように中小企業の皆さん、あるいは商業の皆さ

ん、農家の皆さん、それぞれの今、状況を把握しておりますけれども、農家の関係については、やっ
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ぱり大津の甘藷とか、あるいは水の恵み関連につきましては、農協を通してさっとやっておられます

けれども、その第１次から第２次、第３次という販売通路までの開発をどうやっていくかというよう

な形が大切であるというふうに思っております。そういう意味におきまして、地元企業が、あるいは

企業連絡協議会７１社企業の皆さんおりますので、そういう皆さんの方々に大津の特産をしっかりと

知っていただき、その方々の会社及び家庭について広めていただければいいんじゃないかなと思いま

すけれども、まずはその議員おっしゃるように、売るんじゃなくして買っていただける品物をやはり

つくらなくちゃならない、開発しなくちゃならないというふうに思っております。今、そういう意味

におきましては、やっぱりふるさと懐かしき思いが皆さん強うございますので、地域の今高齢者のパ

ワーのウーマンパワーの方々が一番商品開発にはつながっていくんじゃないかなと思います。そうい

う意味におきまして、昔の商品、昔のうまさ、素朴さをしっかりと開発できるようなことを今後はやっ

ていくことが一番じゃないかなと思っております。そういう開発の中で、地域の女性の皆さんの力を

借りながら、そして商工会、あるいは農協を通しながら次の販売とか、そういう形につながっていく

ためには、やはり大津町にある企業の皆さんの意見も十分取り入れながら商品開発をしていくのが一

番じゃないかなと思っております。そういう意味におきまして、企業連絡会、あるいは曙会、そうい

う関係の方々の中での情報をしっかりと交わしながら商品開発のＰＲもやっていかなくちゃならない

というふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ただいま町長の方からの回答でございますけれども、今後いかに企業と連携

していくかということ、また商業と連携していくかということになろうかと思います。特に今回の商

工連携促進につきましては、九州農政局が力を入れていることはですね、ご承知かと思います。新聞

紙上等でも出ておりましたけれども、やはり九州の食の行動委員といいますかね、融合会議を発足さ

せるということで発表されておりました。農・商・工連携は、食育、グリーンツーリズムなどの現場

で活躍されといる人たちですね、その人たちの５０人程度でネットワークをすると。都市やメーカー、

流通業などの農業連携先にもですね、参加を呼びかけると。農家の抱える悩み、解決策をですね、じっ

くりと話し合う場にしたい。それから、記事も掲載されておりましたけれども、農政局の想定する参

加者は地産地消、食育、村づくり、農商工関連の観光などの分野で活動している人、全体等を行いな

がらですね、小グループ会議も行いながら緻密な話し合いをして、課題解決をしていくということが

載っていました。なるほどこれだけ農業に対する国の思いもですね、地方分権の中に下りてきたんだ

なという感じもいたしましたので、今後の農業の地域の活性化を図るためにもですね、今では並行と

いう形で単独でやっておったような感じがいたします。そうじゃなくて、やはり地域経済を再生する

ためには、行政が主導になってですね、農業・商業・企業連携の強化をどう図るかということが１つ

の大きな課題にもなってきます。そして地域の資源をですね、また人材をですね、引き出す。そうい

うことによって経済効果がもたらされるということでございますし、農・商・工併進の源でもありま

す。そういうことを確信しながらですね、連携促進、規範化のためにぜひ多様な連絡協議会を再構築

していただければ、今後の農・商・工が発展していくものと思いますので、よろしくお願いしておき
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たいと思います。 

 次に、遊休農地の解消対策実態ですが、近年、農村においても遊休農地、耕作放棄地が見受けられ

るが、産業廃棄物等の農地への不法投棄や無断転用による農業生産、経営環境の悪化が懸念される。

これらを解消、防止するためには、農業委員会活動強化対策が平成１５年度にスタートしております。

積極的に広域連携協調を図りながら、遊休地の利用促進が急務と思われますが、現状を踏まえまして

今後どのような対処をされていくのかをお伺いしたいと思います。まず、 

 ①遊休農地の利用の活用体制はどうなっているのか。 

 ②農地パトロール、これは現地調査確認ですね、この遊休農地の実態はどうなっているのか。 

 ③遊休農地の有効活用はどのようにされているのか。 

 ④遊休農地の解消に対する補助金等の活用をどうされているのか。 

 ⑤今後どのような方策を持って遊休地、耕作放棄地解消に取り組まれるのか。 

をお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 農業委員会事務局長服部次子さん。 

○農業委員会事務局長（服部次子君） 手嶋議員さんの遊休農地の解消と実態を伺うについてお答えい

たします。 

 大津町では耕作放棄地の把握を行うため、毎年農業委員による全筆の現地調査を実施いたしており

ます。平成１６年に１２０ヘクタールございました耕作放棄地が平成１７年に集落営農が立ち上げら

れまして８５ヘクタールに減少しております。平成２０年度には８月から９月にかけて農業委員さん

方に調査をしていただき、５１５筆の約８４ヘクタールの耕作放棄地を把握いたしました。今年も２

１年度も５月に農業委員さん方にですね、お願いしまして、現在耕作放棄の調査中です。毎年１２ヘ

クタールぐらい解消されますが、新たに耕作放棄地がまた１２ヘクタールほどできますので、なかな

か面積が減らない状態です。全筆調査後はですね、遊休農地の有効活用を図るために、斡旋等により

まして農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等を行って解消に努めさせております。補助事業の活

用としましては、平成２０年度に県単独事業、これは農振に入っているところなんですが、耕作放棄

地解消緊急対策事業に取り組みまして、４.２ヘクタール解消いたしました。今年はまた２１年度から

この県単独事業が農振を被ってないところにありまして、この事業がまたございます。また、農振被っ

ているところに対しては国庫補助事業として、農政間所管の大津町担い手協議会の耕作放棄地部門を

補助対象としまして、耕作放棄地再生利用緊急対策が実施されております。今現在、関係機関と連絡

調整を図って、また耕作放棄地のですね、解消に努めているところでございます。よろしくお願いし

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 遊休農地の活用につきまして、今、補助事業を絡んで局長が言われたとおり

でございますので、今後についてどのような形かと、減らす方向については農業委員の皆さんととも

に現地の意見を聞きながら今後検討を進めていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 
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○１１番（手嶋靖君） 再質問いたします。 

 遊休農地の解消の発生防止はですね、これはもう個人ではどうしてもならないというような状況は

わかります。地域の関係者がお互いに連携してですね、一体となって取り組まなければこれは解決し

ない問題もあるわけでございますが、５年前１２０ヘクタールの遊休地がですね、農業委員さんの努

力によりまして８２ヘクタールですか、減少しているということでございますが、なかなかここ数年

横這いの状態であるということでございます。もちろんこれは、もちろん農家の高齢者ですね、高齢

化していくということもあると思いますし、土地基盤等の整備の関係もあるかと思いますが、今後解

消運動として農業委員会のですね、またＪＡ、それから集落組織、土地改良区、隣接の町村の農業委

員会とか商工業の、また森林組合等などで関係者をもってですね、その解消協議会といいますか、そ

ういうやつを構成されまして取り組まれるとですね、早い情報収集ができるんではないかなというよ

うな感じがいたしましたので、そのことについて考えがあるかないかですね、お尋ねしたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 今、農業委員さん、一生懸命頑張っておられますので、新たにつくるかどう

かについては、委員会とも検討をさせていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 今のことにつきましては、また農業委員会等でも協議されるかと思いますが、

やはり多くのですね、門からこのことについては協議された方がかなり情報収集が早くですね、また

取り組みもできるんではないかなということでございますので、考えをいただくならばと思います。

特にこの農地解消というのは、農業的な活用と、それから環境、林業の活用、それから被農業の活用

ということがありますけれども、やはりそれぞれ遊休農地の実態を把握してですね、地域農家と話し

合いをしながら、その状況を報告してですね、問題解決しなければ成り立たないわけでございますの

で、そこの辺を十分今後精密に検討いただきたいと思います。特に最近は遊休農地の耕作放棄地で見

受けられますのがですね、産業廃棄物の不法投棄でございます。なかなか刈り払いやったりしても相

当中に入っているというような状況でもあるということを聞いておりますし、やはりそういうとこも

整備していく必要もあると思いますが。やはり、そういう不法投棄は、転用によってですね、農業生

産経営環境が悪化が懸念されるということでございます。これを解消・防止するために農業委員会の

活動強化策をですね、今後進めていく、広域的に進めていただくということが大事と思いましたので、

取り組みをお願い申し上げて終わりたいと思います。 

 次に、スポーツ総合案内の設置についてですが、本町におきましては生涯学習課、それから体育協

会、その他の活動組織があるわけですけれども、町民の総合案内といいますか、窓口がない。スポー

ツ取り組みの実態が不透明であるという実情を聞いてきました。どこが窓口だろうかということでご

ざいます。これだけスポーツが盛んな大津町ですけれども、そのことがちょっと欠如しているんじゃ

ないかなと思います。今後、健康で明るいまちづくり、スポーツ振興育成を図るためにはですね、や

はり迅速に対処できる統一した窓口を設置して、行政としての指導体制を確立していく必要があると
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いうふうに思われます。これについて、町長の見解をお伺いします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長大塚武年君。 

○教育部長兼子育て支援課長（大塚武年君） 手嶋議員のスポーツ総合案内の設置についてのご質問に

お答えしたいと思います。 

 大津町には、創立から５０年を超えました町の体育協会をはじめとしまして７年目を迎えておりま

す総合型の地域スポーツクラブがありますクラブ大津、それから婦人スポーツ連絡協議会などのスポー

ツ団体がございます。いずれもスポーツの技術向上から普及振興までという幅広い活動が行われてお

ります。県内の市町村にも大津町と同じようなスポーツ団体がありますけれども、体育協会のような

スポーツ団体の状況としましては、まだまだ行政が指導しているという例が多くて、事務局も行政が

行っているという例が少なくない状況でございます。大津町のこれらのスポーツ団体につきましては、

いずれも自主運営ということを目標にして運営をされております。それぞれすべて自分たちで大会を

運営していただいております。行政と団体の役割が明確にされておりまして、その取り組みについて

は県内でも先進地しての評価を受けております。現在、体育協会とかクラブ大津などの各団体の事務

につきましては、それぞれの事務局員がおられまして団体の事務をされております。大津町のスポー

ツ行政の窓口につきましては、体育館の方で生涯スポーツ係でスポーツ大会、あるいは団体等につい

て、こちらの方で総合的な窓口として様々な問い合わせなどについては対応をしてきております。そ

れから、大津町のホームページ、あるいは町の広報紙などですね、活用しましてスポーツ団体の紹介、

あるいはＰＲなどに努めております。それぞれの団体の情報とか、主体行事の申し込みなどについて

も、各団体と連携を取りながら体育館にあります生涯スポーツ係で対応をしてきたところです。大津

町の体育協会でもですね、町内の各スポーツ団体が連携して、それぞれの団体の活動について窓口の

一本化を図るということで、今まで以上にスポーツ活動ができて、広く町民に情報提供できるのでは

ないかという意見が出されておるようでございます。今後それらの団体が集まられて話し合う機会を

つくる方向で検討されているところでございます。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員のスポーツ総合案内の設置についてでございますけれども、今、担

当部長の方からお話があったように、それぞれの団体が自主運営をされて、それぞれスポーツの愛好

者を募って頑張っておられるという方向であります。我々としては、ますます多種多様化するスポー

ツニーズの対応や大会等の問い合わせについても迅速な対応ができるよう、今まで以上に生涯スポー

ツ係の窓口の充実やスポーツ団体との連携や情報に関するホームページ等を充実させ、行政とそれぞ

れのスポーツ団体との連携を密にしながら、お互い連携を取り、町民が誰でも、どこでも気軽にスポー

ツを楽しむことができるような体制の充実に取り組みしていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） スポーツの主目的要綱についてはですね、関係者は十分わかっておりますけ

れども、年間の行事活動、それからいつ、どのような取り組みをされているのかということについて
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の一般町民がわからないという不満をいただいていると思います。これ実際、話が出たわけですけれ

ども、今まで情報の共有されていない点もあるんじゃないかなという感じもします。何といいますか

ね、どこに行くとはっきりわかるかなということで、もうたらい回しですね、されたという人もおら

れるということでございますし、そういうことがないようにということで今回出したわけですが、当

然菊池市とか合志市についてはですね、職員で対応していると。菊陽については、専門職がおると、

専門の案内人がおるというようなことも聞いております。そういうこともありますので、今後いろい

ろな各種の協会等においてもですね、ぜひホームページの中に入れたいということでしておりますけ

れども、まだ２１種競技種目があるわけなんですね、体協の中でも。その中でも、３分の１しか出て

いないような状況でですね、総合的には不透明であるというようなことでもあります。そういうこと

もありまして、体育館の管理者に聞くと何かわからないというような状況でありますし、あっち聞け、

こっち聞けというふうな形だったそうですが、そういうこともありましたので、やはりスポーツの大

津町と言うことで今後取り組んでいるところすから、総合的な案内ですね、が対応できるような担当

部署を明確に設置していただきたいというふうに思うわけでございます。そういうことによって、情

報を公開しながらですね、スポーツの体制が今後取れるといいんじゃないかなというふうに感じしま

したので、今回質問したわけであります。今後の体制充実のため、それぞれの各種団体と連携を取り

ながらですね、二度とそういうたらい回しにならないような総合案内ができるような体制づくりをで

すね、今後協議していただきたいと思います。 

 以上、終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は１時００分から始めます。 

午後０時００分 休憩 

                    △ 

午後１時００分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ５番議員、鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 皆さん、こんにちは。通告順に従いまして、５番議員鈴木ムツヨが町民の皆

様を代表いたしまして一般質問を３問行います。 

１問目 教員免許更新制について 

２問目 住宅要火災報知器の給付について 

３問目 人に優しい福祉と人権の町として 

を町長、教育長にお伺いいたします。 

 昨日の熊日に「驚き白寿」の見出しで、上天草市の９９歳の滝下文子さんが元気いっぱい大阪しぐ

れを歌う姿が載せられていました。元気の秘訣は、家の周りでの野菜づくりや草取り、毎週土曜日に

市大矢野老人福祉センターに通うのが楽しみで、昼食弁当も自分でつくって持参とのこと。楽しみな

がら年を取る、将来の理想の姿を見せられたように思いました。 

 まず始めに、教育免許更新制について、現場への周知と該当者の把握は。受講者には職務専念義務
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免が適用されるか。平成１９年６月、教員免許更新制を導入する改正教育免許法が可決成立しました。

このことにより、国・公・私立の幼稚園から小・中・高校、特別支援学校の教員は１０年ごとに３０

時間以上の免許更新講習を受けることが義務づけられました。講習は、必須科目が１２時間、選択科

目が１８時間の合計３０時間で、それぞれに試験が行われます。講習の終了認定試験に合格できない

と教育免許が失効するため、自動的に教員の職を失うことになります。文科省は、問題教師の排除で

はないと言い換えていますが、現場の混乱と児童生徒への影響も考えられます。これが本当に教育を

よくするために役に立つ教育的制度なのでしょうか。第１回目の該当者は、免許取得時期、終了確認

期限は２年間、関係なく年齢によって一律に３５歳、４５歳、５５歳が最初の免許更新時期とされて

います。受講される先生方は何人おられるのでしょうか。４月１０日の午前９時からインターネット

による受講申し込みで熊本県内の１１の大学と放送大学で受けられるようになっています。授業中の

平日の申し込み日で９時からということで授業もあったということ等も考えられますが、インターネッ

トが少しの間パンクしたそうです。申し込み日の設定も問題ではないかと思います。また、教員の力

量を向上させるためとはいえ、毎年教員が全国では約１０万人、免許更新講習を受けるために学校を

離れなければなりません。文科省は、講習日程は夏休みなどの長期休業期間や休日、平日の夜間など

に実施するので問題はないと説明していますが、大学の夏休みは他の小・中・高とはずれています。

給与もなく働くことは、体力、気力の限界もあるのではないでしょうか。ほとんどの先生が部活動指

導や生徒指導などに毎日時間を費やされて、平日の授業だけではありません。部活動では、指導者の

いないときに事故で裁判になり、責任が問われる事故も過去に発生しています。このことをどう教育

長は対処なさるおつもりでしょうか。学校は、新学習指導要領の改定により、今年より２日間授業日

数を増やし、授業時数も増やしました。小学校では、まったく新しく外国語の授業が取り入れられ、

それに向けての研修も大変なのではないでしょうか。これまでも学校では週１回、年３０回以上テー

マを決めて研修や新採研、６年目研、１０年経験者研、１７年目研、そのほかに公的研修等が行われ

ています。さらに、免許更新制に向けて講習を受け、子どもたちと向き合う時間がさらに減ってしま

うと先生方は危惧されています。現場の声とこの制度を教育長はどうお考えでしょうか。お尋ねいた

します。 

 １回目の質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） こんにちは。鈴木議員の質問にお答えいたします。 

 今、議員がおっしゃいましたように、本年度から教員免許更新制が実施されております。これは、

おっしゃったとおり平成１９年６月の改正教育職員免許法の成立によって導入されたもので、目的は

その時々で教員として必要な資質、能力が保持されるよう定期的に最新の知識技能を身につけること

で、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることということを目的としてお

ります。対象者は、１、現職教諭、２、教員採用の内定者、３、臨時任用教諭、４、過去教員として

勤務した経験のあるものとなっております。この中で一番多いのは現職教員ですので、平成２１年の

４月から１０年間で旧免許を持っている方全員が更新、講習を受講終了していただくように計画され
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ております。その計画は、それぞれ生年月日で受講年度が決まっております。本年度は、平成２３年

３月末に満３５歳、４５歳、５５歳の先生方が対象となっております。昭和３０年４月１日以前に生

まれた先生方、そういう先生方で免許証を持参の方々については、この制度には関係なく生涯今の免

許証は有効となります。受講については、これも議員おっしゃいましたように、３０時間以上受講す

るようになっております。教員最新事情などの必修領域を１２時間以上、教科指導、生徒指導などの

選択領域を１８時間以上受講し、修了する必要があります。ほとんどの講習は、開催校は１日６時間

で計画してありますので、大体５日間で受講終了できるようになっております。鈴木議員が言われる

現場への周知と該当者の把握ですが、文部科学省からの通知及び県教育委員会らかの通知等を各学校

へ通知するとともに、校長会等で職員への通知を再度お願いしています。今回の制度は、教師の自覚

を促すこともあり、教員が自分の免許を更新することから、教員自身が直接認定講習を実施している

大学等へ申し込むこととなっております。ですから、本来は教育委員会は何もなければわからないと

いうような状況です。ですが、委員会としましては、今回の受講者に対して周知徹底する意味も踏ま

えて、教育委員会が作成した名簿等に各学校それぞれ対象者や受講日等を記入してもらい、提出して

もらっております。それを基に受講者が不利益とならないためにも免許更新講習のための情報等は確

実に受講者へと通知しているところです。今年度の大津町での対象者は、小学校９名、中学校１名、

公立幼稚園３名の１３名です。そのうち１２名が既に本年度の申し込みは終わっていますし、あとの

一名も本年度中に受講してしまうようにしているようです。 

 次に、受講者には職務専念義務免除が適用されているかについてお答えいたします。今回の免許更

新制の講習大学等の実施日は、ほとんどが夏休み期間中であり、長期休業中に実施されます。また、

他の実施日については、土曜・日曜日に実施されるようになっております。受講者は、先に申し上げ

ましたように、それぞれの情報、これは開催日や受講内容等ですが、それにより受講者名各自のニー

ズや予定等を考慮して申し込みを行っています。受講者の服務についてですが、県教育委員会学校人

事課より県立学校の免許証更新講習を受講する教員等の服務の取扱いについて通知があって、町教育

委員会もそれに習って実施したいと考えております。それによりますと、夏休み等の長期休業中の受

講は、研修として取り扱うようになっております。この研修は、教員公務員特例法第２２条の第２項、

教員は授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を行うことができるとい

う項目であり、研修の一環として実施することとなります。土曜・日曜日については勤務を要しない

日でありますので、特に受講に対しての服務の規定はありません。受講者は、先ほど述べましたよう

に自己の研修ニーズや予定等により自由に希望することもできます。研修日は、夏休み中か土・日曜

日がほとんどですので、児童生徒に対して迷惑がかからないような日で受講してほしいと考えており

ます。先生よっては、おっしゃいましたように部活動等を担当している方もいらっしゃいますが、こ

れは校内での話し合いにより、例えば練習日を変更したり、指導体制を指導者を複数制にしたり、受

講者以外の方に担当していただくなどの対応をお願いしたいと考えているところです。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 夏休みは、研修ということでしていただけるということでよかったのかなと
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いうふうに思いました。ただ、部活動はなかなかに難しいというふうに思っています。日曜日も土曜

日も、今回は中学校は先生がお一人だということでございますが、小学校も部活動を結構今、盛んに

行われていまして、土曜・日曜が試合であったりするわけです。夏休みは特に多いかなと思っていま

す。そういうときに、子どもたちは言えばわかるんですけれども、親御さんが最近はなかなか何でと

いうことがよく言われるようなことがあるというふうに聞いていますので、そういうところをどう思

われるのか、今回だけではありません、これが１０年間続くということですので、もう少しいい、き

ちんとした対応をしていかないと、校内で複数制といっても、今、外部からも入れて中学校等は部活

の種類がかなり多くなっていますので、外部からも外部講師という形で入っていただいて、監督も入っ

ていただいているような状況があります。そういう部分もですね、きちんと捉えていかないといけな

いのではないかというふうに思いました。 

 それと、大学と小・中・高の夏休みがずれているということで、それも１１の大学と放送大学が１

つと、そこで先生方が自分が受けたい教科を申し込むわけですが、そこで一時期パンクしてインター

ネットが申し込みができなかったということも聞いておりますので、自分の希望のところに入れなかっ

たりすると、日にちを変えたりもなさるのかなというふうに思ったところでした。そうなると、普通

の日に土日をということでされたときに、今、本当に先生方が遅くまで学校に残っていらっしゃいま

す。何でということでありますが、書類を出すのがとても多いということで、子どもと向き合う時間

よりもパソコンでにらめっこしている時間の方が長いんではないかというふうに言われることもあり

ます。部活動した後に、またそういうこともして、学年の話し合い等もなされて、帰りがですね、本

当に遅くなると。そしてまた、子どもさんがお休みになったら家庭に電話をしたり、何日か休まれる

お子さんがありましたら家庭訪問等もなされているということで、本当に教師の多忙は随分前から言

われているところで、教育長もしっかりそういう話はなさっていますのでご存じのところで、また今

回は人事院勧告でお金が安くなったというところに、今度これは３万円ほどのですね、受講料がかか

るのではないかというふうに言われています。じゃそれは誰が払うのと、交通費も誰が払うのという

ことになっていて、３分の１ぐらいは出るのではないかというふうに何か新聞等で報道がなされてい

たということなんですが、これはどこが払うかというようなことまでご存じなのかどうかということ

等とですね、やっぱり土・日にそのまま働いたときに、そういう状況の中で先生方がまた土・日にし

か行けなかったということで、また講習を受けられたときにですね、やっぱり過労死になるのではな

いかというふうに思われているということもあります。室小はですね、３人ぐらいの先生が倒れられ

ましたですね、現実に一時期入院されたりされました。そういうことが現実に起こっているというこ

ともあります。この制度がですね、本当に子どものためになるのかというふうに思っているところで、

先ほど教育長は自信を持ってというふうに言われましたが、毎日のですね、子どもに向き合う時間が

ですね、しっかりあれば、先生方も自信は持てるわけで、何も講習ばっかりをですね、受けることが

いいことかどうかというふうに思ったところですが、その辺についてどう思われているのかというこ

とをもう一度お聞きしたいと思います。これのほかにもですね、先ほど言いましたように、校内研が

テーマを決めて週１回あったり、新採の先生の研修があったり、６年目研があったり、１０年経験者
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研があったり、ほかにも１７年研があったりとですね、本当に先生方は研修に勤しんでいらっしゃる

というか、それが当たりの前でやっていらっしゃったところに、１０年間ということでまた、１０年

目が２倍になったのかなというふうに言われています。法律が通ってしまったからせにゃいかんとい

う部分ではあるんでしょうけれども、本当にこう悪法ではないかというふうに思っているところです。 

 それと、事務的なものをですね、もう少しこう減らしていけないかというふうに、前も話したこと

があると思うんですが、書類を書く時間が本当に長い、パソコンに向き合っている時間が長いという

ことですので、その辺の精査がですね、できないか、それも含めてお話しできればと思います。お願

いします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） 鈴木議員の再質問にお答えしたいと思いますが、メモを取りながらも、あま

りにも内容が多すぎましたので、ひょっとしたら抜けるかもしれませんが、抜けたときには、この後

またお聞き返し下さい。 

 まず、部活の問題をおっしゃいました。確かに夏休み中、部活の指導をなさっている先生方がいらっ

しゃることはもちろん存じ上げておりますし、複数制の体制を既に取っているところもありますが、

そうでないところもありますので、先ほどはそういう該当者がいたならば、そんなふうなこともお考

えいただきたいということを学校にお願いしたいということを話しました。ただ、まだ部活は夏休み

長期期間中、毎日やっているというわけではございません。その辺のところから考えますと、講座が

２３講座、これは必須の方がです。それから、選択の方では１４１講座ありますので、自分の計画に

従って部活を変更したり、やりくりしたりすれば、何とかこう受けることができるのではなかろうか

というふうに私の方では思っております。ただこれが今年から始まったもので、何年かこうやってい

くうちにこういう問題があるということでは、ことになればちょっとわかりますが、今のところ、ま

だ机上のことが考えなければなりませんので、この後問題があったら、またそのようなことで対応を

していきたいなと思っております。 

 それから、申し込み日にパソコンがパンクした云々というようなことがございましたが、これは申

し込みの初日がそうであって、今でも申し込めるわけです。いつでも構いません。ですから、それは

本年度該当される方がはっきり自分で知りたいだとか、その辺のところで一気に集中したのだと思い

ますので、申込日のことについての心配はなかろうかと思っております。 

 それから、講座数のことは先ほど申しましたが、熊本の場合１１大学あるといいましたが、一番多

いのが熊大で、必須で１７講座、選択で７１講座熊本大学で開かれます。少ないところでは、中九州

短期大学は０です。もう１つ、熊本保健科学大学も０です。しかし、１講座だけというような大学も

１つ、２つはあります。県下全体では、必須でさっき申しました２３講座、選択の方では１４１講座

開かれております。 

 それから、今度はお金のことを言われましたが、これも確かにかかります。必須熊大の場合ですが

１２時間で１万２千円、選択、これ各大学ほとんどが６時間で６千円、要するに１時間当たり千円と

いうことで、最低限３０時間を受講するということになると３万円ほどは必要だということになりま
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す。この出所は、ご自分でお支払いいただくということに今はなっております。 

 それから、教員の多忙さについておっしゃいました。これは、まさにそのとおりです。忙しいなと、

先生方が忙しくなさっているということはわかりますが、法律で通ったこの制度ですので、これをし

ていくのもまた私たちの役目かなと思って、各学校にはお願いしているところです。 

 ほかに何かありましたでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 法律で決まってしまうと、本当に従わざるを得ないということでは、きちん

とした人を選ばないと困るのかなというふうに思っているところですが、本当に先生方がくたびれて

しまったら、せっかくの研修、講習も子どもたちのためには何の役にも立たないのではないかという

ふうに思っているところです。何とかこれはなくなればいいなというふうに思っているところで、個

人的な意見です。 

 もう１つ、事務的なことをですね、言ったんですが、忘れていまして、事務的なことを本当に何か

やると、必ず報告書を出さにゃいかんというのがですね、ずっとあって、何を研修しても出さにゃい

かんし、何か一つずつがですね、報告者が出さにゃいかんような仕組みになっているというふうに言

われていますので、その辺がですね、何かもうちょっと精査できないかというふうに思ったところで

すので、そこら辺の話ができますでしょうか。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長宮﨑行君。 

○教育長（宮﨑行君） 再度お答えいたします。 

 多忙さということで、書類云々というようなことは、例えば出張の復命書だとか、そういうことで

しょうか。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 研修に行っても出さにゃいかんし、必ず、つきまとうというのはおかしいで

すが、出すのは当たり前なんでしょうけど、だから倍に時間がかかるというようなことを言われてお

ります。 

○教育長（宮﨑行君） そんなふうに受け止めていらっしゃる方が町内にひょっとしたら何人かいらっ

しゃるかもしれませんが、必ずそうということではございません。必ずそんなふうに、常にこうこう

こうで、先生方を多忙にがんじがらめに縛っているというような状況ではないというふうに思ってお

ります。思い出しましたからついでに申し上げますと、さっき土曜・日曜日に疲れて帰って、講習に

行って、そして次がまた月曜日なら云々というようなことも確かあったかと思いますが、ちょっと例

を取りますとですね、今年の１３人の方も夏休み以外で講習を希望されているところは、どっちか片

一方、土曜日の６時間を取ったなら次の日曜日じゃなくて１ヵ月後の日曜日だとか、そんなふうな形

でとっていらっしゃいますし、あとはさっき言いましたように夏休み中の土・日、そしてその他の研

修というようなことですので、もちろん勉強するわけですから疲れないということはないでしょうけ

ど、そんなふうに過労になるというような研修ではなかろうかと思います。これを受けて、試験があっ

て、試験に通らなければ失格だと、免許の効力を失効するというようなふうにさっきちょっと聞きま

したけれども、これは講習を受けてから申請をすれば、必ず、必ずとは申しませんが、大体認定され
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るというようなことで、そこで再度試験をして審査をするということではございません。そこが最初

に申しました目的のところは、そんなふうに表現してあるんだと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 先生が失効して教壇に立たれなくなったなんていうと大変だから、それはよ

かったかなというふうに思いました。 

 では、次の質問に移ります。住宅用火災報知器の給付について。国による給付制度は活かされてい

るか。６５歳以上の低所得者や一人暮らしや寝たきりの高齢者への対応をお伺いします。平成１８年

６月１日、消防法が改正され、新築住宅や改築工事はすべて対象になり、住宅用火災報知器の設置が

義務づけられました。既存住宅は、熊本県や大津町は設置期限を平成２３年６月１日までとしました。

寝室はすべての部屋と２、３階建ての場合の階段にも義務づけられました。台所や、居間は設置を奨

励ということになっています。価格は安いので５千円から１万２千円ぐらいで、それ以上のものもあ

ります。電池式は、比較的低価格で自分でも設置可能。生活保護世帯や所得税非課税世態には無料給

付で、一人暮らしの高齢者等には国による給付制度があり、また利用者負担額もあるとのこと。住宅

用火災報知器は、あくまで早期避難と逃げ遅れ防止が目的で、消火はできません。大津町の火災件数

は平成１８年１６件、平成１９年９件、平成２０年１０件と減少傾向にありますが、火災は一瞬にし

て人命や財産が失われます。備えあれば憂いなしなのでしょうか。高齢者福祉として緊急通報システ

ム事業があり、概ね６５歳以上の一人暮らしの高齢者に対して緊急通報を貸与し、急病や災害に備え、

１２０人が利用されています。緊急通報システム希望者に対する充足率はどのぐらいでしょうか。平

成２０年１０月時点の高齢者数は５千８３５人、内７５歳以上の後期高齢者数は３千１５８人です。

災害時要援護登録者数は、民生委員さんわかっているのが４３１人で、未登録が７０７人の合計１１

３８人おられます。住宅用火災報知器設置への罰則がなく、後回しになる可能性があります。絶対必

要な人に支援対象外の人たちの把握はなされていますか。その方々への対応は、どうなされるのか。

国の支援がある方へはどう進められていくのか、お伺いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 鈴木議員の一般質問の住宅用火災警報機についてお答えします。 

 まず、私の方から住宅用火災報知器についてご説明申し上げます。議員の方からお話がありました

が、国は住宅用警報機の設置の義務化について、平成１７年消防法改正ですべての住宅に設置を義務

づけられました。住宅火災の要因として、時間帯別で見てみますと、２２時から翌朝の６時の就寝時

間帯が多くて、逃げ遅れによる犠牲者が約７割近く。そのうち犠牲者の半数が６５歳以上の高齢者と

いうことになっています。警報機設置の先進事例としては、アメリカ等でも義務化され、死亡者が半

減しております。この現状などを参考に日本でも火災の早期発見の有効な手段として検討されてきた

ところです。このような傾向から、火災から犠牲者を減らすために、寝室に使用する部屋に警報機の

設置を義務づけることに効果があると考えられて、新築住宅は１８年６月１日から、既存住宅につい

ても平成２３年６月１日までに寝室の部屋及び寝室につながる階段上部等に警報機を設置して維持す

ることが義務化されたところです。警報機の種類については、先ほどお話がありましたので省略しま
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す、煙式と熱式があるということと、併せて電池式と家庭用の電源から取るものもあるという種類で

す。設置後の管理で、定期点検等や電池交換などが必要で、機器本体の交換は大体１０年が目安かな

というふうなことで言われております。火災報知器を設置しなくても罰則はありませんが、火災を早

期に発見して大切な命や財産を守ることは重要だと考えています。町としても、啓発、それからＰＲ、

広報等についてもＰＲ等に努めていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 鈴木議員の一般質問の中で、６５歳以上の低所得者や一人暮らしや寝たき

りの高齢者の対応等についてお答えしたいと思います。町では、概ね６５歳以上の単独世帯及び高齢

者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢者、また障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯

に属する身体障害者に対し、緊急通報装置の貸与事業を熊本安全センター株式会社に委託し、実施し

ております。安否確認や緊急時の救急車の手配及び通報があった場合に協力者による訪問確認を実施

し、高齢者の安心に結びついております。また、火災警報機は、平成２３年６月１日までに既存住宅

への設置が義務化されるため、平成２２年度において緊急通報装置と連動した火災報知器の設置を検

討しているところであります。さらに、町では要援護老人及び一人暮らし老人等に対して日常生活用

具を給付、または貸与する老人日常生活用具給付等事業実施要項を定めており、その中に火災報知器

も含まれております。この制度は、本人からの申請主義であり、今後ＰＲ等をして順次設置を進めて

いきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 鈴木議員の住宅用火災警報機の給付についてでございますけれども、今、そ

れぞれ担当部長の方から説明がありましたように、大津町といたしましても検討を重ねてきておると

ころでもあります。今後の町の関係につきまして申し上げますと、本年度は所得税非課税世帯の高齢

者に対しては、個人負担なしで給付制度を大いに活用していただくように普及推進を図りたいという

思いがあり、検討をさせていただいておりますが、住宅用火災報知器の効果としては、今年の２月に

発生しました曙団地における大切な人命が守られたことも確かでございますし、町内の設置推進の事

例としましては、森地区では地域福祉の話し合いをしながら、個人が設置される場合に消防団と協力

して取り組んでいる地域なども出てきております。このように、各地域や消防団とともに十分に協力

連携し、町民の尊い生命や貴重な財産を守り、安心・安全なまちづくりは必要と考えております。今

後、町が住宅用火災報知器を給付するという点では、所得税非課税世帯への給付についてもしかりで

ございますけれども、全所帯についても検定をしたいというふうに考えております。また、このよう

な現時点での国からの警報機を給付するという制度の点では、地方交付税の算定費用の中にも含まれ

ておりませんし、給付するということも聞いたことはありませんが、平成２０年度の国の補正予算等

の中に緊急経済対策関連で臨時交付金を活用する事例はあると聞いておりますが、大津町は交付金の

支給対象ではありませんでしたので、２１年度の緊急経済対策事業の一環で地域活性化経済対策臨時

交付金事業の活用などの利用をいたしまして検討をしているところであります。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 
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○５番（鈴木ムツヨ君） 先ほども言いましたが、災害時、要援護者の登録者数で１１３８人おられる

ということでしたので、今の町長の太っ腹なお考えでいいのかなと。高齢者の方がお喜びになるのか

なというふうに思いましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 次の質問に移ります。人にやさしい福祉と人権の町として、大津町老人ホームすぎなみ園への対策

について伺います。すぎなみ園のパンフレットに入所資格は６５歳以上、事情によって６０歳以上で、

身体上もしくは精神上、または環境上の理由及び経済的な理由により、居宅における生活が困難な人

とありますが、平成１８年の法の改正により、現在は身体上もしくは精神上の人は省かれているとの

こと。基本方針は、入所者の一人一人が生きがいを持ち、より住宅に近い生活環境の中、健康で明る

く楽しい日々を送れるよう援助しますと書かれています。昭和３５年に開設され、現在の建物は昭和

５８年に新築され、築２６年経っています。その間、冷房や風呂場等の改修が行われています。鉄筋

コンクリート平屋造りでふんだんに明かりが入るようになっています。入居者の部屋は二人部屋で定

員５０人のところ、現在３２人の方が入所されています。町内２５人、町外７人で、大津町の人も他

の町外の施設に入所されておられる方もいらっしゃるとのことでした。２１世紀は、高齢者の世紀と

言われています。団塊の世代が６５歳以上となる２０１５年、その後の２０２５年には、我が国は約

３人に１人が高齢者となると言われています。大津町は、平成２０年高齢化率１９.２％で緩やかに上

昇、熊本県は２５.１％、全国平均２２.１％となっています。高齢社会とは、医療技術が進んで些細

なことで人が死ななくなったとか、災害が少なく食糧生産が安定しているとか、戦争がなく平和であ

るなど、いわば社会の成熟の証しであり、大変めでたいことです。老年期が人生の総まとめをする大

切な時期であり、とりわけ老化現象と心身の障害のため他人に依存しなければ生活することのできな

い高齢者に社会が特別な配慮を払う必要があるという意味では、老年期は特別な時期です。誰もがい

つかは直面する老化は自然現象であり、それに伴う病気や傷害は決してその人間性、人格を損なうも

のではありません。社会の高齢化とお年寄りへの手厚いもてなしは、社会文化の発展のバロメーター

です。お年寄りの笑顔の多さが文化の高さを増していきます。すぎなみ園は、１部屋に２人おられま

す。少し狭いなと感じました。年を取ってからプライバシーが保てないことのつらさ、失禁や排泄で

恥ずかしい思いをしたくない、生活習慣、教育程度、人生観などが違う人たちが１つの部屋で寝起き

すると、どうしても波風が立つ。適応できない人は、自分を抑えるか落ち着かない晩年を送ること等

が個室でないことで起こる現象として挙げられています。第４期大津町老人保健福祉計画及び介護保

険事業計画の中で、高齢社会が着実に進展する中、誰もがありのままの姿として年を取り、地域に受

け入れられる町を実現することは、本町が最優先に取り組むべき課題とあります。すぎなみ園の今後

の対策をお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長、松永髙春君。 

○福祉部長（松永髙春君） 鈴木議員の一般質問にお答えしたいと思います。 

 ほとんどの質問の中でですね、現状とか申していただきましたので、ちょっと私が言うところがな

くなったんですけれども、現施設は昭和５８年の３月に建築工事が竣工しております。平成２１年３

月で築２６年と経過して、その間環境整備としてバリアフリー工事や冷暖房工事を行ってきておりま
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す。また、老朽化対策として修繕工事、補修等により毎年ですね、悪いところについては維持管理を

しているところでございますけれども、全体的に老朽化が進んでおり、また養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準、先ほど議員さんもおっしゃったように、以前は２人部屋だったんですけど、今

は１人部屋が原則ということになっておりますので、そういった新しくつくる場合については、もう

適合していない点もあるということで、現施設を大規模改修するのか、新築するのかを検討する時期

に来ているというふうに考えております。 

 それから、郡内の状況でございますけれども、今現在、菊池圏域では３カ所ございます。大津町の

すぎなみ園、それから旧泗水町にこすもす荘がございます。それから、旧菊池市にふじのわ荘ですね、

３つの老人ホームがございます。いずれの養護老人ホームもですね、定員が割れていると。その原因

につきましては、平成１８年度に老人福祉法の改正がなされまして、身体的な理由が外されておりま

す。ですから、環境上の理由と低所得者という形でなっておりまして、この身体が外れたことによる

要するに対象者が減ってきたということで、国としては在宅を進めているというようなこともござい

ます。それと、介護保険がスタートしたところのケアホームあたりができてきたというのもございま

す。以上のようなことでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 老人に対する大津町養護老人ホームのすぎなみ園についてのご質問で、現状

関連等については今福祉部長が説明をしたような状況でございまして、本当に老朽化して、そしてま

たあの中に１人、あるいは２人部屋というのがあるのは確かでございます。１人部屋というのが今の

基準になっておりますけれども、先ほど部長が申したように、身体的にどうしても手のいる人たちが

たくさん今出てきております。そういう中において、やっぱり１人部屋でいいのかどうかというのは、

国の方も今検討しておりますし、２人方がいいんじゃないかなと言われております。しかしそのプラ

イバシーの問題もあることながら、お互いが助け合い、そこで長く住んでおれば、いろんなトラブル

があった場合は入れ替えとかいろんな形できますけれども、できるならば夜の状況とか、いろんな形

で考えれば、２人部屋がいいんじゃないかなという話もお伺いしておりますけれども、これは今、町

についても老人ホームについても、ここ何年かどうするかというようなことを検討しております。と

いうのは、介護保険制度の開始に伴いまして、在宅介護の充実や各種の高齢者向けの介護施設があり

ますので、町における養護老人ホームの位置づけを明確にする必要もあるんじゃないかなと思います

し、老人保護措置費の一般財源化に伴い、養護老人ホーム単独の運営では財政的に厳しい。同時に、

入所者の高齢化に伴い介護のニーズがあり、介護保険制度を利用できるような施設へ転換を検討する

必要がありはしないかなというようなことで、そのような夜間問題いろんな問題がありますので、大

津町といたしましてもこのような大改築、あるいは新築するかというような問題も検討しながら、そ

れと同時に大津町における行財政改革大綱及び集中改革プランの中で、老人ホームの今後の運営につ

いても、民営化の方についても検討していかなくちゃならないんじゃないかなというようなことで、

今後について、今、検討をしておるところでもありますので、今後については十分結果というのが見

えてくるんじゃないかなと思いますけれども、そのような改革大綱の中でここ１年のうちに方向性を
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見つけなくちゃならないし、それが決まれば今後についてのご相談を関係者、あるいは関係の方々に

お願いをしていかなくちゃならないんじゃないかなというような思いをしております。議員ご承知の

ように、あそこに新築する場合の施設も敷地も狭うございますので、新たなところを求めるとか、い

ろんな課題がたくさんございますので、この辺につきましていろんな形から検討を今後重ねるという

ことで、今までの検討の中から今後についてもどうやっていくかというようなことを、今申し上げま

した在宅かどうかというようなこともありますので、その辺を十分検討しながら方向性を見つめ、定

めなくちゃならないというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 鈴木ムツヨさん。 

○５番（鈴木ムツヨ君） 今、民営化という話が出ましたが、福祉という観点で考えると、先ほど言い

ましたようにお年寄りへの手厚いおもてなしという考え方で、民間が悪いということではありません

が、民間と公立が選べる、選べないとですね、どっちがいいということは言えないわけです。それと、

行政が採算が合わないのは全部手放していかないといけないというような感じで今いろんなところが

手放していっていますが、福祉の面でですね、今までしっかり働いていただいた高齢者の皆さん方を

ですね、追い出す、手放すようなことはですね、なるべく考えないでほしいなというふうに思ってい

ます。行革がですね、すべてではないのではないかというふうに思っています。小泉さんがされたこ

とがですね、今いろんな歪みが出てきていますので、そこの辺はですね、しっかり考えていただいて、

民間という部分の前にですね、福祉が何なのかということと、町がやるべき仕事という部分もですね、

捉えながら考えていただきたいというふうに思っています。 

 これで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、一般質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後１時５２分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成２１年６月１５日（月） 午前１０時 開議 

                                   

日程第１   諸般の報告 

日程第２   各常任委員会の審査報告について    質疑、討論、表決 

日程第３   委員会の閉会中の継続調査申出書について  議  決 

日程第４   議案第３８号 大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結について 

日程第５   議案第３９号 杉水汚水処理場建築工事請負契約の締結について 

              一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

日程第６   平成２１年度議員派遣について         議  決 

日程第７   人権擁護委員の答申について      質疑、討論、表決 

  

                 午前１０時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 諸般の報告をします。本日の議事日程並びに報告内容及び平成

２１年第１回大津町議会臨時会会議録及び平成２１年第２回大津町議会定例会会議録は、議席に配付

のとおりです。 

 先週６月１１日の坂本議員の一般質問の中で、不適切な言辞があったように思われますので、後刻

記録を調査の上、措置をいたします。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果につい

て、各委員長の報告を求めます。経済建設委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） おはようございます。ただいまから、経済建設常任委員会に付

託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第３０号から議案第３２号、議案第３３号関連、議案第３

４号から議案第３７号並びに陳情第１号の９件であります。当委員会は、１０日午前１０時から現地

調査を行い、午後１時から委員会Ｂ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その

審議経過の概要と結果を要約してご報告いたします。 

 議案第３０号は、町道の路線認定についてであります。 



 124

 委員より、町道認定の道路は現在里道と説明されたが、里道は国の財産であると思うが、認定後に

町に移譲されるのかとの質疑があり、執行部より、現在は町に権限移譲がされていますとの答弁があ

りました。 

 また、委員より、この道路幅員は６メートルなのかとの質疑に対し、執行部より、始点側と終点側

の幅員が６メートルなので、それに合わせて６メートルとしていますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３０号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３１号は、町道の路線認定についてであります。委員より、計画路線は、本日の調査時の雨

でも水が多く流れていたので早くつくるべきではないかとの質疑があり、執行部より、早くできるよ

うに努力しますとの答弁がありました。 

 また、委員より、現地説明で水路が道の真ん中にくるとありましたが、できれば計画の標準断面図

の提出を求めますと発言があり、執行部より、２ヶ所の標準断面図を提出しますとの答弁がありまし

た。 

 採決の結果、議案第３１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３２号は、字の区域の変更についてであります。質疑はありませんでした。採決の結果、議

案第３２号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３３号関連は、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）についてであります。 

 農業委員会関係で、人事異動に伴う案件につき、質疑はありませんでした。 

 農政課関連で、委員より、農業振興費の生産総合事業補助金の財源は国費及び県費なのかとの質疑

があり、執行部より、国庫補助事業であり、県を経由し町に入ってきますとの答弁がありました。 

 委員より、生産総合事業の甘藷共同低温貯蔵施設は、ＪＡから町へ要望があったのか、それとも町

からＪＡに働きかけたのかとの質疑に対し、執行部より、ＪＡが県と相談し、本補助事業を町に対し

て要望されたものでありますとの答弁がありました。 

 商業観光課関係で、委員より、作業道を開設して間伐することで森林施業が効率的になると思うが、

１メートル３千円で開設できるのかとの質疑があり、執行部より、今回の補助事業は１メートル３千

円の定額補助であります。作業道開設のみで、砂利を敷いたりしないので可能だと思います。砂利等

を敷いたりできる事業は単価が高く、また別にありますとの答弁がありました。 

 環境保全課関係では、人事異動に伴う案件につき、質疑はありませんでした。 

 道路整備課関係で、人事異動に伴う案件につき、質疑はありませんでした。 

 都市整備課関係で、人事異動に伴う案件につき、質疑はありませんでした。 

 下水道課関係で、人事異動に伴う案件につき、質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第３３号関連は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３４号は、平成２１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第

１号）についてであります。 

 委員より、今回対象の分収林の面積はどれくらいあるのかとの質疑があり、執行部より、全体面積

は１９ヘクタールで、今回伐採する面積は７.４９ヘクタールであるとの答弁がありました。 
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 採決の結果、議案第３４号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３５号は、平成２１年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 委員より、予算説明書の９ページの給与費明細書について、補正額と違うのはどうしてかとの質疑

があり、執行部より、給与費明細書には児童手当の６万円が含まれていないため、その差額分である

との答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３５号については、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３６号は、平成２１年大津町農業集落排水特別会計補正予算（第１号）についてであります。 

 人事異動に伴う案件にき、質疑はありませんでした。 

 採決の結果、議案第３６号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第３７号は、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についてであります。 

 委員より、人事異動に伴う給与費の減額補正が多いのはどのような内容かとの質疑があり、執行部

より、担当職員が係長級の職員から主事級に異動しましたとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３７号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 陳情第１号は、馬場坂線部分改良工事陳情書についてであります。 

 委員より、生活用道路として改良してどうなのかとの意見があり、道路整備課長より、昨年度から

区長さんと話し合いを行う中で、改良ができる部分だけでもという話であった。 

 委員より、①～④の部分改良ということか。これに対し、道路整備課長から、①は急勾配による改

良、②は崖崩れによる改良、③と④は見通しが悪いための改良ということであるという答弁がありま

した。 

 他の委員から、地元の要望箇所を数年前に順位づけしていたと思うが、それでいくと馬場坂線は順

位的にどうかとの質疑がありまして、これに対し、道路整備課長より、順位的には費用対効果の部分

で検討しても上位ではありませんでしたが、優先順位から事業着手をはじめて４年目を迎え、かなり

改良を行ってきましたので、部分改良であれば今後の優先順位は見通しすることはできると思います

との答弁がございました。 

 委員より、優先順位を崩してしまうと、また陳情が増えはしないかというふうな意見に対し、道路

整備課長さんから、区長さんへは、陳情したからといってすぐにできるものではないという話をして

います。必要性や緊急性が重要であるということですとの答弁がございました。 

 他の委員より、地区住民の生活用道路及び農作業道として改良を要望していたが、全線改良から、

せめて危険個所と離合箇所の部分改良でやったらどうかとの意見がありました。 

 他の委員より、地域住民の生活道路ということで、離合箇所等の部分改良であれば大きな予算もか

けないでできるのではないかという意見がございました。 

 委員より、地元からすれば、生活用道路として理解できる。交通安全・水災害の危険個所を加味し

て部分的な改良はやむを得ないということで、委員会の意見を付して採択してはどうかという意見が

ございました。 

 採決の結果、陳情第１号は、全員賛成で採択すべきものと決しました。 
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 当委員会に付託されました案件は以上です。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同いただきますようお願い申し上げまして、経

済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任委員長新開則明君。 

○文教厚生常任委員長（新開則明君） こんにちは。ただいまから文教厚生常任委員会の委員長報告を

行います。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第３３号関連の１件であります。 

 当委員会は、６月１０日午前１０時より、委員会Ｃ室において執行部に説明を求めながら審議を行

いました。以下、審議の主な経過と結果についてご報告します。 

 議案第３３号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）について報告します。 

 福祉部健康福祉課関係。委員より、債務負担行為の地域医療システム学講座開設負担金の市町村負

担金の割合はどうなっていますかと質疑があり、執行部より、公立病院を有する市町村は負担割合が

大きくなっております。公立病院を有しない市町村においては、均等割と人口割で算出されています。

大津町分は、均等割７万５千円、人口割５万９千円となっておりますと答弁がありました。 

 子育て支援課関係。委員より、子ども特別応援手当の交付金を給付した後の効果はあっていますか。

国の施策ではありますが、子育て支援のためならば、もっと有効的な給付が考えられるのではないで

しょうかと質疑がありました。執行部より、給付した後の経済などの把握はしておりませんが、国の

経済対策として給付しました。また、国の二次補正で子ども特別応援手当の給付金があるようですと

答弁がありました。 

 委員より、今回補正にある対象児童数の増加についてはどういう理由ですかと質疑があり、執行部

より、３月補正時には、昨年の児童手当の実績割合等から国が算出した４８０人分を計上しておりま

した。実施に当たり、受給対象者を電算システムから２月１日の基準日で算出した人数が５１６人と、

別世帯などの理由で電算システムでは把握できなかった１０名を含み５２６名となりましたので、今

回不足する４６名分を追加計上させていただきましたと答弁がありました。 

 委員より、この手当は、完全実施しなければならないのですが、ＤＶ対象者などに給付されている

心配があります。また、未請求の人には本当に届いているのでしょうかと質疑があり、執行部より、

１０月１日までの申請期間がありますので、まだ手続きされていない人がいらっしゃるようです。未

申請者宛には、今回の補正後に再度個人通知することにしております。ＤＶ関係者については、住民

課と連携して、そのようなことがないよう対応させていただきますと答弁がありました。 

 委員より、この手当の受給対象者は誰ですかと質疑があり、執行部より、平成２年４月２日以降に

生まれた子どもがいて、かつ、第２子以降に平成１４年４月２日から平成１７年４月１日生まれまで

の子どもがいる世帯に対してのみ支給されますと答弁がありました。 

 教育部学校教育課関係。委員より、ブラジルからの子どもの支援のため小学校費に講師謝礼を計上

してあるが、国の二次補正では対応できなかったのですかと質疑があり、執行部より、毎週２回の日

本語指導と各行事での通訳のため、ポルトガル語のできる人がボランティアで協力するとの申し出が
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ありました。それではと、１時間当たり１千円を謝礼金として計上しました。国の補助金での対応は

できませんでしたと答弁がありました。 

 委員より、中学校費で職員１人増とは何ですかと質疑があり、執行部より、大津中学校の図書司書

が平成２０年３月退職後、昨年は臨時職員でしたが、このたび新規採用として配属されたためですと

答弁がありました。 

 教育部生涯学習課関係。委員より、社会教育費のまちづくり交付金事業費で、委託料の増額補正の

理由が算出係数が誤っていたとの説明はいかがなものでしょうかと質疑があり、執行部より、申しわ

けありませんでした。今後注意いたしますと答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３３号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり賛同を承りますようよろしくお願い申し上げま

して、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 総務常任委員長手嶋靖君。 

○総務常任委員長（手嶋靖君） ただいまから総務常任委員会委員長報告を行います。 

 総務常任委員会に付託されました案件について、委員会での審査の経過並びに結果をご報告申し上

げます。今定例会で本委員会に付託されました案件は、議案第３３号関連の１件であります。 

 本委員会は、審議に先立って、６月１０日に関係する２ヶ所の現地調査を行い、引き続き委員会Ａ

室にて執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、その審議の経過、概要と結果を要約し

てご報告申し上げます。 

 議案第３３号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）について。 

 総務課関係。委員より、消費者相談委託事業で、委託料ほか経費の計上がなされているが、町内に

は専門の相談員はいないのですか。消費者庁もできることだし充実させていただきたいとの質疑に対

して、執行部より、町には消費生活アドバイザーの資格を持っている方は現在おられませんので、今

回は熊本消費者協会所属の２０人ほどの専門相談員を活用させていただき、町民の皆さんの消費者生

活相談を実施します。なお、アドバイザーの資格は長期の専門研修が必要です。町では、県の短期研

修に参加していただいていますが、今後は町内の方で長期の専門研修などに参加していただき、相談

員として活用できるよう推進していきたいと考えていますとの答弁がありました。 

 税務課関係では、委員より、景気が悪い状況が続いているが、税の徴収見込みはどうかとの質疑が

あり、執行部より、平成２０年度の徴収率は向上した。平成２１年度については、リストラや期間従

業員の方の雇い止めなどもあり厳しい状況が考えられる。納税相談の充実に努めてまいりたいと思い

ますとの答弁がありました。 

 人権推進課関係では、委員より、人権福祉センター運営費の人件費が１名減となっているが、セン

ターの運営に支障はないかとの質疑があり、執行部より、人権啓発福祉センター内に人権推進課があ

り、人権推進課長が人権啓発福祉センター長を兼務しております。特に、支障はありませんとの答弁

がありました。 
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 企画課関係。委員より、町の広報紙は何人で作成しているかと質疑があり、執行部より、広報担当

者は１人体制です。広報紙の編纂に当たっては、広報編纂委員が１３名おり、委員の意見を伺いなが

ら作成していますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３３号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。 

 議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同いただきますようお願い申し上げまして、総

務常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、各常任委員長の審査報告は終わりました。 

 これから、各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 質疑いたします。議案第３３号について総務委員長と経済建設常任委員長に

質疑いたします。議案第３３号は、共済費が多く人件費の部分であげられておりましたが、このこと

について提案されたときに私は質疑に立っております。ということで、この追加費用が必要になった

ということの話し合いはなされたのか、意見が出たのか。質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務委員長手嶋靖君。 

○総務常任委員長（手嶋靖君） ただいま永田議員の質疑に対してお答えしたいと思います。 

 先般、当初質疑されて内容等は説明を聞いておられると思いますけども、一応、総務のほうから常

任委員会におきましては執行部の説明がありました。その内容といいますのは、今年度追加費用率の

改訂で国の負担を上げる法案、国民年金法等の一部改正等の一部改正する法律案が国会で未成立となっ

たため全国の市町村共済組合の追加費用率が高かったものであり、委員からの質疑は特別ありません

でした。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 建設経済常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） 経済建設常任委員会では質疑ありませんでした。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 私は、議案第３３号について反対の立場から討論をいたします。 

 委員会におきまして、今質疑いたしました共済費の問題についていろいろと質疑して、執行部から

説明をまた受けたところでありますが。その後に、今日資料が届きまして、実際、言葉とこの資料の

内容というのがうまく噛み合っておらず、言葉の中では納得して私は賛成したのでありますが、この

資料等を見てみますれば、この追加費用に対しての責任は、これもどうも国があるんじゃないかなと。

地方自治体が負担しなければならないのか、それとも国が責任として、責任を負ってこの分を補填す

るのか。既に、従前の公的年金制度っていうのが解散されていると。この解散から今の共済の制度に

移り変わるときにきちんとした処理をやってなかったということで、今新たな負担が生まれたのでは
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ないかなというふうな資料を今持っております。 

 ですから、既に昭和３７年の１２月１日に解散したものに対して、もう平成２１年であります。今

ごろになって足りないから負担しなさいというようなことは、もちろん年金というものは、その時代

時代といいますか、給付に対して移り変わったりとかする部分はあるかもしれませんが、この責任の

所在がどうもはっきりしないんです。こういったものをシステムをつくり変えたわけですから、この

ときの責任の所在がはっきりしてないから今となって地方に投げて、あたたちが負担しなさいという

ふうな形で、職員の方々、そしてまた町民の方々、国民全体が負担を負うという形になっていると、

私はこの資料を見て理解する次第であります。 

 ですから、あくまでも、このことにつきましては地方を管轄する国が責任を負うべきではないかな

と私は思いますので、この議案３３号に対しまして反対の立場から討論するものであります。議員各

位のご賛同よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。まず、議案第３０号、町道の路線認定について及び議案第３１号、町道

の路線認定についての２件を一括して採決いたします。この採決は起立によって行います。本案に対

する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立をお願いしま

す。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３０号及び議案第３１号は、委員長の

報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号、字の区域の変更についてを採決します。この採決は簡易表決によって行いま

す。 

 お諮りします。議案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号は、委員長の報告のとお

り可決されました。 

 次に、議案第３３号、平成２１年度大津町一般会計補正予算（第１号）についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり

決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３３号は、各委員長の報告のとおり可

決されました。 

 次に、議案第３４号、平成２１年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予
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算（第１号）についてから、議案第３７号、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１

号）についての４件を一括して採決します。この採決は簡易表決によって行います。 

 お諮りします。各議案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご

異議ありませんか。 

 反対意見がありましたので、起立による採決を行いたいと思います。議案第３４号、平成２１年度

大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第１号）についてから、議案第３

７号、平成２１年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）についての４件を一括して採決し

ます。起立によって行います。賛成の方のご起立お願いいたします。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。各議案に対する委員長の報告のとおり可決です。議案第３

４号から議案第３７号の４件は、委員長の報告どおり可決されました。 

 次に、請願・陳情を採決します。請願・陳情審査報告書は、議席に配付のとおりです。陳情第１号、

馬場坂線部分改良工事陳情書についてを採決します。この採決は起立によって行います。本件に対す

る委員長の報告は採択です。委員長の報告のとおり決定することに、賛成の方はご起立お願いします。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、陳情第１号、馬場坂線部分改良工事陳情書に

ついては、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続調査をすることに決定しました。 

 

日程第４ 議案第３８号 大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結について 

日程第５ 議案第３９号 杉水汚水処理場建築工事請負契約の締結について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、議案第３８号、大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結に

ついて及び日程第５、議案第３９号、杉水汚水処理場建築工事請負契約の締結についての２件を一括

して議題とします。 

 お諮りします。議案第３８号及び議案第３９号の２件は、会議規則第３９条第２項の規定によって

委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３８号及び議案第３９号の２件

は委員会付託を省略することに決定しました。提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。本定例会に追加提案申し上げます案件の説明の前に、

一言お礼を申し上げます。 

 本定例会にご提案申し上げましたすべての案件につきまして、ご議決をいただき、誠にありがとう

ございました。議員の皆さんのご指導、ご助言をよろしくお願い申し上げます。 

 では、早速追加提案いたしました案件の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第３８号、大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結について及び議案第３９号、杉水汚水

処理場建築工事請負契約の締結についてでございますが、両物件は、４月の２３日に条件付一般競争

入札の公告を行い、５月２８日に入札を実施いたしました。 

 入札の結果、大津地区公民館分館建築工事につきましては、宇都宮・恵建設工事共同企業体、代表

者 熊本県菊池郡大津町室２１３７番地２、株式会社宇都宮建設代表取締役 宇都宮義次様と１億４

千２２７万５千円で、また、杉水汚水処理場建築工事につきましては、村上・日置建設工事共同企業

体、代表者 熊本県菊池郡大津町大字中島８８番地、村上建設株式会社 代表取締役村上裕輝様と６

千４５７万５千円で工事請負契約を締結したいと思うものでございます。 

 議案第３８号及び議案第３９号につきましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条に定める予定価格５千万円以上の工事請負契約でございますので、議会の議決

を求めるものでございます。 

 以上、議案につきまして提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご議決賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。なお、所管部長をして詳細説明を申し上げさせますので、よろしくお

願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 今回提案いたしました議案第３８号及び議案第３９号の２件につきまして

条件付一般競争入札を行いましたので、その概要についてご説明申し上げます。 

 昨年７月に、大津町一般競争入札に係る事務手続き処理要領を定めました。その内容ですけども、

工事の調達につきましては、予定価格が５千万円を超える物件について条件付一般競争入札による調

達を原則とすることといたしました。今回提案の２件は、いずれも予定価格５千万円を超える案件で

ありますので、この要領にしたがいまして条件付一般競争入札を行ったものです。この条件付とは、

地域要件、工事の実績、技術者の配置などの条件を個々の工事ごとに付けて入札の参加を求めるとい

うものです。 

 今回の各議案の入札部分について２件まとめて私のほうから説明を申し上げ、その後、工事の内容、

概要につきましては、教育部長、土木部長から、それぞれ説明を行いたいと思います。 

 議案第３８号、大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結についてご説明します。 

 この工事は、都市計画道路駅前楽善線の整備に伴い、建物の移転が必要となる大津地区公民館分館



 132

を移転新築するための工事であり、建設工事の種類としては建築一式工事となり、町内業者での施工

が可能な物件であります。 

 議案集の２ページと、説明資料のほうは１ページをお願いします。 

 説明資料の１ページからご説明します。今回の調達方法は、条件付一般競争入札により入札を行い

ましたが、今回の入札に参加できる者の資格を明記しております。 

 まず、町内業者での施工が可能なことから、入札参加の資格として、建設一式工事における町の格

付がＡ又はＢの者を代表構成員とし、格付Ｂ又はＣとの２者の共同企業体であること。営業所の所在

地で、町内に主たる営業所（本社）を有する者であること。 

 次に、施工実績に関する事項では、入札参加者の施工実績として、代表構成員は平成１１年度以降

に県内において完成した請負金額が５千万円以上の建築一式工事の施工実績を有すること等を参加資

格の要件といたしております。 

 また、一番右の配置技術者に関する事項としまして、配置予定技術者の資格を提示しております。 

 以下の条件をすべて満たす技術者を専任で配置できることとし、先の平成１１年度以降に県内にお

いて完成した５千万円以上の建築一式工事で、管理技術者、主任技術者又は現場代理人としての施工

経験を有すること（原則として全工程に従事していることを要する）。建築一式工事に係る監理技術者

資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者。次に、当該入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関

係（競争参加資格確認申請書の提出期限の日以前、連続して３ヶ月以上）にある者です。これらを参

加資格の要件として、平成２１年４月２３日に入札の公告を行いました。 

 本物件は、共同企業体への発注ということで５月１２日に大津町工事入札参加資格審査会を開催し、

事前に競争参加資格確認申請書を提出した５者について審査を行ったところ、申請を行った５者すべ

てに入札参加資格が確認されました。 

 説明資料の２ページをお願いします。５月２８日に入札参加者５者で入札を行いました。入札参加

者及び入札金額は右側に記載のとおりです。入札の結果、宇都宮・恵建設工事共同企業体様が１億４

千２２７万５千円で落札となりました。工期は、議会議決承認を経て、町長が契約を成立させる旨の

意思表示を通知した日の翌日から平成２２年２月２６日までといたしております。予定価格は、左下

に記載のとおりです。 

 以上で、議案第３８号の説明を終わります。 

 次に、議案第３９号、杉水汚水処理場建築工事請負契約の締結についてご説明します。この工事は、

杉水平川地区の農業集落排水を処理する施設の建物部分の工事であり、建設工事の種類としては建築

一式工事となり、町内業者での施工が可能な物件であります。 

 議案集は４ページ、説明資料は６ページをお願いします。 

 説明資料の６ページのほうですけども、今回の調達方法の条件付一般競争入札に参加できる者の資

格を明記しております。 

 まず、町内業者での施工が可能なことから、入札参加者の資格として、建設一式工事における町の

格付がＡ又はＢの者を代表構成員とし、格付Ｂ又はＣとの２者の共同企業体であること。営業所の所
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在地で、大津町内に主たる営業所（本社）を有すること。 

 次に、施工実績に関する事項では、入札参加者の施工実績として代表構成員は、平成１１年度以降、

県内において完成した請負金額が５千万円以上の建築一式工事の施工実績を有すること。これらを参

加資格の要件としております。 

 また、一番右の配置技術者に関する事項としましては、配置予定技術者の資格を提示しております。 

 以下のすべて満たす技術者を選任で配置することとしております。内容は、先ほどの３８号と同じ

であります。これらを参加資格の要件としまして、これも４月２３日に入札公告を行いました。 

 本物件は共同企業体への発注ということで、これも５月１２日に大津町工事入札参加資格審査会を

開催し、事前に競争参加資格確認申請書を提出した５者について審査を行ったところ、申請をした５

者すべてに入札参加資格が確認されました。 

 説明資料の７ページをお願いします。７ページです。５月２８日に、入札参加者５者で入札を行い

ました。入札参加者及び入札金額は、右側に記載のとおりです。入札の結果、村上・日置建設工事共

同企業体様が６千４５７万５千円で落札となりました。工期は、議会議決承認を経て、事務手続きを

終了後、平成２２年３月１日までといたしております。予定価格は、左下に記載のとおりです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長大塚武年君。 

○教育部長（大塚武年君） おはようございます。 

 議案第３８号、大津地区公民館分館建築工事についてご説明申し上げます。この工事は、都市計画

道路駅前楽善線の整備に伴いまして、現在の大津地区公民館分館の移転が必要となったため、今回、

移転新築するものでございます。 

 説明資料により、ご説明を申し上げます。２ページお願いいたします。工事内容ですが、新築工事

です。木造平屋建ての延床面積が６９３.７１平米です。 

 ３ページお願いいたします。位置図と配置図を示しております。建設場所につきましては、ちょう

ど町営の室住宅地内の町道塘の迫線の東側でございます。敷地面積が４千５８.７３平米です。駐車場

につきましては、障害者駐車場を２台、一般駐車場３７台の確保が可能となっております。 

 ４ページお願いします。４ページが北側と西側からの立面図になります。 

 ５ページをお願いいたします。建物の概要ですが、平面図で示してありますように、東側に多目的

ホール、それから中央に玄関、それからロビー、事務室を配置いたしております。西側に、小研修室、

調理実習室、それから大研修室を配置いたしております。そのほか、男女及び多目的トイレ、シャワー

室、機械室、倉庫を備えております。東側の多目的ホールにつきましては、ミニバレー、バトミント

ンなどの利用ができるように天井を高くしまして、ミニ体育館のような施設といたしております。大

研修室につきましては、二部屋に分離可能といたしております。それから、施設全体をバリアフリー

といたしまして、高齢者あるいは障害者の方にもやさしい造りということで計画をいたしております。 

 以上が施設の概要です。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 
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○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第３９号、杉水汚水処理場建築工事について、工

事の内容を説明申し上げます。 

 設計資料集の７ページをお願いしたいと思います。今回の建物につきましては、鉄筋コンクリート

造１階建ての瓦葺で、床面積が１階部分につきましては４０６.５４平米になります。部屋の内訳とし

ましては、管理室、ブロア室、機械室、倉庫、前処理室があります。工事の内容としまして、建築、

給排水衛生設備、電気設備工事と屋外サインを設置する予定にしております。 

 ８ページをお願いいたします。８ページにつきましては、汚水処理場の配置・平面図になりますが、

赤く示している部分が今回の建物の工事場所になります。 

 ９ページをお願いいたします。この図面につきましては、建物の平面図・立面図及び屋根伏図にな

りますけども、今まで整備を行ってきました矢護川及び錦野処理場と統一性を考慮しまして、同じよ

うな外観にする予定にしております。 

 １０ページをお願いいたします。断面図になります。緑色に示しております部分が、今回の工事部

分を示しております。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） これで提案理由の説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第３８号、３９号について質疑いたします。 

 まずは、３８号・３９号ともに、この２つの施設、耐用年数あたりを何十年対応あたりに考えてお

られるかということ。それと、この競争入札の方法でありますが、説明資料の１ページあたりの一番

右ですね。配置予定技術者に関する事項というものがありまして、技術者を専任で配置することがで

きることということでありますので、例えば、右から２段目の施工実績に関する事項に、この中では

Ａ・Ｂ・Ｃをのかしてですよ、５千万円以上の建築一式工事の施工実績を有することというものが、

例えばＣにあったとします。Ｃの方が、常勤ではないけれども、そういった技術を有した人と契約を

して、そういった人を工事に対して置くことができるというふうであるならば、この審査対象あたり

もＣあたりをもう少し格上げできるようになりはしないかというふうなことを考えるわけであります。

この技術者、これはＡクラス、Ｂクラス、こういったものの、いつも従業員として常勤として確保さ

れているのでしょうか。それとも、その工事のときだけ、そういった技術を持った方を連れて来てお

られるのか質疑いたします。 

 それと、入札の内容ですけれども、３８号・３９号ともに高止まりしているのではないかなと、契

約金額ですね。互いに、３８号におきましては予定価格の９７.２７５％、３９号につきましては９７.

２５１％というふうに、かなり契約金額は高止まりしていると私は思います。そうなると、貴重な税

金を使わせていただくものですから、そこに町内の業者という枠ですることができるかもしれません

が、例えば３８号あたりが１％これから安くなったならば、１億円の１％は１００万円ですから、こ

れは、この金額に対しましては消費税抜きで１３５万円あたりの額が算出される。ということは、こ

こから２％、３％と下がるような町外の業者がいればですよ、それだけ税金は使わなくて済むという

形になりますので、町内の業者を使うのは、やはり地方自治体としては大前提として持たなければな
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らないと、これは私も思います。 

 しかしながら、高止まりというものに非常に不審に思います。なぜならば、この予定価格っていう

ものは公表されているものでしょう。これに対して、例えば３８号の中で一番高い入札金額を出した

方っていうのは９９.７％の額を出してきてるんですね。これは私は思うんですが、やる気がない。そ

の次の方も９９.２７％、まあ９８％台、あと２件は。競争っていうものをやろうと思うならば、独自

の強みを発揮して９９.７３％で取れるなんて普通は思わないと思うんですよね。ですから、この入札

の方法に対して、本当に町長あたりが確信があるのかなと。いや。この数字を見ていれば、そう思い

ますので、この入札の方法についてちょっと疑義が生じますので、これ町長から一言いただきたいと

思います。 

 以上、質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。それぞれの物件

について耐用年数がどうなのかというのはちょっと記憶にありませんけども、公営住宅を例に挙げま

すと、木造については３０年、それから鉄筋コンクリートについては７０年。ただ、耐用年数といい

ましても、大体そのままにしとけば傷んでしまいますので、一般的にはある程度の年限がきたときに

は当然改修を行いながら、それ以上にもたせるというのが一般的だと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 永田議員の質疑にお答えします。配置技術者を専任にというご質問で、Ｃ

の方に技術者がいた場合はということですが、今回の条件としましては構成員１、代表企業に技術者

がいることということでお願いをしております。それから、技術者の方については、いわゆる恒常的

な雇用関係ということでありますので、条件としましては常勤という考え方ですね。その確認の方法

ですけども、私たちのほうでは管理技術者の資格者証等記載の所属の確認、又はその会社の健康保険

証の写し等を見せていただいて常勤雇用関係について確認をしております。 

 それから、２点目のいわゆる入札率になりますけども、今回、議員おっしゃったように９７.２７、

また９７.２５という率になっております。これまでも９４から９７、また、数件は最低制限価格７０％

程度の入札等もございましたけども、一般競争入札に移りまして、もう少し低くなるんではないかな

という考え方でおりましたけども、現状はそのようになっております。 

 それから、一般競争入札、条件付ですけども、これについて５千万円以上については昨年の７月か

ら要綱をつくりまして、今回が３回目の入札になるかと思います。まだまだ始めたばかりなんですけ

ども、率と入札等については、工事内訳書・明細書等全部チェックしておりますので、適正な積算に

基づいてされているものと思っております。ただ、率等につきましては、今回が３回目でありまして、

まだ始めたばかりということもありますので、これからも、その辺は分析、検討をしていきたいとい

うふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 一般競争入札を今行っておりますけども、基本的には地元業者がやれる仕事
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であれば地元の業者にお願いをしたいというふうに考えております。もちろん、それぞれの地元の企

業につきましても、専任の技術者なり、そういう人たちをしっかり雇っていただいておりますので、

建物とか大きい仕事もそう幾つもないもんですから、特殊な場合であれば九州や全国からの一般的に

競争をお願いしたいというふうに思いますけども、地元でできるものであれば地元でお願いしながら、

議員のおっしゃるように１％、もし今の例でお話がありますように１００万円ちょっとですけども、

２％、３％低くなれば、ほかのほうに事業費として回されるんじゃないかなというのも然りでござい

ます。 

 しかし、こういう景気対策、そういう意味におきましては、そちらのほうで経済は回してもらわな

くては困るという意味もございますし、地元企業の育成ちゅうと言葉あれですけども頑張ってもらう

ように、これからしっかりと頑張っていただくことによって、部長が言いましたように入札の高止ま

りにならないように、ご協力をお願いしていかねばなという思いは持っておりますけども、今回につ

きましては、それぞれの企業さんがそれぞれの試算をされて入札されたというふうに思っております

ので、今後の企業の努力もしっかりとお願いできればなというふうには思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 説明を受けまして、町内の業者を優先するというのは当たり前かなと思いま

す。しかしながら、やる気のないような入札金額を出されるところは厳重注意に値しはしないかなと

思いますので質疑いたしました。 

 それと、こういった３８号・３９号みたいなこういった箱物っていいますかね、こういったものに

対して、これだけではありませんけれども建ててみて不具合が生じた。ですから、追加工事が発生し

ましたとかいって専決処分をされるときがある。長の権限としてスムーズに工事を行い、町民の方々

にいち早く施設を提供するというのはわかりますが、今までの専決処分のやり方っていうのが、こう

いった工事関係という、これ自体も当初から議案としては、うちの議会は委員会主義ですので委員会

に投げてないと、この本議会で審議してもらうと。これも、やり方は一つでしょうが。やり方が、こ

の専決処分をされた場合に、よく議席に配付で済ませられるときがあるんですよ。最近では、あそこ

の錦野ですかね、あそこの３９号みたいな下水道の施設だったですか、あそこでも専決処分が発生し

てましたよね。ああいったものが、この３８号・３９号において発生した場合、そのときによく思う

んですが、これは設計が悪かったのか。それとも、それこそ発注側の町長が検査した上で発注したん

だから悪かったのか。この落札価格で全部済むものっていうふうに、議員各位は思われると思うんで

す。それから、追加というのは非常に引っかかるんですね。この責任の所在についてはどう思われま

すか、質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 永田議員の再質疑にお答えいたします。工事関係して

おる途中で、専決処分をお願いして追加工事が発生はしております。ただ、工事を進めていく段階で、

毎週のように打ち合わせしながら工事の監督しながら打ち合わせするわけですけども、やはりどうし

ても、その段階段階で設計のままにしていくと将来的にちょっと問題が出るというような感じのが出
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てくるもんですから、その関係につきましては、やっぱり設計を変更したほうがよかろうと判断して

お願いしているのが現状でございます。設計が悪いのかとかというのじゃなくて、どうしても「こう

したほうが改善点としてはよかろう」という判断でやってますので、当然、責任の所在になりますと、

それまで見抜けなかった私たちのほうに出てくると思いますけども、そういう将来的なものも考えた

ところの設計変更ということで判断しておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第３８号、公民館の建築工事についてお尋ねをいたします。一つは、長

い間待ち望まれた公民館分館ということでありますが、なぜ、あえて木造建築なのかと。私は、木造

建築は賛成ではありますが、先ほどの質疑でありましたが、よほど設計がきちんとしていないと片方

は体育館みたいな大スパンがありますし、図面を見ておりましたら一部の壁は化粧の木桟が、木の桟

ですよ。個人の家だったら風情があってよろしいわけですが、こういった公共の大規模な木造建築で

木を外にさらすようなことをやったら、それは何年ももたないと、そういう心配があるわけです。 

 ですから、木造にこだわった理由。それから、木造であるなら、よほど後で「ああ、これは失敗し

た」ということがないような、よほどきちんとした設計でもやっとかんと、まさに無駄遣いというこ

とになりかねないと思いますが、そこら辺のきちんとした自信があるのかどうかお尋ねをします。 

 それから、これは建築工事の入札でありますが、工事内容は屋外整備一式ということでありますの

で、駐車場敷地内のやつは全部込みでの工事になっているのかどうか、まずお尋ねをしたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。まず、木造にこ

だわった理由というか、当初の基本設計の段階では鉄筋コンクリートで設計されていたのは事実です。

ただ、地質調査をする段階で非常に地質が弱くて、鉄筋コンクリートではもちませんでした。非常に

基礎を深く入れないともたないというような状況もありまして、その中で鉄骨にするのか木造にする

のかという判断をした段階で、周辺との建物とのバランス等も考えたところで木造に変えたといいま

すか、木造で最終的に設計を進めたというのが現状でございます。それから、外構工事につきまして

は、一応建物の西側の駐車場、それから玄関回り等については、今回の工事に含めたところで設計を

行っております。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 鉄筋コンクリートだと重量に耐えられないということでしょうが、要するに

木造できちんと最低３０年もてばいいんですよね。もつことは多分もつと思いますけど、途中で腐食

が入ったりとか危険になったりとか、とりわけ大スパンのところは、木造といえども、これだけスパ

ンがあれば以前であったら大変な木造の建物だということになるんですけど。そういう、たぶん確認

はしてあるということですけども、担当部長として、それはそういうところは自信がおありで、こう

いう設計を認めているのかどうか、ここはちょっと確認をしておきたいと思います。後で壊れたなん
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て言われたら困りますからね。 

 それと、経済対策、それから地元業者優先ということで、これは確かにそのとおりなんですが、業

者だけを私は優先するのは間違いだと。ここで働く、以前から建設土木関係は、公共事業は経済波及

効果が非常に高いといわれますが、そこで働く人たちが安くこき使われたらですね。会社だけ儲かっ

たら、これは困るわけです。これだけ経済不況が進むんですから、私は入札価格も高止まりする、こ

れは談合の証拠があるわけじゃないからどうしようもないですけど、私は多少高くてもいいと。しか

し、そこで働く人たちが、ちゃんとした給料が、あるいは日給がいただけるという、それこそ町民の

ための工事になると思うんですね。 

 例えば、町長にお尋ねしますが、これは確か京都で一回提案をされたことがあるんですね。働く人

が最低限時給は１千円以上、そういう条件を私はつけるぐらいの覚悟があっていいと思うんですけど、

そういう方法を考えるべきではないかと思うんですけど、経済波及効果と町民のためというのであり

ますならばですね。その点について２点お尋ねします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。木造で非常に

スパンが大きくなっておりますので、このスパンを飛ばすために、今回、接合部分に鉄筋で引っぱり

を入れるというような感じの新しい工法を使っておりますので、将来的にそういうところが問題になっ

てくることはないということで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 木造づくりについては、担当が責任持って言っておりますように、我々も菅

原神社の上のほうの建物でありますので、上井手沿いの観光ルートというような形で、そしてまた、

県材を使おうという、木材を使うという奨励の関係もありまして、木造でもいいんじゃないかなとい

う思いをしております。 

 それから、雇用の関係で時給１千円というような話でございますけども、今こういう状況の中で時

給でお見えになられる従業員というのは少ないみたいな感じで、それぞれ会社の中の会社社員として

働いておられるし、また、その下に協力企業の関係の方がおられると思いますので、その辺のところ

は、おっしゃるようにどれくらいの金額でやっておられるかちゅうのが、ちょっと私のほうで把握し

ておりませんけども、建設業組合関連の組合さんのほうにも十分その辺の雇用の対策ちゅうか、そう

いう意味でしっかりとお願いしたいと。大変、話聞きますと、例えば一級建築士を２人、３人雇った

りいろいろしておるところもあって、なかなかその仕事の量がないというような話も聞いております

し、大変な苦労をされておるというようなことも聞いておりますけども。議員心配される、社員より

も下のほうの現場で第一線で働いておられる方々の給与の関係につきましても、十分検討しながら指

導をしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） １点だけ質疑いたします。５月に共同企業体の審査をやったと。これ、この工

事をするためにＪＶを組んでいただいたという、そんなことかと思いますけども、先ほど「疑義」と
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かいうことも言葉に出ました。できれば、工事の直前に業者さんが集まってＪＶを組む相手方を決め

るという何らかの話し合いがあると思いますけども、できれば指命願いが２年に１回ですかね、出さ

れると思いますけども、この２年の間にＪＶ、土木も建築も２年間の間に業者さん同士がＪＶ組みま

すよというような、そんな指命願いを当初から出とったら直前に話をするっていうことは避けられま

すし、そんな方法が採れないかっていうのを質疑したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長首藤誠治君。 

○総務部長（首藤誠治君） 金田議員の質疑にお答えします。１点目は、事前に審査を行っております。

これは、町内で仕事ができる工事のことでありまして、いわゆる共同企業体を養成する入札でした。

それについて、共同企業体組む場合は、事前に実績、それから技術者の配置等、その辺も含めて事前

に申請をいただいて審査をするということです。 

 組み合わせのことですけども、以前は、御存じのように町のほうで予備指命を行っていたというこ

とになりますけれども、昨年のちょうど本田技研南通線道路改良の調達のところから、入札参加希望

の方による自主結成方式でお願いをしております。 

 それから、いわゆる共同企業体を事前に出しておかないかということだと思います、入札届出のと

きに。今、私たちが行っていますのは、共同企業体組んでいただくときに個々の工事について企業体

を組んでいただくということで、いわゆる、この該当工事のための特定型の組合という形をお願いし

ております。その都度、企業さんの参加希望の方々のほうで組み合わせをお願いしているということ

で、事前に、いわゆる恒常的に共同企業体という考え方では今行っておりません。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） どうしても入札直前にという形になると、話し合いを住民から見て、ほかから

見て、話し合いをするっていうのは疑義が生じる可能性を秘めてると。必ずしも、それを私があって

いるんだというような、そんな疑義があるようなこととは思ってないんですけども、少なくともそれ

を避けるっていう方法何か行政として考えていく必要もあるんじゃないかなということで質疑いたし

ました。 

 以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。議案第３８号、大津地区公民館分館建築工事請負契約の締結についてを

採決します。この採決は起立によって行います。議案第３８号は、原案のとおり決定することに賛成

の方はご起立を願います。 

〔起立多数〕 
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○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号、杉水汚水処理場建築工事請負契約の締結についてを採決します。この採決は

起立によって行います。議案第３９号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立お願いしま

す。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３９号は、原案のとおり可決されまし

た。 

 

日程第６ 平成２１年度議員派遣について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第６、平成２１年度議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。議員派遣の件については、議席に配付しましたとおり派遣することにしたいと思い

ます。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、平成２１年度議員派遣については、議

席に配付しましたとおり派遣することに決定しました。 

 

日程第７ 人権擁護委員の答申について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第７、人権擁護委員の答申についてを議題とします。 

 町長から議席に配付のとおり、人権擁護委員の推薦について意見を求める件が提出されております。 

 これから質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 お諮りします。本件は、議席に配付しました答申（案）のとおり、那須雪子さんを答申したいと思

います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、本件は、議席に配付しましたとおり答

申（案）のとおり那須雪子さんを答申することに決定しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。以上で、会議を閉じます。 

 平成２１年第４回大津町議会定例会を閉会します。 

午前１１時２３分 閉会 



 141

地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

     平成２１年６月１５日 

 

 

  大津町議会議長  大田黒 英 生 

 

 

 

大津町議会議員  新 開 則 明 

 

 

 

大津町議会議員  月 尾 順一朗 

 


